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大津市における PFOS等の検出状況 

 

大津市企業局   ○橋詰 和典  吉田 稔 

 

1 はじめに 

厚生労働省からの通知（令和 2年 3月 30日付け生食発 0330第 2号）により、令和 2年 4月 1

日からペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（以下、

PFOS 等という。）が要検討項目から水質管理目標設定項目（目標値：50 ng/L）に位置付けが変

更されたため、大津市企業局では令和 2年度から PFOS等について検査を開始した。また、水源

である琵琶湖、琵琶湖に流入する河川及び浄水処理過程での PFOS等の検出状況について調査を

実施した。本報告では、PFOS等に関する検査及び調査で得られた知見について紹介する。 

 

2 測定方法 

『水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における

留意事項について』の別添 4「水質管理目標設定項目の検査方法」に基づき測定した。また、高速

液体クロマトグラフ質量分析計では、リテンションギャップ法を採用し、機器及び移動相による

影響が最小限になるようにした。なお、原水等の懸濁物を含む試料は、ガラス繊維ろ紙（孔径1μm）

でろ過後に固相抽出を行った。 

 

3 測定結果 

(1) 各浄水場 

本市の 6 か所の浄水場における

原水及び栓水について、冬期（令

和 3年 3月）の測定結果は表 1、

夏期（令和 3年 8月）の測定結果

は表 2のとおりであり、全ての浄

水場で PFOS等が検出された。 

原水では、測定結果に浄水場系

統及び季節による顕著な差は見ら

れなかった。栓水では、測定結果

に浄水場系統及び季節による差が

見られたが、活性炭処理の影響と

推測される。PFOS等の合算値は、

水質管理目標値の 10 分の 1 であ

る 5 ng/L程度までであり、水道水

の安全性に問題はなかった。 

 

表 1 冬期の各浄水場の測定結果 (単位：ng/L) 

水域 浄水場 
原水 栓水 

PFOS PFOA 合算値 PFOS PFOA 合算値 

北湖 

比良 0.7 3.6 4.3 0.9 3.5 4.4 

八屋戸 0.7 3.8 4.5 0.8 3.6 4.4 

真野 0.7 3.9 4.6 1.0 3.8 4.8 

南湖 

柳が崎 0.9 4.0 4.9 0.6 3.0 3.6 

膳所 0.9 4.0 4.9 0.8 3.5 4.3 

新瀬田 0.9 4.2 5.1 0.9 3.9 4.8 

表 2 夏期の各浄水場の測定結果 (単位：ng/L) 

水域 浄水場 
原水 栓水 

PFOS PFOA 合算値 PFOS PFOA 合算値 

北湖 

比良 2.2 4.4 6.6 0.9 3.3 4.2 

八屋戸 1.9 4.3 6.2 <0.5 <0.5 <0.5 

真野 0.8 3.1 3.9 <0.5 2.0 2.0 

南湖 

柳が崎 0.8 3.7 4.5 1.1 4.4 5.5 

膳所 1.0 3.6 4.6 0.9 3.7 4.6 

新瀬田 0.7 3.5 4.2 <0.5 0.6 0.6 



 

(2) 琵琶湖 

各浄水場の原水から

PFOS 等が検出された

ため、水源である琵琶湖

の状況を調査した。調査

は 12地点（北湖 1地点、

南湖 11地点）で実施し、測定結果は表 3のとおりである。 

琵琶湖において閉鎖性の高い水域である赤野井湾で最高濃度を検出し、PFOS等の合算値が 10 

ng/Lを超えた。他の地点では、野洲川河口でやや高濃度であった。 

 

(3) 流入河川 

琵琶湖での調査にお

いて、地点により測定値

に差が見られたため、

PFOS 等の供給経路と

推定される河川についても調査を実施した。調査は琵琶湖に流入する河川 8地点（北湖 3地点、

南湖 5地点）で実施し、測定結果は表 4のとおりである。 

測定値は、地点により大きな差が見られ、特に PFOAの差が顕著であった。また、市街部を流

れる河川で高い傾向があった。 

 

(4) 浄水処理過程 

(1)の浄水場の測定結果から、PFOS等が活性炭処理により低減されることが示唆された。その

ため、浄水処理過程での PFOS等の挙動を調査した。調査は、特徴的な処理工程をしている柳が

崎浄水場及び新瀬田浄水場で実施した。なお、柳が崎浄水場では図 1 のとおり、急速ろ過処理と

緩速ろ過処理を併用しており、臭気対策として生物接触ろ過処理を行っている。また、新瀬田浄

水場では図 2のとおり、急速ろ過処理後に粒状活性炭ろ過処理を行っており、PFOS等がほとん

ど検出されなかった。浄水処理過程での PFOS等の挙動を図 3及び図 4に示す。 

 

図 1 柳が崎浄水場の処理工程 

 

 

 

図 2 新瀬田浄水場の処理工程 

 

表 3 琵琶湖での PFOS等の測定結果 (単位：ng/L) 

地点 PFOS PFOA 合算値 地点 PFOS PFOA 合算値 

琵琶湖大橋 0.7 3.3 4.0 由美浜 0.8 3.2 4.0 

雄琴港沖 0.7 3.4 4.1 膳所沖 0.8 3.6 4.4 

坂本沖 0.7 3.4 4.1 瀬田川 0.7 3.1 3.8 

際川沖 0.7 5.4 6.1 草津川河口 1.1 4.7 5.8 

柳が崎沖 0.7 3.3 4.0 赤野井湾 3.2 6.9 10.1 

三井寺沖 0.7 3.3 4.0 野洲川河口 0.9 6.3 7.2 

表 4 河川での PFOS等の測定結果 (単位：ng/L) 

地点 PFOS PFOA 合算値 地点 PFOS PFOA 合算値 

和邇川 2.3 11.8 14.1 草津川 4.2 18.9 23.1 

真野川 1.1 3.7 4.8 葉山川 3.5 15.5 19.0 

雄琴川 <0.5 3.3 3.3 守山川 3.6 12.4 16.0 

柳川 0.9 16.4 17.3 野洲川 0.8 6.8 7.6 



 

図 3 柳が崎浄水場での挙動 

 

図 4 新瀬田浄水場での挙動 

 

① 生物接触ろ過 

柳が崎浄水場の生物接触ろ過水（生ろ水）の PFOS 等は、原水の値と差異が見られなかった。

PFOS等は、環境中での安定性が高く、生分解性が低いとされている 1)。そのため、PFOS等は生

物処理では除去が困難と推定される。 

 

② 急速ろ過 

新瀬田浄水場では、急速ろ過水（急ろ水）の PFOS等は原水から減少しなかった。一方、柳が

崎浄水場では、急ろ水で減少した。測定時に、柳が崎浄水場では粉末活性炭（Dry）を注入してお

り、PFOS等は粉末活性炭に吸着される 2)ため、吸着除去されたと推定される。また、粉末活性炭
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処理を実施していない新瀬田浄水場において、急ろ水で PFOS等が減少していないため、凝集沈

でん－急速ろ過処理のみでは PFOS等が除去される可能性は低い。 

 

③ 緩速ろ過 

柳が崎浄水場の緩速ろ過水（緩ろ水）の PFOS等は、原水より微減する場合と微増する場合が

あった。PFOS 等は土壌に吸着される 3)ため、緩速ろ過池中の土壌粒子又はろ過砂に吸着された

可能性があるが、増加する場合もあり、詳細は不明である。また、緩速ろ過処理では、生物の作

用により有機物は分解されるが、生物接触ろ過池と同様に PFOS 等が分解される可能性は低い。 

 

④ 粒状活性炭ろ過 

新瀬田浄水場の粒状活性炭ろ過水（活ろ水）では、PFOS等がほとんど検出されなかった。PFOS

等が粒状活性炭に吸着除去されたと判断している。 

 

4 おわりに 

本市の浄水場、水源である琵琶湖及び琵琶湖の流入河川について PFOS等の測定を行い、次の

知見が得られた。 

(1) 浄水場の栓水から PFOS 等が検出されたが、その濃度は水質管理目標値の 10 分の 1 程度

であり、水道水の安全性に問題はなかった。 

(2) 水源の琵琶湖では、閉鎖性の高い赤野井湾で PFOS等の濃度が最も高かった。 

(3) 琵琶湖の流入河川では、PFOS等は市街部を流れる河川のほうが高い傾向が見られた。 

(4) 浄水処理過程では、活性炭処理で PFOS等の除去が期待できる。 

今後は粉末活性炭の注入率による除去効果の差及び前塩素注入の有無による差について調査を

行い、浄水場で対応可能な PFOS等の濃度について検証を進めていきたい。 
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有機フッ素化合物の分析における LC/MS/MS による直接分析法の導入 

 

神戸市水道局 ○平木康大 伊藤邦彦 福田幸司 山口敏彦 小田琢也 

 

１．はじめに 

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）などの有機フッ素

化合物は、撥水剤、表面処理剤等の用途で広く利用されてきた（図 1）。しかしながら、難分解性で高い

蓄積性を有し、環境中で広範囲に残留していることが報告され、国際的に規制が強化されてきている 1)。 

国内の水道水においても、2020 年 4 月に PFOS 及び PFOA が水質管理目標設定項目に格上げされ

（暫定目標値：合算で 50ng/L）、2021 年 4 月にペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）が要検討

項目に追加された。 

有機フッ素化合物の分析方法としては、厚生労働省通知（平成 15 年 10 月 10 日健水発第 1010001 号

別添 4〔最終改正 令和 3 年 3 月 26 日薬生水発 0326 第１号〕）で固相抽出-液体クロマトグラフ-質量

分析法（以下、固相抽出-LC/MS/MS 法）が示されている。神戸市においても 2007 年から通知に先立

ち、固相抽出-LC/MS/MS 法（通知と一部条件は異なる）で分析を実施してきた。しかしながら、この

分析方法は、前処理操作が煩雑で時間を要するという難点がある。そこで、前処理操作の短縮化・簡略

化を目的に、直接注入-液体クロマトグラフ-質量分析法（以下、直接注入-LC/MS/MS 法）を検討・確

立した。より迅速な分析が可能となり、分析体制の拡充が図れたので報告する。 
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図１ PFOS 及び PFOA の構造式 

 

２．分析方法  

２．１ 試薬 

標準物質は、Wellington Laboratories 社製の L-PFOS 及び PFOA を使用した。 

内部標準物質は、Wellington Laboratories 社製の M8PFOS（PFOS-13C8）及び M8PFOA（PFOA-

13C8）を使用した。 

溶媒には、超純水（PFOS・PFOA 分析用：富士フイルム和光純薬社製）、1mol/L 酢酸アンモニウ

ム溶液（高速液体クロマトグラフ用：富士フイルム和光純薬社製）、メタノール（残留農薬試験用：関

東化学社製）、及びアセトニトリル（LC/MS 用：関東化学社製）を使用した。 

 

２．２ 固相抽出-LC/MS/MS 法の前処理及び測定条件 

試料 500mL に 100μg/L 混合内部標準物質を 50μL 添加し、あらかじめメタノール 10mL、超純

水 5mL でコンディショニングした逆相の固相カラムに通水した。なお、通知法では陰イオン交換の
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固相カラムが示されているが、通水速度が遅いことやアンモニア水を溶媒として使用することを考慮

し、逆相の固相カラム（昭和電工社製の PS＠Liq）を選択した。通水終了後、超純水 10mL を通して

固相カラムを洗浄し、吸引及び窒素吹きつけによる固相カラムの脱水を行った。脱水後、固相カラム

を反転させ、メタノール 6mL で溶出し、窒素ガスを吹きつけて 0.5mL に濃縮した。その後、超純水

で 1mL に定容したものを試験溶液とした。分析フローを図 2、LC/MS/MS の測定条件を表 1 に示す。 

 

   

 

 

 

 

 

 

２．３ 直接注入-LC/MS/MS 法の前処理及び測定条件 

試料 10mL に 2μg/L 混合内部標準物質を 50μL 添加し、アドバンテック東洋社製のメンブレンフ

ィルター（孔径：0.20μm、材質：セルロースアセテート）でろ過したものを試験溶液とした。分析

フローを図 3、LC/MS/MS の測定条件を表 2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC条件

装置 Nexera X2（島津製作所）

LCカラム Shim-pack GIST C18-AQ 150×2.1mm (島津GLC)

移動相A 10mM 酢酸アンモニウム水溶液

移動相B アセトニトリル

移動相条件 B：25%(0-1min) → 100%(26-30min) → 25%(30.01-33.5min)

流速 0.2 mL/min

カラム温度 40 ℃

注入量 5 μL

MS条件

装置 LCMS-8050（島津製作所）

検出器 SRM

イオン化法 ESI　ネガティブ

表１ 固相抽出-LC/MS/MS 法における測定条件 

表 2 直接注入-LC/MS/MS 法における測定条件 

LC条件

装置 Exion LC（AB SCIEX）

LCカラム kinetex 2.6μm Polar C18 100Å 50×3.0mm (phenomenex社)

Delay Column for PFAS (GLサイエンス社)

移動相A 10mM 酢酸アンモニウム水溶液

移動相B アセトニトリル

移動相条件 B：30%(0-0.7min) → 100%(10-12min) → 30%(12.1-15min)

流速 0.6 mL/min

カラム温度 40 ℃

注入量 40 μL

MS条件

装置 Triple Quad 5500（AB SCIEX）

検出器 SRM

イオン化法 ESI　ネガティブ

図 3 直接注入-LC/MS/MS 法の 

分析フロー 
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図 2 固相抽出-LC/MS/MS 法の分析フロー 



３．妥当性評価 

妥当性評価は、「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」（最終改正：平成 29 年 10 月 18 日付

け薬生水発 1018 第 1 号）に基づき実施した。 

 

３．１ 各分析方法における検量線の評価結果 

固相抽出-LC/MS/MS 法では 1～50 ng/L の濃度範囲で、直接注入-LC/MS/MS 法では 2～40 ng/L

の濃度範囲で、PFOS 及び PFOA の各検量線の重相関係数は 0.999 以上であり、良好な直線性が得ら

れた。 

また、両方の分析方法において、各検量点の真度、精度、並びにキャリーオーバーが、妥当性評価

ガイドラインの目標に適合することを確認した。表 3 に各分析方法における PFOS 及び PFOA の各

検量点の真度及び精度（RSD）を示す。 

 

 

 

 

３．２ 各分析方法における添加試料の評価結果 

 表 4 に PFOS 及び PFOA の添加回収試験結果を示す。固相抽出-LC/MS/MS 法では、精製水には

1ng/L、水道水には 5ng/L を添加して評価した。表 4 のとおり、PFOS 及び PFOA で、真度 86.9～

118％、併行精度 2.1～8.5％、室内精度 3.6～17.5％の結果が得られ、この結果は妥当性評価ガイドラ

インで定められた目標値を満たしていた。 

同様に、直接注入-LC/MS/MS 法では、精製水には 2ng/L、水道水には 5ng/L を添加して評価し、

妥当性評価ガイドラインで定められた目標に適合することを確認した。表 4 のとおり、PFOS 及び

PFOA で、真度 92.9～104％、併行精度 0.8～7.9％、室内精度 5.9～11.8％と、固相抽出-LC/MS/MS

法よりも精度が高い結果が得られた。前処理工程の少ないことが要因の一つと考えられる。 
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1 99.0 4.9 99.0 7.2 2 107 2.2 106 3.6

2 104 3.3 99.1 9.9 5 96.3 2.8 102 4.7

5 103 2.0 101 5.6 10 100 5.1 103 4.4

10 99.2 0.9 97.8 3.0 20 97.7 4.4 97.7 3.4

20 98.9 1.1 101 2.6 40 101 1.8 99.7 1.1

50 100 0.2 99.9 0.4 － － － － －

＊目標値は、真度 80～120％、RSD 20％以下

固相抽出-LC/MS/MS法 直接注入-LC/MS/MS法

PFOS PFOA
濃度

（ng/L）

濃度

（ng/L）

PFOS PFOA

精製水 水道水 原水 精製水 水道水 原水 精製水 水道水 原水 精製水 水道水 原水

真度 (%) 92.9 117 118 86.9 106 106 104 98.9 100 101 96.2 92.9

併行精度 (％) 5.8 8.5 3.9 4.4 4.2 2.1 0.8 3.0 2.5 4.9 7.9 3.7

室内精度 (％) 15.3 9.2 8.4 17.5 10.8 3.6 11.8 7.8 7.6 8.6 8.0 5.9

＊精製水は定量下限値（固相抽出-LC/MS/MS法：1ng/L、直接分析-LC/MS/MS法：2ng/L）、水道水及び原水は5ng/Lを添加

＊目標値は、真度 70～130％、併行精度 20％以下、室内精度25％以下

固相抽出-LC/MS/MS法 直接注入-LC/MS/MS法

項目
PFOAPFOS PFOA PFOS

表 3 各検量点の真度及び精度 

表 4 添加回収試験結果 



４．分析時間の比較 

直接注入-LC/MS/MS 法の方が固相抽出-LC/MS/MS 法よりも分析時間の短いことは明らかであるが、

前処理操作に着目して分析時間を比較する。 

前処理操作は、固相抽出-LC/MS/MS 法では、①試料分取・内標添加、②固相抽出、③濃縮・定容、

④バイアル密封の 4 工程に大別される。他方、直接注入-LC/MS/MS 法では、①試料分取・内標添加、

②ろ過・バイアル密封の 2 工程のみである。 

試料 15 個（標準液を含む）の分析を行う場合で、各分析方法における前処理の所要時間を整理する

と表 5 となる。表 5 のとおり、直接注入-LC/MS/MS 法では、煩雑で時間を非常に要する固相抽出及び

濃縮・定容の操作を省くことができる。そのため、固相抽出-LC/MS/MS 法と比較し、直接注入-

LC/MS/MS 法は分析時間をおよそ 4 時間短縮することができる（表 5 の条件において）。 

これは、限られた職員及び装置で効率的に分析を行う上で大きな利点である。固相抽出-LC/MS/MS

法では、標準液の調製を加えると試験溶液の準備までで、職員 1 人が 1 日を要する。一方、直接注入-

LC/MS/MS 法では、試料 15 個程度であれば職員 1 人で 1 日の業務時間内に分析を終えることが可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ 

 有機フッ素化合物 PFOS 及び PFOA の分析方法として、新たに直接注入-LC/MS/MS 法を検討した。

検討の結果、本分析方法が「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」の目標に適合することを確

認した。 

 直接注入-LC/MS/MS 法の導入により、固相抽出-LC/MS/MS 法の難点である煩雑かつ時間を要する

前処理操作を省くことができ、分析を簡略化・短縮化することが可能となった。また、神戸市において

は、固相抽出と直接注入の 2 つの分析方法を確立し、他都市との分析業務の共同化を進める中、バック

アップ体制の強化が図られた。日常的な水質管理においては効率的に分析を実施でき、また水源への流

入事故といった不測の事態においてもより迅速な分析が期待できる。 

 

６．今後について 

 要検討項目に追加された PFHxS についても、直接注入-LC/MS/MS 法による分析を検討し、測定実

施の目処がついた。PFOS 及び PFOA との一斉分析により、定期的な水質監視を行っていく。 
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表 5 前処理の工程及び所要時間 

内容 所要時間 内容 所要時間

① 試料分取・内標添加 40分 試料分取・内標添加 40分

② 固相抽出 90分×2 ろ過・バイアル密封 20分

③ 濃縮・定容 60分 ― ―

④ バイアル密封 20分 ― ―

＊所要時間は試料15個における大まかな時間である

＊固相抽出には全自動固相抽出装置（最大6試料）を2台使用する

工程
固相抽出-LC/MS/MS法 直接注入-LC/MS/MS法



直接注入－液体クロマトグラフ質量分析法による 
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１．はじめに 

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）を代表とする有機フッ素化合物

（PFCs）は、耐水性・耐油性・耐熱性・耐薬品性等の性質を有することから、これまで広範な工業用品の製造に使

用されてきたが、難分解性や高い生物蓄積性を有し、近年環境水や野生生物中に広範囲に存在していることが報

告されており、国内外で製造、使用及び輸出入に関する規制が強化される方向にある。 

日本の水道水質基準制度において、平成 21 年４月に PFOS と PFOA が要検討項目に位置付けられた１）。さらに、

令和２年４月には、PFOSと PFOA を水質管理目標設定項目に格上げするとともに、目標値を PFOS及び PFOAの合算

値で 50ng/L(暫定値)に設定した２)。また、令和３年３月 26日の通知において、ペルフルオロヘキサンスルホン酸

（PFHxS）が要検討項目に追加されている３）。 

 本市では、平成 17 年度から PFCs に関する調査に取り組み、水道水源である淀川水系における存在実態及び浄

水処理性を明らかにしてきた３）～７）。水道水質基準に係る昨今の動向や、製造・使用に関する規制が強化されてき

たにもかかわらず、現在でも水道水源及び水道水中に一定の濃度レベルで存在すること８）、新規の粒状活性炭以

外では除去が期待できないこと４）及び国内外での規制強化の流れを鑑みると、PFOS・PFOA・PFHxS並びにこれらの

類縁化合物の水源や浄水処理工程における存在実態を監視し、水道水の安全性を確認する必要性は今後ますます

高まると考えられる。 

一方、PFCs の分析法については、厚生労働省の通知法では PFOS・PFOA・

PFHxS を対象として、固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析法が示され

ている９）が、前処理工程が多く、測定に時間を要する。PFCs の監視強化を

図る上で、より迅速に測定可能な手法の確立が望まれる。そこで、固相抽出

操作を必要としない直接注入―液体クロマトグラフ―質量分析法による

PFCsの分析方法の確立を目的として検討を行った。 

２．調査方法 

２．１．調査対象物質及び試薬 

調査対象物質を表－１に示す。表－１には調査対象物質の定量に用いる

サロゲート物質についても併記した。 

PFCsの混合標準原液と混合サロゲート標準原液は、それぞれ PFAC-MXC

及び MPFAC-C-ES（共に Wellington Laboratories Ins.製）を使用した。メ

タノール、アセトニトリル及び酢酸アンモニウムは LC/MS用を用いた。精

製水は MilliQ超純水製造装置（Milli-Q Integral 10、メルク㈱製）で製

造したものを使用した。 

２．２．分析装置 

PFCsの分析には、液体クロマトグラフ－タンデム質量分析計（LC-

MS/MS）（LC：Nexera X2、MS/MS：LCMS-8060（共に㈱島津製作所製））を用

いた。分析条件を表－２に示す。なお、LCシステム由来の PFCs と試料中

の PFCsを分離するため、ミキサーとオートサンプラーの間にリテンション

ギャップカラムを接続し、分析を行った。 

２．３ 試料調製 

２．３．１．標準液の調製 

２．１に示した混合標準原液及び混合サロゲート標準原液をそれぞれメ

タノールで希釈し、100μg/L の混合標準液及び混合サロゲート標準液とし

た。これらの標準液を２．３．２．以降の試料調製に用いた。 

２．３．２．最適な検液溶媒の検討 

混合標準液と混合サロゲート標準液を混合し、メタノールで希釈した混

合標準・サロゲート溶液を調製した（濃度：５μg/L）。この溶液を精製水

とメタノールで水：メタノール比率がそれぞれ設定した比率となるよう希

釈し、LC-MS/MS分析に供した（標準物質濃度・サロゲート物質濃度共に

100ng/L）。なお、希釈の際には混合標準・サロゲート溶液によるメタノー

ルの添加量（メタノール濃度２%相当）を考慮し、試料を調製した。 

２．３．３．精製水・浄水試料の添加回収試験 

混合標準液及び混合サロゲート溶液をメタノールで希釈した後、精製水

とメタノールで段階的に希釈し、検量線用標準試料を調製した（検量点：

５、７、10、20、50、100ng/L）。 

表－１ 調査対象物質と 

サロゲート物質 

化合物名 略号 炭素数

PFBS 4

PFPeS 5

PFHxS 6

PFHpS 7

PFOS 8

PFNS 9

PFDS 10

PFDoS 12

PFBA 4

PFPeA 5

PFHxA 6

PFHpA 7

PFOA 8

PFNA 9

PFDA 10

PFUdA 11

PFDoA 12

PFTrDA 13

PFTeDA 14

PFHxDA 16

PFODA 18

13C3-PFBS 4

13C3-PFHxS 6

13C8-PFOS 8

13C4-PFBA 4

13C5-PFPeA 5

13C5-PFHxA 6

13C4-PFHpA 7

13C8-PFOA 8

13C9-PFNA 9

13C6-PFDA 10

13C7-PFUdA 11

13C2-PFDoA 12

13C2-PFTeDA 14

ペルフルオロ

アルキル

スルホン酸

ペルフルオロ

アルキル

カルボン酸

サロゲート物質

（ペルフルオロ

アルキル

スルホン酸）

サロゲート物質

（ペルフルオロ

アルキル

カルボン酸）



精製水及び本市柴島浄水場浄水に上記の混合標準液、

混合サロゲート溶液及びメタノールを添加し、添加回収

試験用試料とした。調査対象物質の添加濃度は、水試料

中に含まれる濃度が５、７、10ng/Lとなるよう添加し

た。試料は添加試料・無添加試料共に５本ずつ調製し

た。なお、本市では高度浄水処理を採用しており、凝集

沈澱処理後に急速砂ろ過処理し、その前後で２段のオゾ

ン処理を行った後、後段のオゾン処理後に粒状活性炭処

理を行っている。 

全ての試料に対し、水：メタノール比率 90：10試料及

び水：メタノール比率 45：55試料の両方を調製し、各サ

ロゲート物質の添加濃度は 50ng/L とした。なお、検量点

の濃度は、水試料中に含まれる PFCsの濃度として設定し

ている。 

３．結果 

３．１．最適な検液溶媒の検討 

 調査対象の PFCsは、炭素数が C4～C18と広範に及ぶた

め、オクタノール－水分配係数（logKow）（3.26～6.41）

や水溶解度（0.194～9500）等の化学的性質についても多

岐に亘っており 10）、溶媒に対する溶解度が物質によって

大きく異なる。一方、逆相クロマトグラフィーによる分

離では、グラジエント分析の場合、初期の移動相組成を

溶媒比率の低い条件とし、測定対象物質を分析カラムに

保持させた後、徐々に溶媒比率を上昇させ、溶出する手

法が一般的である。そのため、試料を初期移動相より溶

解性の高い溶媒に溶かして注入すると、カラム内で濃縮

されずに拡散してしまい、クロマトグラフの再現性に影

響するため、試料の検液溶媒は初期移動相に近い組成と

することが望ましいとされている 11）。そこで、最適な検

液溶媒の組成を検討するため、比較的高濃度、すなわち

装置感度に対し十分かつ容器吸着の影響を無視できる濃

度の試料を繰り返し測定し、再現性を確認した。 

 表－２に示した LC条件の初期移動相と同じ溶媒比率

（水：メタノール比率 90:10）とした時の各物質の面積

値の変動係数（CV%）を図－１に示す（n=５）。 

 調査の結果、炭素鎖が比較的短い物質については、５

回測定の面積値のばらつきは小さく、良好な再現性が確

認されたが、炭素鎖が長くなるほど、面積値の CV%が大

きくなる傾向が見られた。特に PFDoS（C12）、PFDoA

（C12）～PFODA（C18）及び 13C2-PFTeDA（C14）について

は、面積値の CV%が高い値を示しており、定量再現性に

影響する可能性が示唆された。この現象は、検液溶媒へ

の溶解度のばらつきが起因していると推察され、炭素鎖

の長い物質に対しては、溶媒比率を上げて溶解度を上げ

る必要があると考えた。そこで、検液溶媒のメタノール

比率を 20%、50%、70%、90%に上げて比較検討を行った

（n=３）。 

水：メタノール比率 80：20の面積値平均に対する各溶媒比率での面積値平均の比を図－２、水：メタノール

比率 10：90（すべての物質において 13%以上）を除く各比率での面積値の CV%を図－３に示す。 

 図－２から、PFBS（C4）、PFPeS（C5）、PFBA（C4）、PFPeA（C5）及びこれらに対応するサロゲート物質につい

ては、メタノール比率

を上げるほど面積値平

均は小さくなり、カラ

ムへの保持が弱まって

いると推察された。ま

た、PFBAについて

は、水：メタノール比

率が 80：20の場合に

おいてもピークのリー

ディングが確認され、

クロマトグラムの再現

性に悪影響を及ぼすと

リテンションギャップカラム
分析カラム

移動相

時間（分） Ａ（%） B（%）

0 10 90

0.5 10 90

12.0 98 2

13.8 98 2

14.0 10 90

19 10 90

オーブン温度
注入量
流速

イオン化法
Probe Voltage

Mode
Nebulizing gas flow

Drying gas flow
Heating gas flow

DL temp.
Heat Block Temp.
Interface Temp.

Acquity UPLC BEH C18 1.7μm　3.0×50mm（日本ウォーターズ㈱製）

ESI (-)

200℃

300℃
300℃

LC条件

MS条件

グラジエント条件

-0.3kV
MRM

2.5mL/min
5mL/min
15mL/min

Acquity PREMIER BEH C18 1.7μm　VanGuard FIT　3.0×50mm（日本ウォーターズ㈱製）

A : アセトニトリル　B：10mM酢酸アンモニウム

40℃
50μL

0.3mL/min

定量イオン CE (eV) 確認イオン CE (eV)

1 PFBS 299.1 99.1 28 80.1 31

2 PFPeS 349.1 99.0 34 80.1 36

3 PFHxS 399.1 99.1 39 80.1 44

4 PFHpS 449.1 99.1 39 80.1 48

5 PFOS 499.3 99.0 41 80.1 52

6 PFNS 549.3 99.1 49 80.1 52

7 PFDS 599.2 99.1 49 80.1 54

8 PFDoS 699.2 99.0 72 80.1 72

9 PFBA 213.2 169.3 9 - - 25

10 PFPeA 263.1 219.3 8 - - 26

11 PFHxA 313.2 269.3 8 119.2 21 27

12 PFHpA 363.1 319.2 9 119.2 20 28

13 PFOA 412.9 169.1 16 369.1 9 29

14 PFNA 463.1 419.2 12 219.1 15 30

15 PFDA 513.1 469.1 10 269.2 16 31

16 PFUdA 563.1 519.2 11 319.2 17 32

17 PFDoA 613.1 569.1 12 369.2 17

18 PFTrDA 663.2 619.2 12 419.2 18

19 PFTeDA 713.2 669.2 12 469.0 20

20 PFHxDA 813.2 769.1 40 569.3 26

21 PFODA 913.2 869.1 17 668.9 18

22 13
C3-PFBS 302.2 99.0 30 - -

23 13
C3-PFHxS 402.1 99.0 38 - -

24 13
C8-PFOS 507.1 99.1 46 - -

25 13
C4-PFBA 217.1 172.3 7 - -

26 13
C5-PFPeA 268.1 223.3 8 - -

27 13
C5-PFHxA 318.1 273.2 8 - -

28 13
C4-PFHpA 367.1 322.2 9 - -

29 13
C8-PFOA 421.1 376.2 10 - -

30 13
C9-PFNA 472.3 427.2 11 - -

31 13
C6-PFDA 519.3 474.1 10 - -

32 13
C7-PFUdA 570.2 525.2 12 - -

33 13
C2-PFDoA 615.2 570.1 12 - -

34 13
C2-PFTeDA 715.2 670.2 14 - -

22

23

24

33

34

-

MRM条件

No. 化合物名
プリカーサー

イオン
（m/z ）

プロダクトイオン（m/z） 対応する
サロゲート物質

No.

表－２ LC-MS/MS分析条件 
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図－１ 検液溶媒の水：メタノール比率を 90:10とした時の面積値の CV% 



考えられた。一方、これら以外の物質では、今回検討したメタノール比率の範囲では、メタノール比率を 50あ

るいは 70%とした時の面積値が最大となり、メタノール比率を 90%まで上げると面積値が低下する傾向を示し

た。また、図－３に示した面積値の CV%についても、水：メタノール比率を 50あるいは 70%とすると、20%の場

合よりも小さい傾向を示しており、溶解度のばらつきが小さくなっていると推察された。以上の結果から、C6以

上の PFCsに対する最適な検液溶媒の組成は、メタノール比率が 50～70%の間であると推定された。そこで、メタ

ノール比率 50～70%の範囲内でメタノール濃度を５％ずつ変化させて５回の繰り返し測定を行い、面積値、CV%及

びピーク形状の変化を確認した。これらの結果と実試料の測定への適用を想定した場合の手間（できる限り溶媒

比率の種類を少なくする）等を総合的に考慮した上で、各物質に対する最適な検液の水：メタノール比率を表－

３の通り決定し、測定対象物質により水：メタノール比率 90：10と 45：55の二種類の検液溶媒を使い分けるこ

ととした。 

３．２．添加回収試験 

表－２に示した分析条件において、３．１．の検討結果に基づき測定試料を調製した場合の各 PFCsの定量下限

値を調査し、精製水・浄水を対象に添加回収試験結果を行った。結果を表－４に示す。 

標準試料のクロマトグラムから、S/N比が 10となる濃度を算出して各物質の定量下限値を算出した結果、それぞ

れ１～10ng/Lであった。合算での暫定目標値（0.05μg/L）が設定された PFOSと PFOAの定量下限値は、暫定目標

値に対し、それぞれ 1/5及び 1/25であった。また、２．３．３．に示した検量点とサロゲート物質に対する調査

対象物質の面積比の関係を直線回帰し、検量線を作成した結果、すべての物質の検量線の決定係数は、表－４に

示した濃度範囲において 0.99以上であった。 

添加回収試験について、浄水試料では、無添加試料において定量下限値以上の濃度で検出された物質が存在し

たため、これらの物質については添加試料での定量値から無添加試料の定量値を差し引いて真度を算出した。調

査の結果、真度は、精製水試料では 81.1～121%、浄水試料では 83.4～127%であり、併行精度は、精製水試料で

は 4.8～18%、浄水試料では 3.9～16%と、それぞれ妥当性評価ガイドラインの目標値（真度 70～130%、併行精度

≦20%）12）を満たしていた。 

なお、本試験に使用した浄水試料から、PFBS、PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA及び PFOAが定量下限値以上の濃度

で検出された。これらの物質の検出濃度は、固相抽出－液体クロマトグラフ法にて分析した本市の実態調査結果

図－２ 検液溶媒の水：メタノール比率を変化させた時の面積値の変化 
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図－３ 検液溶媒の水：メタノール比率を変化させた時の面積値の CV% 
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水：メタノール=80：20 水：メタノール=50：50 水：メタノール=30：70

表－３ 各物質に対する検液の水：メタノール比率 

化合物名 PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFDoS

水：メタノール比率 90：10 90：10 90：10 45：55 45：55 45：55 45：55 45：55

化合物名 PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUdA PFDoA PFTrDA PFTeDA PFHxDA PFODA

水：メタノール比率 90：10 90：10 90：10 90：10 45：55 45：55 45：55 45：55 45：55 45：55 45：55 45：55 45：55

化合物名 13C3-PFBS
13C3-PFHxS

13C8-PFOS
13C4-PFBA

13C5-PFPeA
13C5-PFHxA

13C4-PFHpA
13C8-PFOA

13C9-PFNA
13C6-PFDA

13C7-PFUdA
13C2-PFDoA

13C2-PFTeDA

水：メタノール比率 90：10 90：10 45：55 90：10 90：10 90：10 90：10 45：55 45：55 45：55 45：55 45：55 45：55



８）及び既報 13）における

本市と同様にオゾン－粒

状活性炭処理を含む高度

浄水処理が施された浄水

からの検出濃度と同程度

であった。 

以上の結果から、本検

討結果から得られた分析

法は、水道水の PFCsのモ

ニタリングに適用可能で

あると考えられた。 

４．今後の課題 

１）測定感度の向上 

調査対象の 21物質

中、PFOSをはじめとす

る８物質の定量下限値

については、暫定目標

値の 1/10を上回った。

本市が行ってきた固相

抽出－液体クロマトグ

ラフ―質量分析法によ

る実態調査での検出濃

度レベルを考慮する

と、水道水源や水道水中の PFCsの存在実態をより的確に把握するためには、LC-MS/MS条件の最適化等によ

り、さらなる測定感度の向上が必要であると考えられた。 

２）吸着対策の手法検討 

  今回の検討において、水道原水についても添加回収試験を試みたが、特に長炭素鎖の物質では良好な結果が

得られなかった。その原因として、濁質除去工程（遠心操作）での容器への吸着が考えられたため、対策手段

を検討することが必要不可欠である。 

５．まとめ 

１）直接注入－液体クロマトグラフ―質量分析法による 21種の PFCsの分析法の試料調製工程における最適な検

液溶媒の組成を検討した結果、検液溶媒の水：メタノール比率を短炭素鎖 PFCsの測定では 90：10、中～長炭

素鎖の PFCsの測定では 45：55とすることにより、測定値のばらつきが改善された。 

２）各物質の定量下限値は１～10ng/Lであり、PFOS・PFOAの暫定目標値に対し、1/50～1/5 の値であった。検量

線の直線性については、調査対象の全ての PFCsについて、決定係数は 0.99以上であった。添加回収試験の結

果、精製水試料・浄水試料共に真度と併行精度は妥当性評価ガイドラインの目標値を満たしていた。 

３）今後の課題として、測定感度の向上と吸着対策の手法の検討が必要である。 
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表－４ 添加回収試験結果 

真度

（%）

併行精度

（%）

真度

（%）

併行精度

（%）

無添加試料

濃度（ng/L）

濃度範囲

（ng/L）

決定係数

R
２

PFBS 1 5 83.9 13 91.2 7.7 1.1 5-50 1.000

PFPeS 1 5 90.4 13 107 12 <1 5-50 0.999

PFHxS 1 5 81.1 12 99.1 3.7 <1 5-50 0.999

PFHpS 1 5 83.3 8.2 84.3 11 <1 5-50 0.997

PFOS 10 10 85.2 18 98.3 13 <10 10-100 0.992

PFNS 10 10 121 5.3 123 6.6 <10 10-100 0.991

PFDS 10 10 91.8 12 85.0 16 <10 10-100 0.997

PFDoS 10 10 115 5.7 110 9.2 <10 10-100 1.000

PFBA 3 5 97.0 3.3 89.7 4.0 5.0 5-50 0.999

PFPeA 1 5 94.0 7.4 96.1 4.2 3.3 5-50 0.998

PFHxA 2 5 103 4.8 93.1 3.9 5.2 5-50 0.998

PFHpA 3 5 106 7.2 89.1 4.6 4.0 5-50 0.998

PFOA 2 5 95.9 10 83.4 5.1 11 5-50 0.998

PFNA 4 5 103 9.5 113 7.7 <4 5-50 0.997

PFDA 10 10 115 6.2 127 8.0 <10 10-100 0.999

PFUdA 7 7 104 10 107 15 <7 7-50 1.000

PFDoA 4 5 101 9.0 85.5 9.8 <4 5-50 0.998

PFTrDA 5 5 98.7 12 96.6 12 <5 5-50 0.996

PFTeDA 5 5 102 9.4 103 8.1 <5 5-50 0.997

PFHxDA 10 10 111 9.9 96.6 10 <10 10-100 0.997

PFODA 10 10 107 6.9 113 10 <10 10-100 0.998

検量線

化合物名

定量

下限値

（ng/L）

添加濃度

（検量線

下限値）

（ng/L）

精製水試料 浄水試料



高分解能液体クロマトグラフ質量分析計を活用した 

未規制農薬類の浄水処理過程における挙動調査 
 

                          大阪市水道局 ○外山 義隆 中野 耕太    

                                                                 平林 達也 今中 壮一 

 

1.  はじめに  

 四重極型液体クロマトグラフ質量分析計（以下、LC/MS）は、主に水質検査等の定量分析に活用され、

質量分析計のスタンダード機として広く普及しており、高感度での定量分析が可能である。しかし、分解

能は高くなく、また、ガスクロマトグラフ質量分析計のようなライブラリも整備されていないことから、

定性分析に優れているとは言い難い。一方、高分解能液体クロマトグラフ質量分析計（以下、LC/HRMS）

は、高い分解能を有しており、近接した m/z のイオンを分離して、精密質量を取得することで組成式を推

定できることから、定性に優れた装置と言える。 

そこで、LC/HRMS の利点を活かし、網羅的に得られた情報をデータベースと照合することで、標準物質

を用いなくても試料中に含まれる物質の推定が可能となる手法であるスクリーニング分析を用いて、淀川

水系での存在実態が把握できていない微量有機物の調査を行った。 

その結果、本市柴島浄水場原水から、「対象農薬リスト掲載農薬類」及び「要検討農薬類」に該当せず、

これまで農薬類の測定対象としていない、「その他農薬類」のイマゾスルフロン、いずれの分類にも該当し

ないヘキサジノン及びメタゾスルフロンが検出された。これら農薬類の浄水処理過程における挙動につい

て知見がないことから、本稿では調査した結果を報告する。 

 

2.  調査方法 

2. 1  分析装置及び分析方法 

 液体クロマトグラフは、Vanquish Flex UHPLC（Thermo Fisher Scientific 製）、高分解能質量分析計は、Q 

Exactive Focus（Thermo Fisher Scientific 製）を使用した。分析については、水質事故発生時の活用も想定し

ていることから、迅速性を優先するため、濃縮は行わず前処理のみの直接注入によるスクリーニング分析

法の検討を行った。また、スクリーニングと同時に定量を行う検討も行った。 

2. 2  試薬 

精製水は超純水製造装置（Milli-Q Integral 10、Merck 製）で精製したものを使用した。メタノール（関東

化学製）及び酢酸アンモニウム（ジーエルサイエンス製）は LC/MS 用を使用し、チオ硫酸ナトリウム（関

東化学製）は特級を使用した。ヘキサジノン（Dr. Ehrenstorfer 製）、メタゾスルフロン（富士フィルム和光

純薬製）、イプフェンカルバゾン（富士フィルム和光純薬製）及びテフリルトリオン（富士フィルム和光純

薬製）、の標準品は残留農薬試験用を使用した。 

2. 3  試料の採取及び前処理 

 試料の採取には 15mL ポリプロピレン製遠沈管（サンプラテック製）を使用し、満水にして直ちに密栓

した。残留オゾン及び残留塩素が含まれる試料は、0.3w/v%チオ硫酸ナトリウム溶液を予め 50µL 加えたも

のに採取した。その後、採取した試料に 10%量のメタノールを加えて混合し、LC/MS 用スクリューバイア

ル（Waters 製）に分取した。濁質分を有する試料については、10%量のメタノールを加えて混合し、1.5mL

マイクロチューブ（Corning 製）に分取したものを、遠心分離（8000G、20分）し、上澄み 500µL をスクリ

ューバイアルに採ったものを分析に用いた。 

2. 4  本市の浄水処理フロー及び採水地点  

本市の浄水処理フローを図-

１に示す。淀川の表流水を原水

として取水し、急速砂ろ過池の

前後に２段のオゾン処理、後段

に粒状活性炭（以下、GAC）処

理を配置した高度浄水処理を採

用している。中オゾン接触池では、溶存オゾン濃度に基づくフィードバック制御を基本としているが、高

水温期は、オゾンの自己分解量が多く、溶存オゾン濃度制御が困難であることから、注入率制御

（0.7mg-O3/L）を行っている。後オゾン接触池においては、臭素酸生成抑制の観点から溶存オゾン濃度と

接触時間の積が 2.5mg-O3・min/L（CT2.5）となるよう、溶存オゾン濃度を設定し、溶存オゾン濃度に基づ

くフィードバック制御を行っている。 

採水地点については、本市柴島浄水場原水と、浄水処理過程は、凝集沈澱処理水、中オゾン処理水、急

速砂ろ過処理水、後オゾン処理水、GAC 処理水及び浄水とした。 

図-１ 本市高度浄水処理フロー 



2. 5  調査対象農薬 

 農薬類は、「対象農薬リスト掲載農薬類」が水

質管理目標設定項目の１つに区分されている。

さらに、「対象農薬リスト掲載農薬類」に該当し

ないが、検出状況等により、「要検討農薬類」、「そ

の他農薬類」、「除外農薬類」に分類される。本

調査で対象とした農薬類は、本市の測定対象に

含まれておらず、「その他農薬類」または何れの

分類にも該当しない農薬であるものの、近畿５

府県の出荷量が比較的多い表-１に示すものと

した。 

 

3.  結果及び考察 

3. 1  分析条件 

スクリーニング分析の条件を表-２に示す。測

定手法は、フルスキャンと Data Independent 

Acquisition（以下、DIA）を併行して測定するメ

ソッドを採用した。DIA は、イオン強度に関わ

らず、フルスキャンで設定した m/z の範囲にお

ける、検出可能な全成分に関するプリカーサイ

オン及びフラグメントイオンの精密質量スペク

トルを取得できる方法であり、データの取りこ

ぼしを最小限に抑えることができる特徴を持つ。

DIA でデータを取得しておくことにより、ター

ゲット若しくはノンターゲットのスクリーニン

グに対応したデータと同時に、定量データの取

得が可能となる。また、将来の新たなターゲッ

ト物質についても、再測定をすることなく、既

存の取得データを用いて解析することが可能と

なる。 

フラグメンテーションには Stepped Collision 

Energy モードを採用し、３パターンのコリジョ

ンエネルギーでフラグメント化することで、最

適なコリジョンエネルギーが不明な未知物質で

あっても、構造情報を取得することが可能とな

る。また、本装置は四重極型と同様、イオン化の正負極性切替が行えるため、正極（以下、pos）、負極（以

下、neg）の同時分析が可能である。しかし、表-２の条件で pos、neg の同時分析を行うと、スキャンポイ

ント数が減少したため、分解能を下げることで、スキャンポイント数を増加させることを検討したが、本

調査では pos、neg は別々に分析し、定性能を優先させることにした。 

一例として、テフリルトリオンを表-２の条件で分析し、データベース検索した結果を図-２に示す。プ

リカーサイオンは、理論 m/z460.1191 に対して m/z460.1185 で検出され、保持時間、同位体パターン及び

プロダクトイオンパターンについても高い一致度を示していることから、この 7.98分に検出されたピーク

はテフリルトリオンであることが推定される。このように、データベースの情報と照合することで、標準

物質を用いずに物質の検出及び推定が可能であることが示された。 

表-１ 調査対象農薬の近畿５府県出荷量（2019年度） 

図-２ データベース検索結果の一例 

農薬名 分子式 用途
近畿５府県出荷量

(t/year)

アミスルブロム C13H13BrFN5O4S2 殺菌剤 0.9

イソチアニル C11H5Cl2N3OS 殺菌剤 1.6

イマゾスルフロン C14H13ClN6O5S 除草剤 1.4

クロラントラニリプロール C18H14BrCl2N5O2 殺虫剤 0.8

ピリフルキナゾン C19H15F7N4O2 殺虫剤 0.7

フェノキサスルホン C14H17Cl2NO4S 除草剤 0.8

プロジアミン C13H17F3N4O4 除草剤 2.1

プロスルホカルブ C14H21NOS 除草剤 14.0

ヘキサジノン C12H20N4O2 除草剤 2.5

メタゾスルフロン C15H18ClN7O7S 除草剤 1.5

データベース名 化合物名 一致した結果の名前 分子式 アダクト 理論 m/z 実測 m/z 面積（測定値） RT (理論) RT (実測)

Original_Database Tefuryltrion Tefuryltrion＠RT7.98 C20H23ClO7S M+NH4 460.1191 460.1185 5682931.83 7.88 7.98

【LC条件】

A

B

C

Time[min] 0 3 13 16 16.01 20 20.01 30

A[%] 5 5 5 5 5 5 5 5

B[%] 2.5 2.5 92.5 92.5 95 95 2.5 2.5

C[%] 92.5 92.5 2.5 2.5 0 0 92.5 92.5

【MS条件】

LC Thermo Fisher Scientific 　Vanquish Flex UHPLC

Column Waters ACQUITY UPLC BEH C18 1.7µm 2.1×100mm

Mobile phase

100mM Ammonium Acetate

Methanol

H2O

Spray voltage positive/3500V 　negative/2500V

Flow rate 0.3mL/min

Injection vol. 50µL

Column temp. 40℃

Gradient

MS Thermo Fisher Scientific 　Q Exactive Focus

Ionization mode ESI

Capillary temp. 250℃

Aux gas heater temp. 300℃

Sheath gas 50arb

Aux gas 15arb

S-Lens level 50

【Full Scan】

Resolution 70000(FWHM)

Mass width m/z 70～1000

【DIA】

Resolution 17500(FWHM)

Isolation range m/z 70～250、250～550、550～1000

Stepped (N) CE 15、35、50 eV

表-２ 分析条件 



次に、表-２の条件で得たデータを定量解析した

結果の感度と妥当性を確認するため、液体クロマ

トグラフ-タンデム四重極型質量分析計（以下

LC/MS/MS）で定量した結果との比較を行った。柴

島浄水場原水で検出された農薬類、テフリルトリ

オン及びイプフェンカルバゾンの定量結果の比較

を表-３に示す。LC/MS/MS と比較すると感度は劣

るものの、スクリーニング分析と併行して簡易的

な定量は十分行えることを確認した。 

3. 2  柴島浄水場原水の分析結果 

3. 2. 1  スクリーニング分析結果 

 スクリーニング分析により得られたデ

ータから、表-１に示す農薬類についてデ

ータベース検索した結果、その他農薬類

に分類されるイマゾスルフロン、何れの

分類にも該当しない、ヘキサジノン及び

メタゾスルフロンと推定される農薬が検

出された（図-３）。イマゾスルフロンに

ついては、標準物質が入手できていない

ため、同定に至っていないが、ヘキサジ

ノン及びメタゾスルフロンについては、

標準品と照合した結果、同位体パターン、

フラグメントパターン及び保持時間が一

致していることを確認した。 

 ヘキサジノンの検出結果については、

降雨の影響と考えられる変動は認められ

たが、季節的な変化はみられなかった。

ヘキサジノンは、樹木等における雑草防

除剤として使用されており 1)、水稲用除草

剤と比べ季節による使用量の増減は小さ

いと考えられた。メタゾスルフロンは、

主に水稲用除草剤として使用されており
2)、検出状況については、５月中旬から６

月下旬にかけて高い面積値で推移した。

本農薬の使用時期は田植後であることか

ら 3)、検出結果に矛盾は無いと考えられた。

イマゾスルフロンと推定される物質は、

３月下旬から５月中旬にかけて検出され、

５月 19日以降は検出されなかった。本農

薬は主に水稲及び芝用除草剤として使用

されており、出芽前から生育初期の散布

が有効であることから 4)、検出結果に矛盾 

は無いと考えられた。 

3. 2. 2  定量分析結果 

 ヘキサジノンの一日摂取許容量（以下、ADI）は 0.049（mg/kg 体重/日）5)、メタゾスルフロンの ADI

については、0.027（mg/kg 体重/日）と設定されている 6)。これを厚生労働省水質基準逐次改正検討会で明

示されている算出方法 7)に基づき評価値を算出したところ、ヘキサジノンは 122.5µg/L、メタゾスルフロン

は 67.5µg/L であった。 

ヘキサジノン及びメタゾスルフロンの定量結果を図-４に示す。図-３に示した面積値による結果からも

示されたように、ヘキサジノンについては顕著な増減はみられず、最高値は 0.014µg/L であった。一方、

メタゾスルフロンは、田植えの時期である５月中旬から６月下旬に検出濃度は上昇し、本調査での最高値

は 0.058µg/L であった。この結果から、柴島浄水場原水で検出されたヘキサジノン及びメタゾスルフロン

の濃度は、最高値においても評価値と比較して低濃度であることが示された。 

3. 3  浄水処理過程における挙動 

次に、ヘキサジノン及びメタゾスルフロンの浄水処理過程における挙動を調べた。その結果を表-４及び

表-３ 定量比較 

LC/MS/MS LC/HRMS LC/MS/MS LC/HRMS

2021/5/6 0.00169 N.D 0.02307 0.025

5/13 0.00204 N.D 0.03546 0.041

5/19 0.00569 N.D 0.11707 0.109

5/27 0.00787 0.009 0.11903 0.130

6/2 0.01946 0.010 0.22497 0.162

6/9 0.01655 0.012 0.27078 0.289

6/16 0.01900 0.020 0.53615 0.631

6/23 0.00895 0.013 0.21673 0.264

6/30 0.00846 0.003 0.27494 0.289

イプフェンカルバゾン
（µg/L）

テフリルトリオン
（µg/L）採水日

図-３ 柴島浄水場原水の検出状況（面積値） 

図-４ 柴島浄水場原水の検出状況（定量値） 



表-５に示す。両農薬

とも原水と比較して

凝集沈澱池で一定除

去されている傾向が

みられ、中オゾン接

触池では顕著に濃度

が低下していること

から、両農薬ともオ

ゾン処理が有効であ

ることが示された。

ヘキサジノンは、トリアジン系農薬であり（図-

５）、トリアジン骨格はオゾンとの反応性は低い

とされるが 8)、トリアジン骨格に結合するジメチ

ルアミンはオゾンとの反応性があることから 8)、

オゾン処理により分解したと考えられた。メタゾ

スルフロンは、スルホニルウレア系農薬であり

（図-６）、スルホニルウレア骨格は構造上オゾン

との反応性は高くないと考えられるが、側鎖のピラゾール構造はオゾンとの反応性を有することから 9)、

オゾン処理によって分解したと考えられた。両農薬とも中オゾン処理で低減されていることから、急速砂

ろ過池以降は低濃度であり評価することが困難となるが、両農薬とも急速砂ろ過池での効果は期待できな

い挙動を示した。調査時期が高水温期であり、生物処理能は十分に機能していることを鑑みると、急速砂

ろ過池におけるヘキサジノン及びメタゾスルフロンの処理性は低いと考えられた。また、後オゾン接触池

においては、中オゾン接触池同様、両農薬とも減少しているが、日によっては残存が認められたことから、

条件によっては後オゾン接触池で完全に分解できない可能性があることが示唆された。GAC 処理水及び浄

水については、ヘキサジノンは GAC 処理水及び浄水で検出される日がみられた。メタゾスルフロンについ

ては、GAC 処理水での検出は認められなかったものの、浄水で検出される日がみられた。これらの結果か

ら、条件等によってヘキサジノン及びメタゾスルフロンは、浄水処理過程で完全に除去されず残存する可

能性があることが示唆された。本調査における浄水での最高検出濃度は、ヘキサジノンで 0.002µg/L、メタ

ゾスルフロンで 0.008µg/L であり、低濃度であることから 3. 2. 2 で示したとおり、健康影響等の問題は

ないと考えられた。 

イマゾスルフロンと推定される物質については、５月 19日以降検出されなかったことから、面積値によ

る処理性評価も行えなかった。 

  

4.  まとめ 

1) LC/HRMS を用いてスクリーニング分析及び定量分析が併行して行えることを確認した。 

2) 柴島浄水場原水をスクリーニング分析した結果、その他農薬類のイマゾスルフロンと推定される物質が

検出され、また、農薬類の何れの分類にも該当しないヘキサジノン及びメタゾスルフロンが検出された。 

3) ヘキサジノン及びメタゾスルフロンについて定量を行った結果、本調査における柴島浄水場原水の最高

値はヘキサジノンが 0.014µg/L、メタゾスルフロンが 0.058µg/L であった。 

4) 本市の浄水処理過程におけるヘキサジノン及びメタゾスルフロンの挙動を調査した結果、両農薬とも中

オゾン処理で低減されている傾向を確かめることができた。 
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原 水
凝集

沈澱池流出
中オゾン

接触池流出
急速

砂ろ過池流出
後オゾン

接触池流出
GAC流出 浄 水

平均値（µg/L） 0.0145 0.0132 0.0031 0.0043 0.0006 0.0000 0.0006

最高値（µg/L） 0.048 0.036 0.014 0.017 0.008 0.000 0.008

2021/6/23～9/13（n=13）

原 水
凝集

沈澱池流出
中オゾン

接触池流出
急速

砂ろ過池流出
後オゾン

接触池流出
GAC流出 浄 水

平均値（µg/L） 0.0035 0.0032 0.0007 0.0006 0.0002 0.0002 0.0002

最高値（µg/L） 0.014 0.009 0.004 0.003 0.001 0.001 0.002

2021/6/23～9/13（n=13）
表-４ 浄水処理におけるヘキサジノンの濃度変化 

表-５ 浄水処理におけるメタゾスルフロンの濃度変化 

図-６ メタゾスルフロン 図-５ ヘキサジノン 
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高分解能液体クロマトグラフ質量分析計を活用した 
淀川水系における農薬類の実態調査 

 大阪市水道局 ○中野耕太 外山義隆 平林達也 今中壮一 

１ はじめに 

 高分解能液体クロマトグラフ質量分析（以下、LC/HRMS）は、高い分解能を有し、精密質量を取得できることから、試料中に含まれる
微量有機物の定性分析に優れている。本市では、安全で良質な水道水を供給するために、水源から給水栓末端に至る総合的な水質管理を
行っているが、その精度をより高めるために将来の水源水質の動向を把握することは重要であることから、LC/HRMS の利点を活かし、
網羅的に得られた情報をデータベースと照合することで、試料中に含まれる物質の推定が可能となるスクリーニング分析を行い、現在把
握できていない淀川原水中に含まれる微量有機物の存在実態を調査した。 
今回は、淀川水系に存在している微量有機物として農薬類に着眼し、データベース検索を行った結果について報告する。 

 
 
2 調査条件 

2.1 標準試料 
 農薬標準品は、富士フィルム和光純薬工業製農薬混合標準液（WQ-1-2、2、3、4、6、9）および、農薬標準品原体としてアミトラズ、
オキシン銅、クロルニトロフェン(CNP)アミノ体、チオファネートメチル、クロラントラニリプロール、イプフェンカルバゾン、メタ
ゾスルフロン(富士フィルム和光純薬製)、2,2-DPA(ダラポン)(関東化学製)、メチル  N-(1H-ベンツイミダゾール-2-イル）カーバメート
(MBC)およびヘキサジノン(Dr. Ehrenstorfer製) を使用し、各 0.5 μg/L(フェンチオン(MPP)およびその代謝物、イプロジオンについては
1 μg/L)の 10％メタノール標準溶液を調製した。ただし、カルタップはネライストキシンとして、ベノミルはMBCとして測定した。 

 
2.2 測定方法及び分析条件 
 試料に 10%量のメタノールを加えて混合したもの
を供試水とし、表 1に示す条件で LC/HRMSにより
測定した。濁質分を含む試料については、試料に 10%
量のメタノールを加えて混合したものを 1.5 mL ポ
リプロピレン製遠沈管に入れ、8000×g で 20 分間遠
心分離して濁質を除去した。 
本調査における農薬類の検出可否は、以下の条件
をすべて満たした場合に「検出可能」と判断した。 

  
【標準試料】 
〇感度：0.5 μg/L標準試料のピーク面積値が 500,000
以上であること。 
〇保持：保持時間が 1分以上であること(カラムに保
持されていること)。 
〇妨害：ブランク試料（10%メタノール水溶液）測定
時に、同一保持時間にピークが存在しないこと。 
 
【未知試料】 
〇感度：ピーク面積値が 50,000以上であること。 
〇保持：標準試料との保持時間の差が±0.05 min 以
内であること。 
〇妨害：ブランク試料（10%メタノール水溶液）測定
時に同一保持時間にピークが存在しないこと。 
 
 
 

表1 装置及び分析条件 

【LC条件】

A

B

C

Time[min] 0 3 13 16 16.01 20 20.01 30

A[%] 5 5 5 5 5 5 5 5

B[%] 2.5 2.5 92.5 92.5 95 95 2.5 2.5

C[%] 92.5 92.5 2.5 2.5 0 0 92.5 92.5

【MS条件】

LC ThermoFisherScientific 　Vanquish Flex UHPLC

Column Waters ACQUITY UPLC BEH C18 1.7µm 2.1×100mm

Mobile phase

100mM Ammonium Acetate

Methanol

H2O

Spray voltage positive/3500V 　negative/2500V

Flow rate 0.3mL/min

Injection vol. 50µL

Column temp. 40℃

Gradient

MS ThermoFisherScientific 　Q Exactive Focus

Ionization mode ESI

Capillary temp. 250℃

Aux gas heater temp. 300℃

Sheath gas 50arb

Aux gas 15arb

S-Lens level 50

【Full Scan】

Resolution 70000(FWHM)

Mass width m/z 70～1000

【DIA】

Resolution 17500(FWHM)

Isolation range m/z 70～250,250～550,550～1000

Stepped (N) CE 15,35,50 eV



2.3 採水地点および頻度 
本調査における採水地点を図 1に示す。浄水場原水として、本
市の中で淀川の最下流に位置する柴島浄水場原水を令和 3年 4月
〜8月に月 4〜5回採水した(N=22)。また、本川試料は図 1の①〜
⑧の地点で 4 月および 7 月に採水した(N=2)。支川試料は❾〜⓭
の地点で、5月に採水した(N=1)。 

 
 
3 結果と考察 

3.1 標準試料による農薬類の検出試験 
 本市の水質検査計画で定める農薬試験の測定対象となってい
る成分が本分析条件で測定可能であるか確認するために、標準試
料を用いて検出試験を行った。附表に農薬混合標準試料の測定結
果を示す。農薬類（水質管理目標設定項目 15）の対象農薬リスト
に掲載されている農薬(以下、対象リスト農薬) については、測定
対象とした 100農薬 114化合物のうち、86の対象リスト
農薬が本手法で検出可能であることがわかった。ダラポ
ン、EPN、オキシン銅、カルタップ（ネライストキシン）、
キャプタン、クロルニトロフェン、シアノホス、ジクロ
ベニル、ジスルホトン、トリクロピル、トリフルラリン、
フェニトロチオンおよびプロシミドンはピークが未検
出、もしくは感度が不十分であったため、本手法では測
定不可とした。また、チウラムは同一保持時間に大きな
妨害ピークが認められ、アシュラムはほぼ保持されなか
ったことから、これらも測定不可と判断した。 
また、要検討農薬、除外農薬、その他農薬および前年
度の柴島原水スクリーニングによって検出されたヘキサ
ジノン、メタゾスルフロンおよびクロラントラニリプロ
ールについても同様に標準試料を測定した結果、イプロ
ジオン、ペントキサゾン、クロルピリホスメチル、メタ
ミドホス、クロロネブ、トルクロホスメチル、ビフェノ
ックスを除く 82種類が検出可能であった。 
 以上より、本分析条件では、標準試料で測定対象とし
た 188 種類のうち、170 種類の農薬が検出可能であると
判断した。 
  
3.2 淀川水系におけるスクリーニング分析 
3.2.1 柴島浄水場原水 
 表 2 に測定月ごとの農薬の検出回数を示すが、4 ⽉〜8 月
にかけて 56の農薬が検出された。オリサストロビン、ジウロ
ン (DCMU)、シメトリン、ダイムロン、テフリルトリオン、
ピロキロン、ブロモブチド、およびベノミル(MBC)が調査期
間を通して頻繁に検出された一方で、時期により検出頻度が
異なる農薬もあった。たとえば、フェノキシ酸系除草剤であ
る 2,4-D(2,4-PA)やメコプロップ(MCPP)、トリアジン系除草剤
のアトラジンは主に 4月に検出された。また、メトミノスト
ロビン、フェリムゾンなどの殺菌剤や、エトフェンプロック
スを除く殺虫剤は 6 月以降に頻繁に検出される傾向があっ
た。 
 全体を通して稲に適用がある農薬が多く検出されており、
特に田植えが始まる 5~6月にかけて水稲用の除草剤の検出数
が増え、7〜8月にかけては水稲用の殺虫剤、殺菌剤の検出数
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図1 淀川本川、支川における実態調査地点 

番号 農薬名 用途 15年 16年 17年 18年 19年 合計
8 アトラジン 除草剤 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 2.3

15 イソプロチオラン(IPT) 殺菌剤 3.6 4.8 4.6 3.7 4.2 20.8
24 オリサストロビン 殺菌剤 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.5
41 ジウロン(DCMU) 除草剤 8.2 7.8 7.4 6.2 10.1 39.7
50 ジメタメトリン 除草剤 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 2.9
52 シメトリン 除草剤 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.8
54 ダイムロン 除草剤 6.5 8.9 10.1 9.7 13.2 48.4
61 テフリルトリオン 除草剤 4.7 4.3 6.2 9.9 9.2 34.2
65 トリシクラゾール 殺菌剤 2.4 2.0 2.1 1.6 1.8 10.1
70 ピラクロニル 除草剤 8.7 8.1 8.0 5.3 8.9 39.1
75 ピロキロン 殺菌剤 13.8 13.6 14.4 12.9 7.4 62.1
94 ブロモブチド 除草剤 36.9 39.4 35.1 20.6 28.9 160.9
95 ベノミル 殺菌剤 2.5 2.2 2.1 2.3 1.9 11.0
99 ベンタゾン 除草剤 21.4 21.1 22.4 21.8 27.7 114.4
110 メトミノストロビン 殺菌剤 2.5 3.0 3.2 1.5 1.4 11.6
112 メフェナセット 除草剤 10.4 7.2 5.7 4.2 2.9 30.4
要 ブロマシル 除草剤 5.8 6.1 6.2 6.8 7.2 32.1
要 メトラクロール 除草剤 1.9 1.9 3.0 3.4 3.2 13.3
他 クロチアニジン 殺虫剤 3.9 4.0 3.8 3.8 3.9 19.4
他 ジノテフラン 殺虫剤 7.5 7.1 7.3 6.9 6.8 35.6
除 アゾキシストロビン 殺菌剤 1.3 1.7 1.7 1.9 3.4 9.9
除 フルトラニル 殺菌剤 1.2 0.8 0.6 0.6 1.1 4.2
検 ヘキサジノン 除草剤 0.0 0.1 0.2 1.1 2.5 4.8

表3 頻繫に検出された農薬の淀川⽔系における出荷量(t) 

表2 柴島原水における農薬の検出回数 

番号/種別について、対象リスト農薬については通知番号を⽰し、それ以外の農薬につい
ては、要検討農薬︓要、その他農薬︓他、除外農薬︓除とした。ヘキサジノンおよびメタ
ゾスルフロンについては、リストへの掲載がないが、前年度のスクリーニング分析により
柴島原⽔に存在する可能性が⽰唆された農薬である。 
測定月ごとの検出結果について、数字は検出回数を示す。調査回数は4、5、7月が4
回、6、8月が5回である。 

番号 農薬名 用途 4月 5月 6月 7月 8月 合計 種別 農薬名 用途 4月 5月 6月 7月 8月 合計

3 2,4-D (2,4-PA) 除草剤 4 0 1 0 0 5 要 アセタミプリド 殺虫剤 0 0 0 0 1 1

8 アトラジン 除草剤 4 3 5 0 1 13 要 イミダクロプリド 殺虫剤 0 1 0 0 1 2

15 イソプロチオラン(IPT) 殺菌剤 2 3 5 4 4 18 要 イプフェンカルバゾン 除草剤 0 0 5 3 0 8

20 エトフェンプロックス 殺虫剤 1 1 0 0 0 2 要 エチプロール 殺虫剤 0 0 0 0 4 4
24 オリサストロビン 殺菌剤 4 4 5 4 5 22 要 テブコナゾール 殺菌剤 2 0 0 0 4 6

26 カフェンストロール 除草剤 0 0 4 0 0 4 要 ブロマシル 除草剤 3 4 5 4 5 21

39 シアナジン 除草剤 0 3 4 0 2 9 要 メトラクロール 除草剤 4 3 5 2 0 14

41 ジウロン(DCMU) 除草剤 4 4 5 4 5 22 他 クロチアニジン 殺虫剤 4 4 2 0 3 13
50 ジメタメトリン 除草剤 0 2 5 4 5 16 他 クロマフェノジド 殺虫剤 0 0 0 0 1 1

52 シメトリン 除草剤 4 4 5 4 5 22 他 ジノテフラン 殺虫剤 4 4 5 3 5 21

53 ダイアジノン 殺虫剤 0 0 0 0 1 1 他 ジメピペレート 除草剤 0 0 3 0 0 3

54 ダイムロン 除草剤 4 4 5 4 5 22 他 シラフルオフェン 殺虫剤 2 0 1 1 0 4

59 チオファネートメチル 殺菌剤 0 0 0 0 2 2 他 チアメトキサム 殺虫剤 0 0 0 0 1 1
61 テフリルトリオン 除草剤 4 4 5 4 5 22 他 ピメトロジン 殺虫剤 0 0 0 1 0 1

65 トリシクラゾール 殺菌剤 3 2 0 1 5 11 他 ピリミノバックメチル 除草剤 0 2 5 1 0 8

70 ピラクロニル 除草剤 1 3 5 4 4 17 他 フラメトピル 殺菌剤 0 0 0 0 4 4

75 ピロキロン 殺菌剤 4 4 5 4 5 22 他 モノクロトホス 殺虫剤 0 0 3 0 1 4
78 フェノブカルブ(BPMC) 殺虫剤 0 0 0 1 5 6 除 アゾキシストロビン 殺菌剤 3 3 5 4 4 19

79 フェリムゾン 殺菌剤 0 0 0 0 4 4 除 シデュロン 除草剤 0 3 1 0 1 5

86 ブプロフェジン 殺虫剤 0 0 3 0 0 3 除 ハロスルフロンメチル 除草剤 1 0 0 0 0 1

91 プロピコナゾール 殺菌剤 2 0 0 0 1 3 除 フルトラニル 殺菌剤 0 0 3 4 4 11
92 プロピザミド 除草剤 1 0 0 0 0 1 除 ベンスルフロンメチル 除草剤 0 2 3 0 0 5

94 ブロモブチド 除草剤 4 4 5 4 4 21 検 ヘキサジノン 除草剤 3 2 5 4 2 16

95 ベノミル 殺菌剤 4 4 5 4 4 21 検 メタゾスルフロン 除草剤 1 3 0 0 0 4

96 ペンシクロン 殺菌剤 3 1 1 0 2 7

99 ベンタゾン 除草剤 2 4 5 4 5 20
100 ペンディメタリン 除草剤 0 0 0 4 1 5

105 マラチオン(マラソン) 殺虫剤 0 0 1 0 1 2

106 メコプロップ(MCPP) 除草剤 4 3 0 0 0 7

110 メトミノストロビン 殺菌剤 1 0 3 4 5 13
112 メフェナセット 除草剤 0 2 5 4 1 12

113 メプロニル 殺菌剤 1 0 2 4 2 9



が増えていたことから、柴島浄水場原水は水稲用農薬の
影響を大きく受けていることが考えられた。 

10回以上検出された農薬について、2015〜19農薬年度
の淀川水系における出荷量を表 3 に示した。なお、出荷
量データは、淀川水系 5府県（大阪、奈良、京都、滋賀、
三重）の合計量となっている。 
過去 5 年間で 10  t 以上出荷されているものが多く、特
に⻑期にわたって頻繁に検出されているジウロン、ダイ
ムロン、ブロモブチドおよびベンタゾンは 2019年度には
10 t以上の出荷実績があったことから、主には現在も多く
使われている農薬が検出されたと考えられる。一方で、オ
リサストロビンは出荷量が少なく、2018，19 年には出荷
実績が確認されなかったにも関わらず、すべての測定で
検出された。期間を通してピーク面積値の変動が小さい
ことと、水中光分解性が短い(0.8 日（東京春季太陽光換算
1.7 日）（pH7 滅菌自然水、25℃、152W/m2、290-800nm）)
ことから、土壌中に残留したものが徐々に放出されてい
る可能性が考えられた。 

 
3.2.2 淀川本川調査 
 表 4に淀川本川のスクリーニング結果を示す。4月は 29
種類、7 月は 28 種類の農薬が検出された。時期による検
出傾向については 3.2.1に示した柴島原水のスクリーニン
グ結果と概ね一致した。 
 下流部の枚方大橋、鳥飼大橋では概ね同様の農薬が検
出されている一方で、上流部では違いがみられた。桂川で
は全体的に検出数が少なく、特に水稲用農薬が少ない傾
向にあった。また、瀬田川では殺菌剤や殺虫剤の検出数が
比較的少なかった。 

   
 3.2.3 淀川支川調査 
 5 月に行った淀川支川のスクリーニング結果を表 5 に
示す。33種類の農薬が検出された。全体として、穂谷川、
⿊⽥川、天野川および芥川では柴島浄水場原水と同様の
傾向を示した。一方で、安居川は他の支川と比較すると検
出される農薬が異なり、アミトラズやキノクラミン
(ACN)、アセフェートなどが検出された。 

 
 
4 まとめ 

 本調査により、以下に示す知見を得ることができた。 
1) LC/HRMSを用いて、現在測定している農薬の混合標準液を測定した結果、188種類中 170種類の農薬を検出することがで

きた。 
2) 4月~ 8月の柴島原水に含まれる農薬のスクリーニング分析を行った結果、60種類の農薬が検出された。時期ごとに検出頻

度が異なる農薬が存在し、①常時頻繁に検出される農薬、②5月以前に検出される農薬、③6月以降に検出される農薬に大
別された。 

3) 淀川本川および支川の農薬のスクリーニング分析を行った結果、35種類の農薬が検出された。本川では上流三川（木津川、
宇治川、桂川）間で検出される農薬の傾向に差がみられた。支川では安居川で検出される農薬が柴島浄水場原水と異なる
傾向にあった。 

 
  今後、より高度な水源水質監視を行うために、継続した実態調査と行うとともに、製造メーカーが cloud上に提供している
データベースを活用し、スクリーニング対象物質を拡大させる予定としている。 

表4 淀川本川調査における農薬類スクリーニング結果 

検出された農薬を〇印で示している。 

番号 農薬名 用途 穂谷川 ⿊⽥川 天野川 安居川 芥川
5 MCPA 除草剤 〇
7 アセフェート 殺虫剤 〇 〇
8 アトラジン 除草剤 〇 〇
10 アミトラズ 殺虫剤 〇 〇
30 キノクラミン(ACN) 殺菌剤 〇
32 クミルロン 除草剤 〇
41 ジウロン(DCMU) 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇
52 シメトリン 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇
54 ダイムロン 除草剤 〇 〇 〇
61 テフリルトリオン 除草剤 〇 〇 〇 〇
65 トリシクラゾール 殺菌剤 〇 〇 〇 〇
70 ピラクロニル 除草剤 〇 〇
75 ピロキロン 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇
94 ブロモブチド 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇
95 ベノミル 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇
96 ペンシクロン 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇
99 ベンタゾン 除草剤 〇 〇 〇 〇
106メコプロップ(MCPP) 除草剤 〇 〇 〇 〇
要 イプフェンカルバゾン 除草剤 〇
要 テブコナゾール 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇
要 ブロマシル 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇
要 メトラクロール 除草剤 〇
他 クロチアニジン 殺虫剤 〇 〇 〇 〇 〇
他 ジノテフラン 殺虫剤 〇 〇 〇 〇 〇
他 ピメトロジン 殺虫剤 〇 〇
他 フルアジホップ 除草剤 〇 〇
除 アゾキシストロビン 殺菌剤 〇 〇 〇
除 シデュロン 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇
除 ハロスルフロンメチル 除草剤 〇 〇 〇 〇
除 フラザスルフロン 除草剤 〇 〇
除 フルトラニル 殺菌剤 〇 〇
検 クロラントラニリプロール 殺虫剤 〇 〇
検 ヘキサジノン 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇

表5 支川調査における農薬類スクリーニング結果 

検出された農薬を〇印で示している。 

瀬田川 木津川 宇治川 桂川
枚方
左岸

枚方
右岸

鳥飼
左岸

鳥飼
右岸

瀬田川 木津川 宇治川 桂川
枚方
左岸

枚方
右岸

鳥飼
左岸

鳥飼
右岸

8 アトラジン 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
15 イソプロチオラン(IPT) 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
20 エトフェンプロックス 〇
24 オリサストロビン 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
41 ジウロン(DCMU) 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
52 シメトリン 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
54 ダイムロン 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
61 テフリルトリオン 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
65 トリシクラゾール 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇
70 ピラクロニル 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
75 ピロキロン 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
78 フェノブカルブ(BPMC) 殺虫剤 〇 〇 〇 〇
79 フェリムゾン 殺菌剤 〇
92 プロピザミド 除草剤 〇 〇 〇 〇
94 ブロモブチド 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
95 ベノミル 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
99 ベンタゾン 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
100 ペンディメタリン 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
106 メコプロップ(MCPP) 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
110 メトミノストロビン 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
112 メフェナセット 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
113 メプロニル 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
要 イプフェンカルバゾン 除草剤 〇
要 エチプロール 殺虫剤 〇 〇 〇
要 ブロマシル 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
要 メトラクロール 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
他 クロチアニジン 殺虫剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
他 ジノテフラン 殺虫剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
他 シラフルオフェン 殺虫剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
他 ピリミノバックメチル 除草剤 〇 〇 〇
他 アゾキシストロビン 殺菌剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
他 ハロスルフロンメチル 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇
検 ヘキサジノン 除草剤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
検 メタゾスルフロン 除草剤 〇 〇

番号/
種別

農薬名 用途
4月 7月



附表 標準試料の測定結果および検出可否 

対象リスト農薬については通知番号を示し、それ以外の農薬については、要検討農薬︓要、その他農薬︓他、除外農薬︓除とした。クロラントラニリプロール、ヘキサジノン、
メタゾスルフロンについては、リストへの掲載がないが、前年度のスクリーニング分析により柴島原水で検出されている可能性が示唆された農薬である。 
検出可否の判定項目については2.2に示す条件によってその適否を判定し、適合したものを〇、不適合であったものを×とした。 

感度 保持 妨害 総合 感度 保持 妨害 総合
2 2,2-DPA(ダラポン) + 140.95156 1.71 0.03 × 〇 〇 × 104 ホスチアゼート + 284.05385 13.09 12.06 〇 〇 〇 〇
3 2,4-D (2,4-PA) - 218.96212 11.43 0.51 〇 〇 〇 〇 マラチオン(マラソン) + 331.04334 14.42 7.86 〇 〇 〇 〇
4 EPN + 324.04539 × - - × マラオキソン + 315.06619 12.58 12.34 〇 〇 〇 〇
5 MCPA - 199.01675 11.46 1.14 〇 〇 〇 〇 106 メコプロップ(MCPP) - 213.03240 12.32 1.49 〇 〇 〇 〇
6 アシュラム + 231.04340 0.81 1.25 〇 × 〇 × 107 メソミル + 163.05357 8.40 0.82 〇 〇 〇 〇
7 アセフェート + 184.01918 3.31 1.12 〇 〇 〇 〇 108 メタラキシル + 280.15433 13.55 15.91 〇 〇 〇 〇
8 アトラジン + 216.10105 13.32 12.06 〇 〇 〇 〇 109 メチダチオン(DMTP) + 145.00662 13.67 1.29 〇 〇 〇 〇
9 アニロホス + 368.03053 15.29 14.62 〇 〇 〇 〇 110 メトミノストロビン + 285.12337 13.73 16.75 〇 〇 〇 〇
アミトラズ + 294.19647 16.91 12.27 〇 〇 〇 111 メトリブジン + 215.09611 12.24 9.39 〇 〇 〇 〇
アミトラズ代謝物 + 163.12298 9.90 9.30 〇 〇 〇 112 メフェナセット + 299.08487 14.59 15.29 〇 〇 〇 〇

11 アラクロール + 270.12553 14.90 2.63 〇 〇 〇 〇 113 メプロニル + 270.14886 14.44 16.04 〇 〇 〇 〇
イソキサチオン + 314.06104 15.47 12.73 〇 〇 〇 114 モリネート + 188.11036 14.55 1.80 〇 〇 〇 〇
イソキサチオンオキソン + 298.08389 14.24 18.89 〇 〇 〇 要 アセタミプリド + 223.07450 10.44 7.76 〇 〇 〇 〇
イソフェンホス + 346.12364 15.52 1.27 〇 〇 〇 要 イミダクロプリド + 256.05958 9.83 2.27 〇 〇 〇 〇
イソフェンホスオキソン + 330.14649 14.67 8.22 〇 〇 〇 要 イプフェンカルバゾン + 427.05346 15.26 5.47 〇 〇 〇 〇

14 イソプロカルブ(MIPC) + 194.11756 13.35 4.73 〇 〇 〇 〇 要 イプロジオン + 330.04067 14.16 0.23 × 〇 〇 ×
15 イソプロチオラン(IPT) + 291.07193 14.42 11.83 〇 〇 〇 〇 要 エチプロール + 396.9899 14.27 3.17 〇 〇 〇 〇
16 イプロベンホス(IBP) + 289.10218 15.16 6.05 〇 〇 〇 〇 要 テブコナゾール + 308.15242 15.29 4.57 〇 〇 〇 〇
18 インダノファン + 341.09390 14.85 3.64 〇 〇 〇 〇 要 ピラクロホス + 361.0537 15.50 8.91 〇 〇 〇 〇
19 エスプロカルブ + 266.15731 16.14 10.59 〇 〇 〇 〇 要 フルスルファミド - 412.93829 14.74 14.09 〇 〇 〇 〇
20 エトフェンプロックス + 394.23767 17.55 10.16 〇 〇 〇 〇 要 ブロマシル + 261.02332 12.32 2.45 〇 〇 〇 〇
22 オキサジクロメホン + 376.08656 16.01 10.60 〇 〇 〇 〇 要 ペントキサゾン + 354.09029 × - - ×
23 オキシン銅 + 352.02676 × - - × 要 ホサロン + 299.06140 15.52 5.32 〇 〇 〇 〇

オリサストロビン + 392.19285 14.45 10.00 〇 〇 〇 〇 要 メトラクロール + 284.14118 14.96 10.11 〇 〇 〇 〇
(5Z)-オリサストロビン + 392.19285 14.70 10.29 〇 〇 〇 〇 他 アシベンゾラル-S-メチル + 210.99943 14.10 0.90 〇 〇 〇 〇

25 カズサホス + 271.09498 15.72 7.75 〇 〇 〇 〇 他 アメトリン + 228.12774 14.13 20.96 〇 〇 〇 〇
26 カフェンストロール + 351.14854 14.60 7.73 〇 〇 〇 〇 他 イナベンフィド + 339.08948 14.17 7.42 〇 〇 〇 〇
27 カルタップ（ネライストキシン） + 150.04057 9.00 0.25 × 〇 〇 × 他 ウニコナゾールP + 292.12112 15.03 5.17 〇 〇 〇 〇
28 カルバリル(NAC) + 145.06479 12.76 5.88 〇 〇 〇 〇 他 エトキシスルフロン + 399.0969 12.27 5.55 〇 〇 〇 〇
29 カルボフラン + 222.11247 12.47 11.28 〇 〇 〇 〇 他 エトベンザニド + 340.05018 15.30 6.29 〇 〇 〇 〇
30 キノクラミン(ACN) + 208.01598 11.93 2.90 〇 〇 〇 〇 他 オキサジアルギル + 358.07197 15.48 2.34 〇 〇 〇 〇
31 キャプタン + 299.94141 × - - × 他 オキサミル + 237.10159 8.29 1.22 〇 〇 〇 〇
32 クミルロン + 303.12587 14.58 11.24 〇 〇 〇 〇 他 キザロホップエチル + 373.09496 15.99 11.03 〇 〇 〇 〇
35 クロメプロップ + 324.05526 16.13 6.24 〇 〇 〇 〇 他 クロチアニジン + 250.016 9.81 1.85 〇 〇 〇 〇

クロルニトロフェン(CNP) + 317.94860 × - - 他 クロマフェノジド + 395.23292 14.70 6.89 〇 〇 〇 〇
CNPアミノ体 + 287.97442 × - - 他 クロルピリホスメチル + 321.90226 15.71 0.34 × 〇 〇 ×

37 クロルピリホス + 349.93356 16.39 1.81 〇 〇 〇 〇 他 ジクロフェンチオン（ＥＣＰ） + 314.97728 15.99 11.36 〇 〇 〇 〇
39 シアナジン + 241.09630 12.05 5.32 〇 〇 〇 〇 他 ジクロメジン + 255.00864 15.01 2.10 〇 〇 〇 〇
40 シアノホス(CYAP) ｰ 244.01918 × - - × 他 ジクロルプロップ - 232.97777 12.37 0.67 〇 〇 〇 〇
41 ジウロン(DCMU) + 233.02429 13.53 8.20 〇 〇 〇 〇 他 シノスルフロン + 414.1078 10.33 3.88 〇 〇 〇 〇
42 ジクロベニル(DBN) + 171.97153 × - - × 他 ジノテフラン + 203.11387 6.67 2.10 〇 〇 〇 〇
43 ジクロルボス(DDVP) + 220.95318 12.30 1.31 〇 〇 〇 〇 他 ジフェノコナゾール + 406.07197 15.69 6.25 〇 〇 〇 〇
45 ジスルホトン(エチルチオメトン) + 275.03576 15.61 0.09 × 〇 〇 × 他 ジフルベンズロン + 311.03934 15.01 3.07 〇 〇 〇 〇
47 ジチオピル + 402.06154 15.85 2.95 〇 〇 〇 〇 他 シプロコナゾール + 292.12112 15.03 9.01 〇 〇 〇 〇
49 シマジン(CAT) + 202.08540 12.33 10.41 〇 〇 〇 〇 他 シプロジニル + 226.13387 15.29 15.79 〇 〇 〇 〇
50 ジメタメトリン + 256.15904 15.20 28.13 〇 〇 〇 〇 他 シペルメトリン + 433.10802 16.80 1.64 〇 〇 〇 〇
51 ジメトエート + 230.00690 10.21 6.71 〇 〇 〇 〇 他 シメコナゾール + 294.14324 12.30 1.31 〇 〇 〇 〇
52 シメトリン + 214.11209 13.32 21.09 〇 〇 〇 〇 他 ジメチルビンホス（E） + 330.94550 14.93 2.16 〇 〇 〇 〇

ダイアジノン + 305.10833 15.36 6.92 〇 〇 〇 他 ジメチルビンホス（Z） + 330.94550 14.65 2.88 〇 〇 〇 〇
ダイアジノンオキソン + 289.13117 13.87 19.24 〇 〇 〇 他 ジメピペレート + 264.14166 15.81 1.92 〇 〇 〇 〇

54 ダイムロン + 269.16484 14.68 19.11 〇 〇 〇 〇 他 シラフルオフェン + 426.22591 18.62 1.65 〇 〇 〇 〇
56 チアジニル - 267.02386 14.61 15.54 〇 〇 〇 〇 他 シンメチリン + 292.22711 16.21 2.07 〇 〇 〇 〇
57 チウラム + 240.99561 12.05 3.15 〇 〇 × × 他 チアクロプリド + 253.03092 11.01 6.24 〇 〇 〇 〇
58 チオジカルブ + 355.05629 12.97 6.79 〇 〇 〇 〇 他 チアメトキサム + 292.02656 8.84 2.56 〇 〇 〇 〇
59 チオファネートメチル + 343.05292 12.33 4.54 〇 〇 〇 〇 他 チフルザミド - 526.84937 14.94 0.78 〇 〇 〇 〇
60 チオベンカルブ + 258.07139 15.62 4.52 〇 〇 〇 〇 他 テトラクロルビンホス（ＣＶＭＰ） + 364.90653 15.14 3.96 〇 〇 〇 〇
61 テフリルトリオン + 460.11913 10.72 4.30 〇 〇 〇 〇 他 テトラコナゾール + 372.02881 14.85 5.99 〇 〇 〇 〇
62 テルブカルブ(MBPMC) + 278.21146 15.79 4.72 〇 〇 〇 〇 他 テブフェノジド + 353.22235 15.07 4.82 〇 〇 〇 〇
63 トリクロピル + 253.91840 × - - × 他 トリネキサパックエチル + 253.10705 9.85 4.15 〇 〇 〇 〇
64 トリクロルホン(DEP) + 256.92985 10.15 2.05 〇 〇 〇 〇 他 トリフルミゾール + 346.09285 15.92 13.92 〇 〇 〇 〇
65 トリシクラゾール + 190.04334 11.29 13.78 〇 〇 〇 〇 他 トルフェンピラド + 384.14733 16.19 8.90 〇 〇 〇 〇
66 トリフルラリン + 336.11657 × - - × 他 ナプロアニリド + 292.13321 15.01 10.57 〇 〇 〇 〇
67 ナプロパミド + 272.16451 14.86 21.99 〇 〇 〇 〇 他 ニテンピラム + 271.09563 8.23 3.32 〇 〇 〇 〇
69 ピペロホス + 354.13210 15.75 13.26 〇 〇 〇 〇 他 パクロブトラゾール + 294.13677 14.40 8.58 〇 〇 〇 〇
70 ピラクロニル + 315.11195 13.23 10.32 〇 〇 〇 〇 他 ピメトロジン + 218.10364 9.02 6.01 〇 〇 〇 〇
71 ピラゾキシフェン + 403.06107 15.30 7.53 〇 〇 〇 〇 他 ピラゾスルフロンエチル + 415.10304 11.42 3.25 〇 〇 〇 〇
72 ピラゾリネート(ピラゾレート) + 439.02806 15.58 6.38 〇 〇 〇 〇 他 ピリミノバックメチル（E） + 362.13466 13.93 8.88 〇 〇 〇 〇
73 ピリダフェンチオン + 341.07194 14.58 12.74 〇 〇 〇 〇 他 ピリミノバックメチル（Z） + 362.13466 14.32 9.01 〇 〇 〇 〇
74 ピリブチカルブ + 331.14748 16.30 19.72 〇 〇 〇 〇 他 ピリミホスメチル + 306.10358 15.56 8.31 〇 〇 〇 〇
75 ピロキロン + 174.09134 12.16 10.99 〇 〇 〇 〇 他 フェノキサニル + 329.08181 15.10 6.31 〇 〇 〇 〇
76 フィプロニル - 435.93925 15.05 12.23 〇 〇 〇 〇 他 フラメトピル + 334.13168 13.36 5.66 〇 〇 〇 〇

フェニトロチオン(MEP) + 278.02466 × - - 他 フルアジホップ + 328.07912 12.86 2.68 〇 〇 〇 〇
フェニトロチオンオキソン + 262.07450 12.59 9.52 〇 〇 〇 他 プロパニル（ＤＣＰＡ） + 218.0134 14.15 0.80 〇 〇 〇 〇

78 フェノブカルブ(BPMC) + 208.13321 14.08 6.43 〇 〇 〇 〇 他 プロパホス + 305.09709 15.26 18.20 〇 〇 〇 〇
79 フェリムゾン + 255.16042 14.29 25.20 〇 〇 〇 〇 他 プロポキスル（ＰＨＣ） + 210.11247 12.37 3.99 〇 〇 〇 〇

フェンチオン(MPP) + 279.02730 15.28 3.33 〇 〇 〇 他 プロメトリン + 242.14339 14.79 22.79 〇 〇 〇 〇
MPPオキソン + 263.05014 13.87 34.11 〇 〇 〇 他 ペルメトリン(cis) + 408.11278 17.48 1.39 〇 〇 〇 〇
MPPオキソンスルホン + 295.03997 10.86 14.65 〇 〇 〇 他 ペルメトリン(trans) + 408.11278 17.23 0.68 〇 〇 〇 〇
MPPオキソンスルホキシド + 279.04506 10.65 25.43 〇 〇 〇 他 ベンダイオカルブ + 224.09173 12.44 4.49 〇 〇 〇 〇
MPPスルホン + 311.01713 12.94 14.75 〇 〇 〇 他 ホキシム + 299.06138 15.45 6.16 〇 〇 〇 〇
MPPスルホキシド + 295.02221 12.72 29.18 〇 〇 〇 他 ボスカリド + 343.03994 14.32 3.94 〇 〇 〇 〇

81 フェントエート(PAP) + 321.03786 15.15 7.26 〇 〇 〇 〇 他 メタミドホス + 142.00861 2.08 2.87 〇 〇 〇 〇
82 フェントラザミド + 350.13783 15.28 1.92 〇 〇 〇 〇 他 モノクロトホス + 224.06824 9.28 6.24 〇 〇 〇 〇
84 ブタクロール + 312.17248 16.27 3.81 〇 〇 〇 〇 他 リニュロン + 249.01921 14.09 5.04 〇 〇 〇 〇

ブタミホス + 333.10324 15.50 10.03 〇 〇 〇 除 アゾキシストロビン + 404.12410 14.06 16.07 〇 〇 〇 〇
ブタミホスオキソン + 317.12608 14.55 19.01 〇 〇 〇 除 エディフェンホス（エジフェンホス、ＥＤＤＰ） + 311.03238 15.32 19.56 〇 〇 〇 〇

86 ブプロフェジン + 306.16346 16.21 19.94 〇 〇 〇 〇 除 カルプロパミド + 334.05267 15.28 6.56 〇 〇 〇 〇
87 フルアジナム - 462.94410 15.83 23.10 〇 〇 〇 〇 除 クロロネブ + 206.99741 × - - ×
88 プレチラクロール + 312.17248 15.92 16.87 〇 〇 〇 〇 除 シデュロン + 233.16484 14.12 12.24 〇 〇 〇 〇
89 プロシミドン + 301.05051 11.82 0.10 × 〇 〇 × 除 テニルクロール + 324.08195 14.80 5.65 〇 〇 〇 〇
91 プロピコナゾール + 342.07706 15.38 6.03 〇 〇 〇 〇 除 トルクロホスメチル + 300.96163 15.50 0.33 × 〇 〇 ×
92 プロピザミド + 256.02905 14.44 3.09 〇 〇 〇 〇 除 ハロスルフロンメチル + 435.04842 11.59 2.05 〇 〇 〇 〇
93 プロベナゾール + 224.03759 12.00 1.72 〇 〇 〇 〇 除 ビフェノックス + 341.99305 15.67 0.12 × 〇 〇 ×
94 ブロモブチド + 312.09575 14.81 5.01 〇 〇 〇 〇 除 ピリプロキシフェン + 322.14377 16.28 17.10 〇 〇 〇 〇
95 ベノミル(MBC) + 192.07675 10.79 14.16 〇 〇 〇 〇 除 フラザスルフロン + 408.0584 10.58 3.20 〇 〇 〇 〇
96 ペンシクロン + 329.14152 15.63 14.24 〇 〇 〇 〇 除 フルトラニル + 324.12059 14.41 13.17 〇 〇 〇 〇
97 ベンゾビシクロン + 447.04860 14.46 5.76 〇 〇 〇 〇 除 ベンスリド（ＳＡＰ） + 398.06778 10.58 4.60 〇 〇 〇 〇
98 ベンゾフェナップ + 431.09237 15.93 7.85 〇 〇 〇 〇 除 ベンスルフロンメチル + 411.09690 12.86 6.58 〇 〇 〇 〇
99 ベンタゾン - 239.04959 8.56 9.26 〇 〇 〇 〇 除 メチルダイムロン - 268.15811 14.47 4.53 〇 〇 〇 〇

100 ペンディメタリン + 282.14483 16.44 1.86 〇 〇 〇 〇 検 クロラントラニリプロール + 481.97807 13.80 1.88 〇 〇 〇 〇
102 ベンフルラリン(ベスロジン) + 336.11657 14.60 0.31 × 〇 〇 × 検 ヘキサジノン + 253.16590 12.46 14.94 〇 〇 〇 〇
103 ベンフレセート + 274.11076 13.64 3.33 〇 〇 〇 〇 検 メタゾスルフロン + 476.07497 11.65 2.03 〇 〇 〇 〇
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大津市企業局における農薬類検査について 

～農薬類分析検出事例等報告～ 

大津市企業局 ○堀野 善孝 吉田  稔 

橋詰 和典 竹内 洋祐 

 

１．はじめに 

大津市の水道事業は、現在、琵琶湖を水源とする 6 つの

浄水場を有し、給水人口およそ 34.4 万人を対象に、一日平

均 11.1 万㎥、最大 12.5 万㎥の水道水を給水している。 

令和 3 年度水質検査計画においては、水質管理目標設定

項目の測定方法（平成 15 年 10 月 10 日付健水発第 1010001

号）（最終改正 令和 3 年 3 月 26 日薬生水発 0326 第 1 号）

に基づき、目標 15 「農薬類」を１回／年以上検査すること

と定めており、自己分析可能な農薬類の検査を行っている。 

 今回、これまで実施してきた農薬類検査の結果について、

考察を行ったので、その結果を報告する。 

  

２．検査の経緯 

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理に

おける留意事項について（平成 15 年 10 月 10 日付健水発第 1010001 号）」により、平成

16 年 4 月 1 日付で総農薬方式による「農薬類」として水質管理目標設定項目に位置付けら

れた対象 101 項目のうち、ガスクロマトグラフ質量分析計（以下 GC-MS）による一斉分析

法により 71 項目について分析を行っていた。分析できないものについては委託していた。 

平成 25 年 4 月 1 日付の「農薬類分類の見直しについて（平成 25 年 3 月 28 日付健水発

0328 第 4 号）」により、分類の見直しが行われ、対象 120 項目となり、そのうちの 75 項目

について GC-MS による一斉分析法により分析を行っていた。また、平成 28 年度には液体

クロマトグラフ質量分析計（以下 LC-MS/MS）を導入したため、LC-MS/MS による一斉分

析法等にも対応可能になった。 

現在は、水質管理目標設定項目 目標 15「農薬類」の対象農薬リスト掲載農薬類（以下「対

象農薬類」とする）114 項目について、検査を実施している。 

 

３．検査詳細（採水地点・検査頻度・分析方法及び農薬項目数等） 

 （１）採水地点及び検体数 

市内 6 浄水場（比良浄水場・八屋戸浄水場・真野浄水場・柳が崎浄水場・膳所浄水場・

新瀬田浄水場）の原水、給水栓水及び京都市から受水している藤尾地区追分の給水栓水

の 13 検体を検査対象としている。 



 （２）検査頻度 

令和 3 年度は水質検査計画において、農薬類の検査回数について見直しを行い 1 回／

年以上（前年度までは、2 回／年以上）行うことになっているが、例年通り、6 月及び 8

月に計 2 回の農薬類の検査を行った。 

 

 （３）分析方法及び分析可能農薬類数 

  分析可能な分析方法及び分析できていない分析方法は表 1、表 2 のとおり。 

 

分析ができていない対象農薬類については、分析方法がそれぞれ分かれているとおり、

個別に分析が必要となっている。分析装置が整備されていないものや、他とは異なった

前処理や分析条件での分析が必要となり、保有の機器では分析できる体制が整っていな

いため、分析は不可能となっている。分析が必要な場合は委託している。 

 

３．検出状況について 

 （１）目標値の 1/100 未満であるが、定量下限を超えて検出されているもの 

直近 5 か年に検出した農薬類は表 3 のとおり。ただし、全検体における年度別の最大

値を列挙しており、全浄水場の原水及び給水栓水で一様に検出されているとは限らない。 

分類 分析方法 対象農薬類の数

別添方法5

及び別添方法5-2
固相抽出－GC-MS法 70物質

別添方法7 パージ・トラップ（以下PT）－GC-MS法 1物質

別添方法20

及び別添方法20-2
LC-MS/MS法 35物質

別添方法22 ※分析はLC-MS/MS法による分析 2物質

計108物質

表1　分析可能な分析方法及び対象農薬類の数

分類 分析方法 対象農薬類

別添方法21 固相抽出－LC-MS法
イミノクタジン・パラ
コート・ジクワット
(3物質)

別添方法23 PT－GC-MS法
ダゾメット・メタム及
びメチルイソチオシア
ネート　(1物質)

別添方法24 ヘッドスペース－GC-MS法
ジチオカルバメート系
農薬　(1物質)

別添方法25 固相抽出－GC-MS法 プロチオホス　(1物質)

計6物質

表2　分析できていない分析方法及び対象農薬類



検出状況を調べた結果、

多くが原水での検出とな

っていることが分かった。

また、対象農薬類 114 物

質に対して検出される農

薬類は限られており、同

じ農薬類が繰り返し検出

される傾向が分かった。 

特にイソプロチオラン

（殺菌剤）、シメトリン

（除草剤）、ピロキロン

（殺菌剤）、ブロモブチド

（除草剤）については、

ほぼ毎年検出されており、

検出頻度が高い。また、

全浄水場の原水において

検出されることが分かった。 

ブロモブチド（除

草剤）については表

4 に示すとおり 1 回

目検査において検

出濃度が高い傾向

があり、季節性のよ

うなものが見られ

た。また、原水と給

水栓水で同等に検

出されている事例

が見られた。原水で

ブロモブチドが検

出された時の給水栓水の検出状況を表 5 に示す。 

原水と給水栓水で同等濃度での検出がある事例(H30.6)が全浄水場でみられることから、

ブロモブチドは急速ろ過処理方式だけでは除去できていないと考えられる。しかし、毎

年同様ではなく、原水では検出されたものが給水栓水では全く検出されていない事例

(H29.6 及び R3.8)もあった。また、全浄水場の原水において検出されたブロモブチドが、

比良・八屋戸浄水場の給水栓水では原水と同等に検出されたものの、他の真野、柳が崎、

膳所及び新瀬田浄水場の給水栓水では、ほとんど検出されないといった事例(R3.6)も確認

(mg/L)

原水 H29(6月/9月) H30(6月/9月) R1(7月/9月) R2(7月/9月) R3(6月/8月)

比良 0.00019 / 0.00012 0.00017 / 0.0001 0.0001/ <0.0001 <0.0001 / <0.0001 0.00019 / 0.00010

八屋戸 0.00019 / 0.00011 0.00017 / 0.0001 0.0001 / <0.0001 <0.0001 / 0.00010 0.00018 / <0.00010

真野 0.00020 / 0.00011 0.00017 / 0.0001 0.0001 / <0.0001 <0.0001 / 0.00010 0.00020 / 0.00014

柳が崎 0.00024 / <0.0001 0.00019 / <0.0001 0.0002 / <0.0001 0.00010 / <0.0001 0.00024 / 0.00013

膳所 0.00038 / 0.00010 0.00023 / <0.0001 0.0002 / <0.0001 <0.0001 / <0.0001 0.00031 / 0.00013

新瀬田 0.00037 / 0.00010 0.00023 / <0.0001 0.0002 / <0.0001 0.00011 / <0.0001 0.00032 / 0.00013

　　　　　表4　各浄水場原水におけるブロモブチドの検出状況（1回目／2回目）

H29.6(原水/栓水) H30.6(原水/栓水) R3.6(原水/栓水) R3.8(原水/栓水)

比良 0.00019 / <0.0001 0.00017 / 0.00019 0.00019 / 0.00016 0.00010 / <0.0001

八屋戸 0.00019 / <0.0001 0.00017 / 0.00016 0.00018 /  0.00018 <0.0001 / <0.0001

真野 0.00020 / <0.0001 0.00017 / 0.00018 0.00020 / <0.0001 0.00014 / <0.0001

柳が崎 0.00024 / <0.0001 0.00019 / 0.00012 0.00024 / <0.0001 0.00013 / <0.0001

膳所 0.00038 / <0.0001 0.00023 / 0.00017 0.00031 / <0.0001 0.00013 / <0.0001

新瀬田 0.00037 / <0.0001 0.00023 / 0.00025 0.00032 / <0.0001 0.00013 / <0.0001

　　表5　原水でブロモブチドが検出された時の給水栓水における検出状況　　　　(mg/L)

(mg/L)

農薬名 目標値 H29 H30 R1 R2 R3

ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 0.3 0.00002 0.00001 0.00003 0.00004 0.00002

ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ 2 N.D. 0.00015 N.D. N.D. N.D.

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003 N.D. 0.00001 N.D. N.D. N.D.

ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ 0.02 0.00001 N.D. N.D. N.D. 0.00001

ｼﾒﾄﾘﾝ 0.03 0.00005 0.00004 0.00004 N.D. 0.00004

ﾀﾞｲﾑﾛﾝ 0.8 N.D. 0.00005 N.D. N.D. N.D.

ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ 0.01 N.D. 0.00006 N.D. N.D. N.D.

ﾋﾟﾛｷﾛﾝ 0.05 0.00007 0.00006 0.00005 0.00004 0.00003

MPPｵｷｿﾝｽﾙﾎｷｼﾄﾞ 0.006 0.00001 N.D. N.D. N.D. N.D.

ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ 0.05 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.00001

ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ 0.05 N.D. 0.00006 N.D. N.D. N.D.

ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ 0.1 0.00038 0.00025 0.0002 0.0001 0.00032

ﾍﾞﾉﾐﾙ 0.02 N.D. 0.00004 N.D. N.D. N.D.

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ 0.005 N.D. N.D. N.D. 0.00001 N.D.

ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ 0.2 0.00031 0.00031 N.D. 0.0002 N.D.

ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ 0.05 N.D. N.D. N.D. 0.0002 N.D.

ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ 0.02 0.00002 0.00004 0.00004 N.D. N.D.

ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 0.1 0.00001 N.D. N.D. N.D. N.D.

※検出されていない農薬類についてはN.D.とする。

表3　農薬類の検出状況（目標値の1/100未満　年度最大値）



された。この時期はびわ湖でかび臭物質が発生する時期と重なっており、浄水場によっ

てはかび臭対策として、粉末活性炭または粒状活性炭ろ過処理を実施している。平成 29

年度はかび臭物質の発生が早く、6 月の時点で全浄水場とも活性炭処理を行っていた。ま

た、平成 30 年度はかび臭物質の発生が遅く、6 月は全浄水場とも活性炭処理を行ってい

なかった。令和 3 年度の 6 月は南湖を中心にかび臭が発生しており、比良・八屋戸浄水

場は活性炭処理を行っていないが、8 月は北湖でもかび臭物質が発生し、全浄水場とも活

性炭処理を行っていた。そのため、かび臭対策の活性炭処理によりブロモブチドも併せ

て除去できていると考えられる。 

  

（２）目標値の 1/100 を超えて検出された農薬類について 

平成 29 年 4 月 1

日付けで対象農薬

類に新たにテフリ

ルトリオンが追加

され、平成 30 年度

より分析項目に追

加している。目標値は 0.002mg/L であるが、表 6 に示すとおり原水において目標値の

1/100を超えて検出される事例が全浄水場で発生している。検出濃度は最大0.00018 mg/L

であり、目標値 0.002mg/L の 10%程度の検出である。全浄水場の給水栓水においては全

て 0.00002 mg/L 未満と除去されており、問題とはなっていない。 

   

５．今後の課題 

 GC-MS における農薬類分析においては、他分析の誘導体化試薬が農薬類分析に悪影響を

及ぼすため、専用カラム等に交換し分析を行うのが望ましい。本市では農薬類専用の

GC-MS は持っておらず、水質基準項目検査に使用している機器を併用して分析を行ってい

る。水質基準項目検査の合間を縫って農薬類の検査を行っているため、汎用カラムでの分

析を行っており精度の確保に苦慮している。また、農薬類は逐次改正方式をとられており、

最新の知見により、新たな農薬類の追加や、代謝物の測定の追加など常に見直しが行われ

ている。このことに対応するためには分析の可否から検討を行う必要があり、時間を要す

ことから、日頃より動向を見据えて準備していく必要がある。 

さらに、農薬類を常に精度よく分析するためには、農薬類分析専用機器の設置や、分析

担当者の確保など、農薬類に特化した分析や検討を行える環境整備が必要であると考える。 

 

６．終わりに 

 前述の課題もあるが、安心・安全な給水確保のため、検査結果のデータ等を基に、引き

続き研究を重ねていく所存である。 

(mg/L)

原水 H30(6月/9月) R1(7月/9月) R2(7月/9月) R3(6月/8月)

比良 0.00014 / <0.00002 <0.00002 / <0.00002 <0.00002 / 0.00011 0.00009 / 0.00005

八屋戸 0.00016 / <0.00002 <0.00002 / <0.00002 <0.00002 / 0.00010 0.00006 / 0.00005

真野 0.00013 / <0.00002 <0.00002 / <0.00002 <0.00002 / 0.00012 0.00008 / 0.00008

柳が崎 0.00016 / <0.00002 <0.00002 / <0.00002 0.00003 / 0.00011 0.00013 / 0.00005

膳所 0.00018 / <0.00002 <0.00002 / <0.00002 0.00002 / 0.00011 0.00005 / 0.00007

新瀬田 0.00015 / <0.00002 <0.00002 / <0.00002 0.00003 / 0.00010 0.00005 / 0.00006

表6　テフリルトリオンの原水における検出状況



シミュレーションを用いた千苅貯水池における出水時の水質変化予測(その 2) 

 

神戸市水道局 ○小幡 一貴 

清水 武俊 

小田 琢也 

神戸大学大学院 中山 恵介 

  

1. はじめに 

千苅貯水池は神戸市北部に水道水を供給するための重要な

自己水源であり、流域面積は約 95 km2、有効貯水容量は 1,124

万 m3である。貯水池の形態は南北に長く、流程約 9 kmの波豆

川及び流程約 26 kmの羽束川が流入している(図 1)。 

貯水池の水質管理として、堰堤に水深別に設けられた取水

口※から良好な水質の水を選択的に取水する「選択取水」を行

い、その水を下流の千苅浄水場にて処理している。 

※各取水口は鉛直方向に約 2.5 m（4 尺）の間隔で表層側か

ら 0.6 m（4尺）、3.1 m（12尺）の順に最大 28 m（93.5尺） 

まで設置されている。 

近年は気候変動の影響により、台風や平成 30年 7月に発生

した西日本豪雨に代表されるような大雨の発生頻度が増加し

てきている。その際、高濁度かつ低アルカリ度の河川水が貯水

池に大量に流入し、貯水池内の水が大きく入れ替わる現象が確認されている。これに伴い、浄水場

原水の水質が急激に変化するため、浄水場に水質試験担当の職員を新たに派遣し、頻繁にジャーテ

ストを行いながら、アルカリ剤や凝集剤の注入量を適宜変更する対応に追われている。このような

原水の水質変化に対して適切な浄水処理を行うためには、出水の際に貯水池内の水質がどのように

変化し、いつ高濁度水が浄水場に到達するかを把握する必要がある。しかしながら、これまでは過

去の実績や職員の経験に基づいて推測せざるを得ず、正確な予測が困難であった。 

神戸市では平成 28 年度から 30 年度の 3 か年にわたり、大学等と共同で貯水池の縦断観測を行

い、その一環として、神戸大学において水理・水質の動態に関する詳細なデータをもとに貯水池の

水質予測モデルを構築した 1)。このモデルを用いて台風などの出水時に予めシミュレーションを行

うことで、原水水質変化の程度やタイミングについて把握が可能となり、実績値ベースで平成 30年

の西日本豪雨についてほぼ完全に再現できることを報告した 2)。 

今年度は実運用として、夏季（7月、8月）に発生した大雨時にシミュレーションを実施し、予測

と実測結果について比較・検証を行った。また、より高精度な予想を行うため、過去の主な出水時

のデータを編集し、渓流量と原水濁度の関係性について明らかにしたので、併せて報告する。 

 

2. 方法 

2-1. 水温および濁度に関するシミュレーション 

2-1-1. モデルの仕様 

本モデルは環境流体モデル Fantom を用いて鉛直 2 次元で構築している。これは 3 次元的なモデ

図 1 千苅貯水池 



ルの場合、使用 PC のスペック上計算時間が膨大となること、かつ千苅貯水池がある程度理想的な

均一幅を有していることから、2次元計算でも十分な知見が得られると考えられるためである。 

また、プログラミング言語は PYTHON3 を用い、シミュレーションには、計算用 PC として HP 社製

Z240 SFF Workstationを使用した。 

2-1-2. シミュレーション入力条件 

入力条件は、①気象予報をもとにした降雨量、風向等のデータ、②流入河川の水質・水量データ、

および③取水塔前における鉛直方向の温度・濁度データである。 

①気象データ 

シミュレーションには気象予報サイトから、気温、降水量、日照時間、風向・風速、全天日射量、

現地気圧、相対湿度、雲量のデータを使用した。 

②流入河川の水質および水量データ 

流入河川の波豆川および羽束川の渓流量については、貯留関数により、気象予報の降水量から算

出した。流入の水温・濁度は過去の大雨におけるデータを参考に、流量ピークから推定した。また、

流出量は取水量とダム堰堤からの越流量の合計とし、貯水池流入量が流出量を上回る際は、越流量

で差異を埋める条件とした。なお取水口の位置は、実績に合わせ 28尺(水深約 6.0 m)および 36尺

(水深約 9.5 m)とした。 

③取水塔前における鉛直方向の水温・濁度データ 

計算期間直前に取水塔前において実測した水温・濁度の鉛直分布を基礎条件として入力した。 

2-1-3. シミュレーション実施内容 

令和 3 年 7 月（7 月 7 日～8 日）および 8 月（8 月 8 日～19 日）の 2 回の出水についてシミュレ

ーションを実施し、貯水池内の水質変化の予測を行った。予測に用いた項目は、出水時の浄水処理

において重要なファクターとなる「濁度」及び「水温」である。なお、予測期間は出水開始から降

雨後までの数日間とし、データ出力条件は、1時間毎に設定した。 

 

2-2. 過去の出水時データを基にした渓流量と原水濁度の関係 

   千苅貯水池におけるこれまでの主な出水時の渓流量と原水濁度に関するデータ（主に 2015 年以

降で、一定期間に合計 40 mm以上の降雨量が観測された事象）を基に、両者の関係性を明らかにし

た。 

 

3. 結果 

3-1. 水温および濁度に関するシミュレーション 

 3-1-1. 7月大雨の検証 

令和 3年 7月 7 日から 8日にかけ、貯水池上流の後川で合計 155.5 mm の降雨量が観測された。

これは、例年 7月の月間降雨量の約 7割に相当する。特に 7日の夕方は時間 20 mmを超える雨が降

り続く、激しい雨となった。その結果、波豆川、羽束川から合計 950万 m3を超える渓流量が観測さ

れた。 

 図 2-①,②に、7 月 8 日朝時点に実施したシミュレーションによる貯水池内の濁度分布の結果を

示す。計算期間は、降雨開始前の 7 月 7 日午前 1 時から、雨が止むと予想されていた 7 月 10 日 0

時までとした。降雨開始前の時点(図 2-①)では、貯水池全体の濁度が 2度程度と低く、平常時の値

であったが、その後大雨の影響で上流から土砂を多く含む高濁水が流入し、7 月 8 日午前 2 時に、



最高で 80 度程度の高濁水が 28 尺および 36 尺の両取水口に到達する結果となった (図 2-②)。な

お、水温の変化についてもシミュレーションを行ったが、大雨により水温躍層の混合は生じない予

測となった。 

実績値については、7 月 8 日の午前 4 時ごろから徐々に浄水場原水の濁度が上昇を始めており、

シミュレーション結果とほぼ一致した。また、水温躍層の混合も生じなかった。したがって、実運

用においてもシミュレーションにより濁水の到達時間を正確に予測できることが確認された。一方

で原水濁度については最大で 38度であり、予測を下回る結果となった。 

  3-1-2. 8月大雨の検証 

令和 3年 8月 8日から 8月 19日にかけ、後川で合計 433.5 mmの降雨量が観測され、例年 8月の

月間降雨量の約 2.7 倍もの雨を観測した。特に 12 日以降は日量 50 mm を超える雨が降り続き、波

豆川および羽束川から合計 3,300万 m3を超える流入があった。 

図 3-①～③に、8月 12日午後、13日午後、及び 14日午後時点で実施した、貯水池内の濁度分布

に関するシミュレーション結果を示す。12 日午後時点の予測結果では、高濁水の到達時間が 13 日

午後 9 時ごろと予測された(図 3-①)。しかしながら、天気予報が絶えず変化し、13 日に再度行っ

たシミュレーションでは 14日午後 1時の到達に(図 3-②)、14日時点でのシミュレーションでは 15

日午前 10 時の到達と大きく結果が変化した。なお、いずれのシミュレーション結果においても原

水最高濁度は 80 度程度と予測され、水温躍層の混合等は生じない結果となった。これに対し、実

測値では、予測通り水温躍層の混合は生じなかったものの、濁水の到達は 15 日の午後 3 時頃と大

きくずれが生じた。また、原水濁度は最大で 36度であった。 

 

 

図 2-①②. 貯水池内の濁度予測分布(左：① 7月 7日午前 1時、② 7月 8日午前 2時) 

      ※なお○は上から順に 28尺、36尺の取水口を示す。 

図 3-①②③. 計算のタイミングにおける高濁度水到達予測時間の 

違い(左上：① 8月 12日時点、右上：②8月 13日 

時点、左下：③8月 14日時点) 

※なお○は上から順に 28尺、36尺の取水口を示す。 



3-2. 過去の出水時データを基にした渓流量と原水濁度の関係 

  今回の予想では、原水最高濁

度が予想に比べて低い値となっ

た。より精度の高い予想を行う

ため、千苅貯水池における過去

の主な出水時の渓流量と原水濁

度に関するデータを基に、両者

の関係性について調べた。その

結果、両者は相関関係にあり、渓

流量から原水濁度をある一定の

精度で予測できることが明らか

になった（図 4）。また、原水濁度が

100度を超過し、浄水処理が困難に

なる際の渓流量についても把握す

ることができた。 

 

4. 考察と今後の課題 

今回の大雨では、貯水池内水温の変化についてはいずれも水温躍層が破壊されず、シミュレーシ

ョン通りの結果となった。また濁度に関して、7 月の大雨については濁水の到達時間が予測結果と

実測がほぼ一致し、シミュレーションの有効性が確認された。一方、8 月の大雨では到達時間が実

測とは大きく異なる結果となった。これは 8 月大雨時には活発な前線が日本列島に長時間留まり、

雨雲が複雑な動きとなった結果、天気予報が時間と共に大きく変化し、シミュレーションで入力し

た条件が実際の降雨状況と乖離したためであった。また、今回は主に 2つの天気予報サイトの情報

を基にシミュレーションを行ったが、それぞれ当該期間内でサイト間の予報降水量が大きく異なり、

シミュレーションの前提条件としてどちらを採用すべきか、不明確であった。今後は他の天気予報

サイトも参照し、各サイトの特性を踏まえた活用をしていく必要がある。 

また浄水場原水の最高濁度については、予測に比べいずれも低い結果となった。これはシミュレ

ーションを行う際、前提条件として流入河川の波豆川、羽束川に設置された原水モニターでリアル

タイムに測定された濁度を入力しているが、今回の出水時には数値が上限値を超え、正確な値を把

握できなかったことが原因である。今後は出水時の流入濁度のデータを蓄積し、シミュレーション

精度の向上を図っていく。また過去の出水時のデータをとりまとめた結果、出水時には河川の渓流

量を確認することで、原水濁度の上昇の程度やこれに伴う応援体制の必要性の有無を容易に判断で

きることが明らかになった。今後はシミュレーションと組み合わせた活用により、出水時対応力の

向上を図っていきたい。 
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図 4. 原水最高濁度と最高渓流量(m3/s)の関係 

   ※データは 2015年以降に一定期間で合計 40 mm以上の雨が降った例を 

    対象とした。 

   ※原水濁度が 100度を超えた事例を□印、100度以下の事例は●印で 

    プロットした。 



経年使用による粒状活性炭の性能変化について（Ⅱ） 
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１．はじめに 

本市では、植物性プランクトンが産出するかび臭原因物質やトリハロメタンのような微量有

機物の除去を目的に高度浄水処理設備を段階的に導入し、平成 12 年 3月に市内全域に高度浄水

処理が通水されるようになった。高度浄水処理の導入により、浄水のかび臭は完全に除去されて

おり、総トリハロメタンは中間塩素処理と比較して約 80％低減されるなど、良質で安全な水道

水が確保されている。 

本市の浄水処理システムにおいて、粒状活性炭(以下、GAC)処理は最終段に位置しており、そ

の水処理性が浄水水質に大きな影響を与えることから、GAC吸着池の維持管理や品質管理が極め

て重要となる。これまでに GAC品質や GAC吸着性能の経時変化等について調査し、通水により金

属吸着量が顕著に増加するために、高度浄水処理設備導入時と比較するとヨウ素吸着性能の低

下割合が大きくなる事象 1)や GAC処理水中の蛍光強度、色度が通水倍率に比例して増加する事象

に関する報告 2)を行っている。 

今回、使用年数の異なる GAC 吸着池の処理水中に含まれる微量有機物の測定や、経年使用によ

り懸念される GAC吸着池の潜在リスクについて調査を行ったので、その結果を報告する。 

 

２．調査方法等 

2.1  浄水処理フロー 

本市の浄水処理フローは、図-1 に示すように急

速砂ろ過池の前後に 2 段のオゾン処理を設置して

いる。GAC 吸着池の前段にある後オゾン接触池で

は、溶存オゾンが一定濃度検出されるような制御

を行っていることから、GAC 吸着池表面は恒常的に

オゾンに曝露されている。 

 

2.2  GAC吸着池の運用 

1) 洗浄方法 

GAC 吸着池内での後生

生物の繁殖を抑制するた

めに、通常 72時間周期で

浄水による洗浄を実施し

ているが、GAC処理水中の

ワムシ・線虫の検出数の

合計が 20 匹/L を超過す

る場合には、洗浄周期を

短縮する運用を行っている。なお、GAC 吸着池の洗浄フローは、水位を低下させてから空気水洗

浄を 5分間行い、10分間の逆流洗浄を 2回繰り返した後に捨水する工程となっている。 

洗浄方法 空気水洗浄→水逆洗

空気洗浄強度 0.8m3/m2/分

水洗浄強度（空気水洗浄） 0.2m3/m2/分

水洗浄強度（水逆洗） 膨張率が30～40%になるように水温により調整

洗浄水 浄水

洗浄周期 72時間（管理指標：線虫、ワムシの合算　20匹/L以下）

管理基準濁度 0.05度

表-1 GAC吸着池の洗浄方法 

図-1 大阪市における浄水処理フロー 



2) 更新方法 

本市における GAC 吸着池の更新方法を図-2 に

示す。平成 19 年度までの更新では、水処理性能

をはじめ、物理的性状、経済性、環境影響といっ

た各側面から種々の検討を加えた結果、更新期間

を 5～6 年とし各系統の GAC を一斉に更新する一

括更新を行っていた。平成 20 年度以降について

は、GAC処理水質の平均化やコストの平準化の観

点から、各系統の GAC吸着池が 5年で全て更新さ

れるよう、毎年数池ずつ更新する分散更新を行っ

ており、各系統で運用中の GAC 吸着池について

は、使用年数が 1～5年目のものが混在している。 

なお、GAC 吸着池における集合水の処理水質

は、分散更新では単池換算で 3年使用相当になる

ことを確認している。 

 

2.3  GAC処理水中の有機物測定 

本市柴島浄水場下系における使用開始後 1～5 年目の GAC 吸着池の処理水を採水し、GAC 処理

水に含まれる有機物の測定を行った。測定には、処理水中に含まれる微量有機物を探索的に分析

するため、高分解能液体クロマトグラフ質量分析計(以下、LC/HRMS)を用いた。 

 

2.4 GAC洗浄捨水中の微粉量調査 

 経年使用により GAC が微粉化されることで、GAC 処理水中に漏洩する可能性が懸念されるた

め、柴島浄水場下系における使用 1～5 年目の GAC 吸着池を対象とし、GAC 洗浄捨水に含まれる

微粉量を調べた。  

 洗浄捨水開始から終了の間、洗浄捨水中に含まれる微粉量を見積もるため、微粒子カウンター

(日本電色工業株式会社製 NP-500T)を用いて、洗浄捨水に含まれる微粒子数を 1 分毎に計測し

た。また、細菌試験及び理化学試験用の試料を一定時間毎に採水し、一般細菌の検出状況及び水

質変化を調べた。 

 

2.5  使用年数と一般細菌の検出数の相関調査 

 GAC 吸着池の使用年数が微生物学的な安全性に与える影響を評価するため、使用年数と GAC処

理水中に含まれる一般細菌数の相関を調べた。 

年数が異なる柴島浄水場下系 GAC 吸着池を選定し、ろ過継続時間が 0～60 時間の試料を採水

し、孔径 0.45µmの疎水性格子フィルターで 500mLろ過した。ろ過後の疎水性格子フィルターを

標準寒天培地上に静置させた後に 37℃の恒温槽内で 24 時間培養し、一般細菌を計測した。 

 

３．結果と考察 

3.1 GAC処理水中のブロモブチド 

LC/HRMS によるスクリーニング分析により得られた結果のうち、GAC 吸着池の使用年数の違い

により処理性の違いが最も顕著に現れたブロモブチドについてその挙動を整理した。GAC 吸着池

の使用年数とブロモブチド面積値の関係を図-3 に示す。なお、図-3 に示すデータは、令和 3年

6 月に行った採水日毎の測定結果であり、流入水は後オゾン処理水の結果を示している。 

一括更新 

分散更新 

図-2 GAC吸着池の更新方法 



 使用 1 年目ではブロモブチドは全

量除去できていたが、2年目以降から

徐々に面積値が増大し GAC 吸着池か

ら流出する傾向が認められた。流出量

の増加割合は 2～3 年目にかけて大き

くなっているが、3年目以降について

は緩やかな増加傾向を示した。また、

6 月 9 日及び 16 日の測定結果は、使

用年数によらず一定量除去されてい

たが、処理水中の濃度は目標値の 100

分の 1 以下と十分低い濃度ではある

ものの、6 月 23 日については蛍光強

度と同様 2)に 3 年目の処理水の方が

流入水よりも面積値が高くなってい

ることから、被処理水の水質により

GAC の吸着機構は変化する可能性が

あると考えられた。 

 

3.2  GAC洗浄捨水の水質調査 

 洗浄捨水後の微粒子数 (粒径

0.5µm)の推移を図-4 に、濁度の推移

を図-5に示す。なお、微粒子数につい

ては 0.5µm～15µmの測定を行ったが、

存在数が最も多いこと、最も鋭敏に捨

水経過ととともに粒子数が推移して

いたことから、粒径 0.5µmの結果を示

している。 

 洗浄捨水後の微粒子数と濁度は同

じ推移を示しており、使用年数が長い

ほど多く、濁度も高くなっており微粉

化の懸念が大きくなっていることが

わかった。また、最高濁度は 1～3 年

目ではほぼ同じであったが、4年目以

降は使用年数に比例して最高濁度が

高くなる傾向にあった。  

洗浄捨水の水質については、捨水開

始後 10 分間は浄水水質とほぼ同じ水

質を示し、洗浄に使用した浄水が捨水

されていたが、10 分以降は GAC 処理

水の水質を示した。また、洗浄捨水工

程を通して、一般細菌、大腸菌の検出

はなかったが、10 分以降は大腸菌群

が検出された。 

図-3 使用年数とブロモブチド面積値の関係 

図-4 洗浄捨水後の微粒子数(粒径 0.5µm)の推移 

図-5 洗浄捨水後の濁度の推移 



3.3  使用年数と一般細菌の検出数 

GAC 吸着池の使用年数とろ過継続時間毎

の一般細菌の検出数を表-2に示す。 

GAC 吸着池の処理継続時間が長くなるほ

ど、また、GACの使用年数が長くなるほど、

GAC 処理水中の一般細菌数が多くなる傾向

が認められた。 

洗浄直後から 20 時間は、ほとんど一般細

菌が検出されていないことと、使用中の吸着

池から採取した GAC試料を培養すると一般細菌が検出されたことから、GAC 吸着池から微粉炭が

漏出すると GAC 処理水から一般細菌が検出される一因になると推測された。GAC吸着池以降の塩

素処理において一般細菌は不活化されるものの、ろ過継続時間 60 時間後における一般細菌数は

4 年目以降に多くなっていることから、4年目以降の GAC 吸着池については、処理水中の濁度監

視の強化等が必要になると考えられた。 

 

４．まとめ 

 本調査により、得られた結果を次に示す。 

○ GAC吸着池の使用年数と GAC 処理水中のブロモブチドの存在量の関係を調べたところ、使用

2 年目以降から徐々に除去性能が低下した。流出量の増加割合は 2～3 年目にかけて大きく

なったが、3 年目以降については緩やかな増加傾向を示した。 

○ 3 年目以降において、流入水よりも処理水の方がブロモブチドの存在量が多くなる測定結果

が得られたことから、被処理水の水質により GAC の吸着機構が変化する可能性があると推

測された。今後、スクリーニング分析による評価対象物質を増やし、吸着機構について詳細

に調べる予定としている。 

○ GAC 吸着池の洗浄捨水中に含まれる微粒子数は、1～3 年目の吸着池で大きな差はなかった

が、4 年目以降は使用年数に比例して多くなり微粉化の懸念が高くなることがわかった。ま

た、微粒子数と濁度は同様の挙動を示しており、濁度を管理基準としていることから GAC の

微粉化を抑制することで洗浄捨水に要する時間を抑制できることがわかった。 

○ 捨水開始から 10分までは大腸菌群は検出されなかったが、10分以降は陽性であったことか

ら、10分頃までは浄水による消毒効果が持続していると推測された。 

○ GACの使用年数が長くなるほど、GAC処理水中に微粉炭が漏出するために、一般細菌数が多

くなり、4年目以降にその傾向が顕著になることがわかった。 

○ 水処理性能を指標として GAC の更新基準を推定しているが 3)、単池の使用年数に換算する

とほぼ 3 年使用相当となり、GACの微粉化が顕著になる年数と概ね一致していることがわか

った。 
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洗浄直後 20時間後 50時間後 60時間後

ブランク 0 0 0 0

1年目 4 6 10 23

3年目 1 1 24 2

4年目 0 0 39 >100

5年目 3 0 41 76

(cfu/500mL)

表-2 一般細菌の検出数 



色度の透過光測定における試料温度の違いが起因する測定誤差について 
                                                                                         
                                                                                         

大阪市水道局 ○ 宇都宮  勉   梅谷 友康 
          森實 圭二    原  郁夫 

                              服部 晋也 
                                                                         

１．はじめに 

 当局の水質試験所では、平成17年12月に水道GLP(Good Laboratory Practice = 優良試験所規範)

の認定を取得し、品質管理システムに則った水質管理を行っている。水道 GLPでは、水質基準項目ご

とに計画的な内部精度管理調査を実施することとしており、これにより標準作業手順書に基づいた水

質検査の過程で発生する誤差の要因を見つけ出し、適宜、手順書を改善することで検査結果の信頼性

向上に繋げている。 

水質基準項目の一つである「色度」の測定法については、平成15年7月22日の「水質基準に関す

る省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年厚生労働省告示第261号）において、

比色法に加えて390nm付近の吸光度を50mm又は100mmセルで測定する透過光測定法が採用され、これ

を機に吸光分析による水道水中の色度測定が普及すると同時に、より低い色度レベルの定量が行われ

るようになった。 

本市においては、平成25年度に水道水質検査における色度の測定を比色法から透過光測定法へと切

り替え、概ね 2年周期で当該項目についての内部精度管理調査を行っているが、その中で同一の試料

であっても測定時の温度の違いによって、定量結果に大きな差が生じる場合があることが明らかにな

っている。 

そこで、本事象の発生要因を究明するとともに、試験法に関する改善策についても検討を行ったの

で、以下にその結果を報告する。 

 

２．色度測定における誤差の発生事象 

 表-1は、令和元年度に実施した色度の内部精度管理調査における結果を一覧したものである。調査

では、精製水に色度 1.0度となるよう標準液を添加した溶液を調製し、これを精度管理調査用試料と

して受検者8名に濃度を伏せて配布した。試料測定は連続して5回行うこととし、設定濃度に対する

定量平均値の誤差率、及び相対標準偏差について評価を行った。  

表中に示すように、何れの受検者とも色度の定量値は安定（相対標準偏差：0.0～3.3％）しているも

のの、受検者間で大きな差（誤差率：-4.9～-45.6％）が生じる結果となった。図-1には、各受検者に

よって測定時に作成された検量線を示したが、当該誤差率の差が生じるレベルの違いは認められてい

ない。 

 

 

 

 



図-2は精度管理調査用試料の測定時における吸

光度に着目し、誤差率との関係を描いたものであ

る。前述のとおり 8名の検量線が概ね同じ（検量

線用標準試料の吸光度は概ね同じ）であるのに対

して、精度管理調査用試料の吸光度が大きく異な

ったことにより定量値に差が生じたことがわか

る。そこで、吸光度の差が生じた要因を調査すべく

各受検者に測定時の状況を聞き取ったところ、精

度管理調査用試料を冷蔵状態から取り出し、室内

で馴致する際の時間に受検者間で大きな違いがあ

ることが明らかになった。これより、馴致時間が短

く温度が低い状態で測定した試料ほど吸光度が低くなる傾向が窺えた。一方、検量線用標準試料につ

いては何れの受検者においても室温で測定しているため、吸光度には大きな違いが生じなかったもの

と推察される。 
 

３．実験方法 

 実験に用いた試料は、精製水にK社製の色度標準溶液（色度試験用1000度）を添加して調製し、恒

温槽で所定の温度に設定した後、N社製の濁色度計（390nm透過光測定方式、50mmフローセル使用）に

よって測定を行った。 

また、S社製紫外-可視分光光度計（50mm固定セル使用）を用いて、試料に紫外線もしくは可視光を

照射した際に照射波長ごとに試料が吸収する光量（吸光度）を波長走査速度 4nm/secで連続測定し、

吸光度と波長の関係（以下、吸収スペクトルと称す）を調べた。 

 

４．結果及び考察 

４．１ 試料及び色度標準溶液の吸収スペクトル 

 図-3は、本市の豊野浄水場における原水及び浄水処理過程水について、吸収スペクトルを測定した

結果である。牧田ら 1)は、河川水や湖水等について紫外吸収スペクトルを測定し、一般的な環境水は紫

外領域に吸収の極大や極小を持たず、短波長側ほど吸収が高くなることを示しており、図-3について

もこれと同様の結果であった。 

一方、色度の測定に用いられる標準溶液については、精製水に白金（塩化白金酸カリウムとして）及

びコバルト（塩化コバルトとして）を添加したもので、含有する成分は環境水と異なるものの、環境水

等に含まれる溶解性物質及びコロイド性物質が呈する類黄色ないし黄褐色に近い色調を有している。                                



図-4には、色度50度の標準溶液について吸収スペクトルを測定した結果を示したが、実試料と同じよ

うに短波長側ほど吸収が高くなる単純なパターンであることが確認できた。 

  

４．２ 水温変化が吸収スペクトルに及ぼす影響 

 図-5は、色度 50度の標準溶液について、水温を

10℃、20℃、35℃、及び50℃に設定して吸収スペクト

ルを測定し、得られた結果から描いたものである。図

に示すように、10℃から水温を上昇させるに連れて吸

収スペクトルが長波長側へシフトする現象が確認で

きた。即ち、波長を390nmで固定して試料の吸光度を

測定する透過光による色度検査では、同一試料であっ

ても、水温の上昇に伴って吸光度の測定値が高くなる

ものと推察される。 

 分子が持つ内部エネルギーには、電子・振動・回転

があるが、紫外-可視吸収スペクトルの測定は電子エ

ネルギーの遷移を測定するものである。小池 2)は、振動と

回転準位は電子のエネルギー準位ごとに含まれ、こ

のうち振動準位間の遷移は室温程度の熱エネルギ

ーで容易に生じると述べており、基底状態にある分

子の電子状態にも広い振動準位の分布があること

を示している。 

そこで、水温変化で吸収スペクトルがシフトする

要因について、エネルギー準位に着目した考察を行

った。図-6は、水温差のある２つの試料について、

光照射によるエネルギー状態の変化（イメージ）を

示したものである。 

光照射前の両試料のエネルギー準位は、水温の違

いによって差があり、準位の低い低水温の試料では、

光を吸収して励起状態に至るために要するエネルギー

が、高水温の試料に比べて大きい（ΔE1<ΔE2）ことが

わかる。 

次式は、光のエネルギーの大きさを表す一般式である。ここでh

（プランク定数）及び C（光の速さ）は定数であるため、E（光の

エネルギー。図-6で示すΔE）が大きくなるほどλ（波長）は小さ

な値をとることになる。即ち、水温が低くなるほど、吸収波長は短

波長側へシフトするものと考えられ、この現象が色度の精度管理

調査時に生じたものと思われる。 

 

４．３ 水温差と測定誤差の関係 

 透過光測定法による色度の測定において、水温の違いが測定結果に影響を及ぼすことが明らかにな

ったことから、影響の程度について明確化する必要がある。 

図-7は、精製水に色度標準溶液を添加して水質基準値の1/10にあたる色度0.5度となるように設

定した試料について、水温を変化させた際の定量結果の挙動を示したものである。この際、定量計算 



                 

のため用いた検量線は、何れも概ね26℃に保った標準試料（0.5度、1.0度、1.5度、2.0度）の吸光

度により作成したものである。また、図-8は、検量線用標準試料と色度0.5度に設定した試料の水温

差と、定量における誤差率（試料定量結果を設定濃度 0.5で除して百分率表示したもの）の関係を描

いたものである。これらの結果から、定量を行う試料の水温が検量線用標準試料と差がない場合の定

量結果については設定濃度からのズレはなく、水温差が生じた場合には、それに比例して色度が

0.016/℃の割合で変化することがわかった。 

図-9は色度0.5度に設定した試料について、水温を

概ね15℃、20℃、25℃、及び30℃として変動係数（n=5）

を求めたものである。当該の水温範囲において吸光度

は変化するものと思われるが、各水温での測定精度に

ついては大きな差はなく、何れも安定して測定できる

ことを確認できた。 

当局では、色度検査における測定結果の最小表示値

を0.5度とし、当該濃度測定時の誤差率を±10％に規

定して水質検査の信頼性を保持しているところであ

る。当局が規定している誤差率を遵守するためには、測定対象となる試料と標準試料の水温差を3.0℃

以内にしなければならないことを、本調査によって明らかにすることができた。 

 

５．まとめ 

吸光度測定において、試料水温の上昇（もしくは低下）によって吸収スペクトルが長波長側（水温低

下では短波長側）へシフトする現象が生じることを確認できた。透過光測定法による色度検査では、

波長を 390nmに固定して吸光度の測定を行うため、未知試料と検量線用標準試料の水温が異なった場

合に当該の影響による定量誤差が生じるものと思われる。このため、色度0.5度（水質基準値の1/10）

の試料を誤差率±10％以内で測定する場合には、水温差を 3.0℃以内にしなければならないものと推

定される。 

今後、本調査で得られた知見について、標準作業手順書への反映を検討していく予定である。 
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１．はじめに 

当局は、水源から給水栓まで一貫した水道トータルシステムの中で、法令に基づく水

道水の水質検査を始めとして、水源の水質状況を把握する定期の水質調査、浄水場の処

理性能を確認する日常の水質試験や資機材・水道用薬品に関する品質試験、さらに各種

自動水質計器などから得られた様々な測定データを通じて、水道水の安全性を評価して

いる。 

 当局における水質管理の自動化は、水質自動計器とネットワーク通信を組み合わせる

ことによって一元管理された水質遠隔監視装置システムの構築に始まり、自動計測と遠

隔監視によって約 40年間、給水栓水の毎日検査と水質管理を行っている。さらに、平

成 11年度に水質試験所本所と各分室を相互にネットワークを介して接続できる水質試

験データ検索装置（以下、旧システム）の運用を開始し、水質管理に必要な各種データ

を蓄積してきた。しかしながら、近年、多様化していく業務に対してシステム機能面で

不足している箇所が目立ってきた。また、他事業体では ICT技術の活用による水質異常

への早期対応や水質検査結果の情報共有に関する取り組みが進められている１）。 

そこで、ICT技術を活用したシステムの再構築によって実現した、水質管理データの

統合的な管理と運用を通じた水質管理の高度化への取り組みと、新システムの稼働によ

って得られた成果について報告する。 

 

２．旧システムについて 

２．１ システム構成 

システム構成図を図-１に示す。旧

システムはオンプレミス(当局での一

元管理)によるサーバー・クライアン

ト方式を採用しており、水質試験所本

所（当局柴島浄水場内）を拠点とし、

庭窪分室（当局庭窪浄水場内）と豊野

分室（当局豊野浄水場内）をネットワ

ークによって一体的に運用してきた。

ハードウェア（サーバーや操作端末）

は、５年を目途に定期的に更新し、シ

ステムについては、ハードウェアの更

新や WindowsOSのサポート終了等の

タイミング、また水質基準項目等の逐

次改正にあわせて改修を行ってきた。

また、旧システムは社会要請に合わせて、情報管理の強化や維持管理費用の低減化を目

的に、その構成を大きく２度変更した。 

第１世代：所単独サーバー＋専用操作端末＋独自ネットワーク（通信会社） 

第２世代：所単独サーバー＋専用操作端末＋局共通情報ハイウェイ 

第３世代：局統合基盤サーバー＋専用操作端末＋局共通情報ハイウェイ 

２．２ 旧システムが抱えた問題 

約 20年の運用中に、次に示す問題が発生した。 

１）水質基準の逐次改正への対応 

旧システム設計時には、水質基準項目やそれに準ずる項目の逐次改正の考え方がなか

ったことから、システムに年度管理の概念を持たせなかった。このため、一旦改正が行

われると、再設定等で膨大な時間を要し、また過去のデータとの紐づけを維持すること

図—１ 旧システムの構成  



 

 

が困難になった。 

２）試験内容や項目・対象の拡大 

試験種別の大幅な増加によって、改修に係る費用が膨大となったことから、一部の帳

票については自製することになり、データの一元管理体制が崩れてしまった。 

３）トレーサビリティ確保 

検査結果の履歴情報を確保するためには、帳票の修正ログ記録を保持することが望ま

しいが、機能改修では対応出来ないことがわかった。また、水道 GLPを効果的に運用す

るために実現したい、分析機器等から得られたクロマトグラフ等の１次記録との紐づけ

についても、電子ファイル上で実現するためには、機能改修では対応できないことがわ

かった。 

４）保守技術者の確保 

機能改修は行っていたものの、プログラム言語は当時のままであり、取り扱える技術

者が減少し、保守管理体制が脆弱になってしまった。また、機能改修に係る費用の増加

が懸念された。 

 

３.再構築の事前準備について 

３.１ システム再構築業務 

 水質管理に関するデータの保管及び帳票出力には、有効数値の丸め（JIS丸め）や最

小記入値、定量下限値など、数値処理に関する特有の管理が必要になる。また、水質分

析者（検査員）の業務支援の観点から、最新の ICT関連技術を搭載したシステム構築が

必要であると考え、システムコンサルタント（民間企業）の知見を活用して検討を進め

ることとした。検討期間は１年間とした。 

３.２ 旧システムの現状調査と分析 

 現状調査では、旧システムの開発

当時からの設計書や手順書の存否、

開発・維持・改修に関係する各種書

類の整理を進めた。また、旧システ

ムのハードウェアの状態とサポー

ト状況、システム稼働に必要な関連

ソフトウェアのサポート状況を整

理し、費用対効果が高い更新時期を

検討した。更に、ネットワーク構成

や局内の他システムの連携の有無、

また水質管理に関係する分析機器

や水質遠隔監視装置との連携の可

能性とこれらシステム連携によっ

て得られる効果も検証した。 

 その結果、システム再構築の課題

（旧システムの機能的課題とシス

テム移行時に発生する課題）として

12項目が抽出された（図-２）。旧

システムは、手入力が基本となって

おり、データ入力に時間を要すると

ともに、入力ミスも引き起こす可能性があるなど作業効率が悪いこと、また利用者全員

が全ての機能を利用できるため、意図しない情報の更新や削除等が容易にでき、セキュ

リティー面で不安があること、サポート終了のソフトウェアが存在することから、速や

かに再構築することが望ましいとの結論が得られた。一方、他の水質関連システムや局

内システムとの連携については、相手方システムの再構築及び改修・更新時期によって

対応することが望ましいとの結論となった。 

３.３ 情報提供依頼（RFI）と事業体へのヒヤリングによる調査 

 予算規模や開発実施可能性を検証するため、水質管理データを取り扱う企業（システ

図—２ システム再構築の課題とその対応策  
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ムメーカーや水処理関連メーカーなど）を対象に情報提供依頼（RFI）を実施した。ま

た、他の水道事業体へのヒヤリングを通じて、システムの保有状況や課題・規模や管理

対象データの範囲等について情報収集を行った。その結果、当局の要求レベルに耐えう

るためには、当時のパッケージタイプでは大幅なカスタマイズが必要であること、水質

試験データの完全移行の実現には、新システムのプログラム構成が移行難易度に大きく

影響することがわかった。 

３.４ 新システムに求める機能要件の設定 

 新システムの設計方針の検討にあたり、水質

関連データの一元管理の実現、セキュリティ

ー・堅牢性の充実、局内資源の最大限活用、保

守管理作業の軽減を図るとともに、対応策への

機能要件（図-２）として、新システムの主な

機能を表-１のように設定した。さらに、業務

効率の向上を目指し、ICTの最新技術として注

目されている定型業務の自動化(RPA技術)や

音声・画像認識機能によるデータ入力・帳票出

力支援、AI技術による水質管理のデータ解析

支援への導入可否及びそれらの導入効果を検

討した。その結果、RPA技術は単独システムへ

の導入では費用対効果が得られないこと、音

声・画像認識機能はその識別機能が当局業務の

活用レベルには耐えられないこと、AI技術は

費用対効果に加え、実証実験によってその効果

を見極める必要があったため、再構築と同時期

での導入を見送ることとした。 

３.５ 再構築（本調達）に向けた取り組み 

 本調達での調達方式は、価格要素と技術要素

の合計で受注者を決定する総合評価落札方式

一般競争入札とした。これは、新システムは水質管理業務の根幹を担うものであり、シ

ステムの完成度や充実度、新技術の導入可否が事業者の技術力によって大きく左右する

ため、その技術力を評価する必要があったためである。また本調達の範囲は、再構築（新

システムの設計・開発）に加え、旧システムから新システムへのデータ移行作業、稼働

後の運用・保守を一体とした。事業期間は開発１年と運用保守５年の計６年とし、開発・

運用費の低減化を目指した。本調達の発注にあたって、複数事業者から入札参加資格申

請がなされ、外部有識者参加による検討会議を通じて、システム会社を選定した。 

 

４. 再構築業務（新システム開発）について 

４.１ 開発体制と方針 

 システム開発は、表-２のように進

めた。着手早々に、新型コロナウイル

ス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が

発出され、関係者間での打ち合わせ

機会や手段について、大幅な制限を

受けた。 

新システムは、全てオリジナルの

プログラムによる開発とし、オンプ

レミスによる Web方式を採用した。 

４.２ 新システムの稼働に伴う成果 

１）旧システムの問題解決による効果 

水道法の逐次改正方式への対応やトレーサビリティー確保（水道 GLPへの対応）、編

集履歴やログ管理を確実に行うことでセキュリティー・堅牢性を確保した。 

表—２ 新システム開発スケジュール 

令和２年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
動作環境分析
実施計画書作成
環境設計
機能設計
テスト計画

製造

単体テスト
結合テスト
総合テスト
受入テスト
職員研修

データ移⾏

表—１ 新システムの主な機能 

機能 内容

データ管理

定量下限値・最⼩記⼊値の識別
基準値・目標値との判定
3σ値の評価による異常値の表⽰
季節限定調査と定期調査の識別
検査結果へのファイル添付

データ連携
Excel・csvファイルの自動取り込み
他部署作成の各種帳票類
水道GLP検査結果との連携

データ検索
期間指定検索
年度横断同⽉検索
地点・項⽬指定検索

データ出⼒

Excel出⼒（帳票・データ⼀覧）
年次統計処理
検査結果書発⾏（HP公開含む）
Access出⼒（⼀覧管理）

進捗管理機能
水質試験・検査の進捗
お客さまからのお問い合わせへの回答

市内残留塩素
管理

水質TMデータ管理
残留塩素濃度の予測値算出



 

 

新システムには当該システム内で進捗確認できる機能を付加した。これによって、水

質試験所内のデータ確認（情報共有）を紙から電子ファイルへ移行するとともに、検査

の進捗状況などもリアルタイムに確認できる仕組みとなった。 

２）機能強化による効果 

他課や外部機関から提供されるファイル（Excel,csv形式）を自動取り込みすること

で、手入力や登録時の読み合わせ作業など人的負担が軽減された。さらに残留塩素管理

機能を搭載し、水質遠隔監視装置で取得したデータを取り込むことによって、給水栓に

おける想定塩素濃度や浄配水場における必要塩素量などを自動的に算出可能となった。 

３）Webシステムによる効果 

データ処理を局の統合基盤サーバーで行うことで、データの入出力を行う端末（庁内

端末等）に専用のソフトウェアを搭載する必要がなくなり、開発及び維持費を低減させ、

保守作業が容易になった。また、データ入出力や管理を複数人で同時並行的に実施可能

となった。 

４）局共通基盤に構築したことによる効果 

新システムを局の庁内共通ネットワーク上に構築したことから、クライアント端末が

庁内端末となり、外部からの不正アクセスなどの対策を局の統合基盤で行え、これらの

対策に要していた労力等を削減できた。さらに、当局の with/afterコロナに向けた体

制の構築として、BYOD（Bring Your Own Device）によるテレワークの仕組みが構築さ

れた。この仕組みを併用することで、自宅や採水等の作業場所（局外）からも水質管理

に関するデータ入力・閲覧の実務が可能となり、迅速な情報共有の仕組みを技術的に構

築できた(図—３)。 

 今後、当局の関連システムの再構築が予定されており、更なる連携と機能強化を模索

している。また、タブレット端末の利活用や水質分析機器等の検査関連システムとの連

携も検討し、ICT技術による更なる水質管理の高度化を目指していく。 

 

５．まとめ 

１）システム再構築は、構想段階を含めると３年を要して完了した。旧システムが抱え

た種々の問題に対応するとともに、システム構成を見直し、情報管理に関する堅牢性

を向上させた。 

２）再構築に合わせて、検索手段やデータ連携、進捗管理機能、残留塩素管理機能など

の業務支援機能を充実させ、水質管理の高度化に取り組んだ。 

３）Webシステムを採用することで、複数人による同時並行的な作業を実現した。また、

局共通ネットワーク上に構築を行ったことで、BYODによる外部アクセスの仕組みとの

連携が実現でき、場所を問わず水質管理データにアクセスできる仕組みとなった。 

６．参考文献 

１）森ら：水質情報管理システムの開発と活用方法に関する検討―水質情報を一元化し

たプラットフォームの開発―、水道協会雑誌、第 88巻、第９号、５-８、2019. 

図—３ ICT技術を活用した水質管理（一部将来構想含む） 



FT-IRを用いた水道水中の劣化異物分析 

 

               大阪市水道局 ○柳瀬 剛士 北本 靖子 吉村 誠司 

1. はじめに  

 高度浄水処理が本市に導入されてから 20年以上が経過

した。かび臭やカルキ臭などの異臭味やトリハロメタンな

どの消毒副生成物が低減され、より安心・安全な水道水を

お届けすることができるようになった。しかしながら、浄

水場から供給される水が良質であっても、給水栓に至るま

での給配水過程に起因する水質異常が生じる場合がある。

本市では、年間約 200件程度の水道水質に関する問い合わ

せを受け、そのうち異物に関するものは、件数として約2～

4割を占めている（図-1）。水道水中の「異物」は、お客さま

が目で見てすぐにわかるため、水道水質に対する大きな不安要因となりうる。本市では、形

状観察に加えて、電子顕微鏡(以下、SEM)を用いた特性X線による元素分析(以下、EDS)やフ

ーリエ変換赤外分光光度計(以下、FT-IR)を用いた機器分析を併用することで異物の同定に

努めてきた。特に FT-IRによる異物分析においては異物の原因となる可能性のある物質を

集めた専用ライブラリを作成して活用することにより、異物の同定精度を向上させてきた

1）。しかしながら、水道水中から漏出した異物は、長期間、加熱や塩素に接触することで劣

化し、使用当初の物性から変化することから同定が難しく、特に水道用ゴムパッキン由来で

あると考えられる黒色異物については、明瞭な定性結果が得られないことがある。そこで、

新たに材質の異なる数種類の黒色のゴムパッキン（以下、黒ゴム）について、それらを次亜

塩素酸ナトリウムに浸漬させることで劣化評価を行い、異物分析精度の向上を検討した。 

 

2. 異物の試験方法 

（１）前処理操作 

水道用黒ゴム試料としては、市販のアクリロニトリル・ブタジエンゴム（以下、NBRゴム）、

スチレン・ブタジエンゴム（以下、SBRゴム）、エチレンプロピレンジエンゴム（以下、EPDM

ゴム）を主成分とするものを使用した。また、これらのゴムを強制的に劣化させるために

13％の次亜塩素酸ナトリウムに4℃の暗所で1か月間浸した。これらの試験試料は、十分に

精製水で洗浄した後、シリンジなどで可能な限り周囲の水を除去し、恒温乾燥器（乾燥温度

60℃程度）にて十分乾燥してから、次の分析作業に供した。 

（２）分析機器と測定条件 

 FT-IR（日本分光製FT/IR4700）を使用した測定は、一回反射ATR法とし、波数500cm-1か

ら4000cm-1の範囲の赤外吸収スペクトルを測定した。また、黒色異物の同定に適しているゲ

ルマニウム結晶を用いた。 

図-1 水道水質に関する 
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３．結果と考察 

３．１ FT-IRによる各種黒ゴムの評

価 

一般的なゴムの種別分析方法と

しては、FT-IRによる定性方法が

知られている 2）。図-2に、新品の

各種黒ゴム（NBRゴム、SBRゴム、

EPDMゴム）のスペクトル測定結果

を示す。特徴的なピークとして、

SBRゴム（図中A）は、700cm-1の

-C6H5（ベンゼン環由来）、970cm-1

の-CH=CH-結合、 2800cm-1の-C-H

結合が検出された。NBRゴム（図中B）は、970cm-1

の-CH=CH-結合や1460cm-1の-CH2-結合、2240cm-1の

-CN結合、2800cm-1の-C-H結合のピークが検出され

た。EPDMゴム（図中C）は、1460cm-1の-CH2-結合、

2800cm-1の-C-H結合のピークが検出された。また、

各種黒ゴムの化学構造を図-3に示す。今回の検討

に用いた各種黒ゴムには、図-2で検出された官能

基を含んでおり、一般的に水道用ゴムパッキンとし

て使用されている黒ゴムはスペクトルの違いから、

種別を同定できることがわかった。 

 

３．２ FT-IRによる劣化異物の評価 

（１）SBRゴム 

図-4に、FT-IRによる標準品SBR

ゴム（図中A）と13%次亜塩素酸ナ

トリウムで1か月浸漬させた試料

（図中 D）のスペクトル測定結果

を示す。結果から、次亜塩素酸ナ

トリウム処理したSBRゴムは標準

品に比べ、970cm-1の-CH=CH-結合

由来のピークが減衰していること

を確認した。これは、黒ゴムの表

面が次亜塩素酸ナトリウムによっ

て劣化し、ゴム成分主鎖由来の-CH=CH-結合が開裂することでピークが減衰したと推察され
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    図-2 FT-IRによる各種黒ゴムの測定結果 

図-4 FT-IRによるSBRゴム劣化前後の測定結果 

    図-3 代表的な黒ゴムの化学構造 



た。このため、劣化したSBRゴムは、黒ゴムの標準品スペクトルによるライブラリ検索で、

同定率の低下につながっていたと考えられた。 

 

（２）NBRゴム 

図-5に、FT-IRによる標準品

NBRゴム（図中B）と13%次亜塩

素酸ナトリウムで 1か月浸漬さ

せた試料（図中E）のスペクトル

測定結果を示す。結果から、次亜

塩素酸ナトリウム処理した NBR

ゴムは標準品に比べ、970cm-1の

-CH=CH-結合由来のピークが減

衰していることを確認した。ま

た、NBRゴムの特徴的なピーク

（2240cm-1の-CN結合由来のピーク）が消失し、-OH結合由来のピークの出現が確認された。

これは、SBRゴムと同様に、長期間使用しているゴムパッキンが水道水中の次亜塩素酸によ

って表面が劣化し、ゴム成分主鎖由来の-CH=CH-結合が開裂することによるピークの減衰お

よび-CN基の脱離と-OH基の結合が考えられた。このことから、劣化したNBRゴムについて

も、黒ゴムの標準品スペクトルからなるライブラリ検索で、同定率の低下につながっていた

と考えられた。 
 
（３）EPDMゴム 

図-6に、FT-IRによる標準品

EPDMゴム（図中 C）と 13%次亜

塩素酸ナトリウムで 1か月浸漬

させた試料（図中F）の測定結果

を示す。結果から、次亜塩素酸ナ

トリウム処理したEPDMゴムは標

準品と比較して、検出されるピ

ークに顕著な差異は見られなか

った。結果から、EPDMゴムにつ

いては、劣化の有無によらず、一

定の同定率を得られると考えら

れた。ただし、標準品として今回は市販品を用いたため、詳細な製造法や表面処理・耐劣化

処理などが不明である。このため、継続的に黒ゴム製品（EPDMゴム）について調査し、ライ

ブラリの充実を検討していく。 
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図-5 FT-IRによるNBRゴム劣化前後の測定結果 
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図-6 FT-IRによるEPDMゴム劣化前後の測定結果 



３．３ 黒色異物ライブラリ検索事例 

３.１および３.２で得られたゴム

の材質（標準品）およびそれらの

次亜塩素酸ナトリウムによる劣

化時のスペクトルデータを専用

ライブラリに登録した。 

実際にお客さまから「台所から

黒い異物が出る」という問い合わ

せがあったため、該当試料（色：

黒色、所感：ゴム様、SEM-EDSに

よる元素分析：C,O,S検出）につ

いて、FT-IR測定結果のライブラリ検索を行った事例を表-1に示す。その結果、標準品（表

中：ゴムNBR）との同定率（表中：HQI）が896.76であったことに対して、新たに登録した

劣化品（表中：次亜塩素酸劣化ゴムNBR）との同定率は912.51となり、FT-IRによる黒色異

物の同定率の向上を確認できた。 

４．まとめ 

1）材質の異なる数種類の黒色ゴムパッキンをFT-IRで評価した結果、素材の官能基に由来

し、それぞれ検出されるスペクトルが異なることがわかった。 

2）黒色ゴムパッキンを次亜塩素酸ナトリウムに浸漬させることによって強制的に化学変化

（劣化）させ、それらの表面状態を FT-IRで評価した結果、SBRゴムと NBRゴムに関し

ては劣化前後でスペクトルに変化が見られた。EPDMゴムは劣化前後で検出されるピーク

に差異はみられなかった。 

3）数種類のゴムの材質および次亜塩素酸ナトリウムによる劣化試料のスペクトルをライブ

ラリに登録し、形状観察や SEM-EDSの元素分析によって黒ゴム様と判明したお客さまか

らのお問い合わせ試料に対してライブラリ検索を行った結果、新たに登録したライブラ

リと高い一致度を示し、黒色異物の同定率を向上させることができた。 

5．今後の展開 

 FT-IRは表面分析であるため表面劣化が過度な物質については明瞭な結果が得られない

場合がある。そのため、表面状態に関係なく異物に含まれる有機添加剤の情報を取得するこ

とが可能な加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析計（以下、TD-GCMS）3）などを併用して、

劣化した異物分析への精度を向上させていく予定である。 

【参考文献】 

1） 春田ら、水道水中の異物分析における専用ライブラリの活用、日本水道協会第 64回全

国水道研究発表会講演集、pp.40-43(2013) 

2） ゴム-赤外分光分析法によるゴムの種類の同定 [JIS K 6230:2018] 

3） 柳瀬ら、TD-GCMSを用いた水道水中の劣化異物分析、令和３年度水道研究発表会予定 

表-1 問い合わせ試料のライブラリ検索結果 



水中粒子画像解析による藻類の識別事例の報告 
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１． はじめに 

上水道において藻類の大量発生は、異臭味、凝集障害、ろ過閉塞等の要因となり、長年の課題となってい

る。早期に適切な対処を行うためには、要因となっている藻類の早期識別が望ましいが、従来の手動顕微鏡

による粒子分析では時間を要するためタイムリーな対処を行うことが困難であった。本報告では、この識別

による時間を短縮するため、水中粒子画像解析技術を用いた藻類自動識別事例を紹介する。 

 

２．水中粒子画像解析の仕組み 

水中粒子画像解析装置は、幅広い倍率のレンズの 2㎛～1㎜の水中粒子に対応しており、肉眼では観察でき

ない水中粒子を、複数の特徴量により識別することができる。装置の構造は図 1に示すとおりである。対象

のサンプル水を投入口に挿入すると、シリンジポンプにより、サンプル水がフローセルを通過するよう吸引

する。その際に、1秒間に何千もの粒子画像（図 1）が撮影される。コンピュータにてリアルタイムに各粒

子の画像を長さ、幅、アスペクト比、透明度などの特徴量を数値化し、既知の特徴量に基づき自動的に分類

する。 

                           

               

撮影された粒子の画像は既知の特徴量に基づいて、それぞれのプ

ランクトン種別に分類されることにより、従来時間を要していた

識別プロセスの短縮を可能とした。技術者は、画像認識ソフトウ

エアを使用して、様々な特徴量の中から、さらに細分化した特性

フィルタを作成することで、より細かい分析を行うことも可能で

ある。また、収集データの管理において、顕微鏡記録は転記およ

び人の手によってデジタル化する必要があるが、水中粒子画像解

析装置は、特徴量による分類から更に、対象藻類の数、濃度、お

よびサイズなどの概要を示すグラフと統計値を自動的に表示する

（図 3）。これらの機能により、測定から解析までの時間を短縮す

ることを可能とした。 

図 1 水中粒子解析装置の構造 図 2 湖の藻類画像データ例 

図 3 ソフトウエアより生成されるグラフの例 



 

３．水中粒子解析を活用した藻類の識別事例 

（１）概要 

カナダアルバータ州全域にある約 60箇所の湖で藻類調査を行った。その際に、生成された藻類の総数と詳

細の分析を、標準的な光学顕微鏡と水中粒子解析装置の両方を使用しその結果を比較した。 

 

（２）検証方法 

本検証では、6月から 9月にかけて各湖より隔週にて毎月サンプルを収集した。収集から 24時間以内の生

細胞の分析を可能にするため、ラボに輸送する際は収集後すぐに冷暗所に保管し、さらにプランクトンなど

の脆弱な生物の固定や保存に用いられるルゴール液を使用してサンプル水を保管した。 

光学顕微鏡は倍率 40～63倍のものを使用し、各サンプル水に含まれる藻類の最大サイズを観察した。その

結果を水中粒子解析装置の対物レンズの倍率とフローセルの直径数を設定する際の基準とした。水中粒子解

析装置の対物レンズを 20倍にすることで、光学顕微鏡とほぼ同等の識別が可能となった。そのため、最終

的には、20倍の対物レンズと 50㎛のフローセルを使用して 0.02mL/分の流量でフローセルを通過する条件

のもと観察を行った。なお、フローセル内側のガラス表面に藻類が付着することを防ぐため、濃度 5%のヨ

ウ素ベース酸性ルゴール溶液をサンプル水に添加した。 

光学顕微鏡と水中粒子解析装置の識別結果は、相関分析によって評価した。 

 

（３）検証結果と考察 

水中粒子解析装置の対物レンズの倍率は、藍藻類の総細胞数と検出さ

れた藍藻類の種類に影響を与えた。図 4に示すように、20倍率の対

物レンズを使用した際、4倍率の対物レンズで同じサンプル量を分析

して得た結果と比較して 14倍の総細胞数、そして 4倍の藍藻類の濃

度を検知することができた。これより、高倍率の対物レンズの使用に

より高画質の画像撮影を行うことで、細胞直径が 5㎛未満の比較的小

さな藍藻類の検出が可能であることがわかった。 

20倍率の対物レンズの水中粒子解析装置と 63倍率の光学顕微鏡を使

用し、186のサンプルを対象に藍藻類の識別を行った。それぞれのデ

ータを図 5Aに記した結果、有意な正の相関を得られた。また、藍藻類

の細胞個数が 100,000 cell／mLを超えない場合、より有意な正の相関

を示すことが分かった（図 5B）。同様に、主要な藻類分類群（図 6Aアナ

ベナ属、図 6Bミクロキスチス属、図 6Cアファニゾメノン属）の総細胞数も有意な正の相関を示した（図

6）。アファニゾメノン属の水中粒子解析装置での検出数が光学顕微鏡を使用した場合より少なく見られた。

これは、群体となって浮遊するアファニゾメノン属を個別に識別することが困難であったからと考える。 

これらの結果から、群体を除く藻類に対し水中粒子解析装置を活用した識別が有効であることがわかった。 

また、作業効率が向上したことから、光学顕微鏡を使用した場合では週に 15サンプルの分類データしか生

成できなかったが、水中粒子解析装置を使用したことにより週 50サンプルの分類データを生成することが

できた。このように、水中粒子解析装置は多くのサンプルをタイムリーに分類する際に有効的であることが

分かった。 

図 4 対物レンズの倍率ごとの総細

胞数と藻類種の検出データ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．おわりに 

藻類の識別に対して水中粒子画像解析の技術を適用した事例を紹介した。これまで人の経験に依存してきた

藻類識別管理だが、水中粒子の特定を自動化することで、藻類の識別にかかる時間を大幅に削減できること

がわかった。しかし、細分化した識別を実施するためには、自動分類のベースとなる藻類データのライブラ

リの充実が必要であることがわかった。これらの課題も踏まえ今後は、ライブラリの充実、サンプリングの

自動化等、藻類識別調査の時間短縮やオンライン化による浄水場での活用を目指し、引き続き技術開発を進

めていきたい。 
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(2) Graham, M.D. et al. High-resolution imaging particle analysis of freshwater cyanobacterial blooms. Limnology and 

Oceanography: Methods. 2018. P.1-11. doi:10.1002/lom3.10274. 

 

問合せ先 ：横河ソリューションサービス株式会社 環境システム本部 企画部 開発グループ 

      渡邉 彩花 TEL：0422-52-6701 E-mail: Ayaka.Watanabe@yokogawa.com 

図 5 水中粒子解析装置と光学顕微鏡に

よる藻類の総細胞数の相関 

図 6 水中粒子解析装置と光学顕微鏡による

主要な藻類分類群の総細胞数の相関 

 



猪名川浄水場におけるオゾン処理設備の更新事例 

〇洗 優佑(阪神水道企業団)  金子 周平(阪神水道企業団) 

山根 久和(阪神水道企業団) 用害 良徳(阪神水道企業団) 

 

1 はじめに 

 

阪神水道企業団（以下「企業団」という。）の猪名川浄水場は、昭和 38 年の稼働以後、段階

的な拡張工事及び高度浄水処理施設を導入し、Ⅰ系、Ⅱ系、Ⅲ系と 3 系統の浄水処理施設を有

する施設能力 916,900㎥/日の基幹浄水場である。このうちⅢ系オゾン処理設備は、平成 5年に

1,2号、平成 7年に 3号、平成 9年に 4号が稼働を開始し、最終的に処理能力が 321,900㎥/日

となった。 

しかし、本設備は稼働から約 25 年が経過したため、令和元年度より更新工事を実施してい

る。本報告では、オゾン処理設備更新に至るまでの経緯、オゾン処理設備の仕様と台数の検討

並びに異なる仕様の新設設備を既設設備と併用しながら更新する施工方法について報告する。 

 

2 既設オゾン処理設備の仕様 

 

猪名川浄水場のオゾン処理設備のシステムフローを図-１に表す。猪名川浄水場では空気原料

のオゾン発生器を使用し、接触槽は有効水深 5m、接触時間は約 10 分の上下迂流 3 段向流接触

方式である 1）。注入量については、オゾン化空気量を一定とし、オゾン発生濃度の変更により

増減させ、活性炭吸着槽の流入渠末端にて溶存オゾン濃度が設定値（0.25mg/L）となるようフ

ィードバック制御を行っている。企業団では、オゾン処理設備の更新基準を定めており、水処

理性、運転管理性、維持管理性から評価を実施した結果、各機器の劣化が進行していること、

部品製造が終了し供給が困難なこと、今後の維持管理費が増大するなどの理由により、基準通

りの更新が必要と判断した 2）。 

 

  

図-1 猪名川浄水場オゾン処理設備システムフロー 



3 オゾン処理設備更新の検討 

 

更新に際して最新の技術動向を調査したところ、既設接触槽に高濃度オゾン発生器と低風量

型散気装置（散気板、又は散気ディスク）を導入すれば、ブロワ、除湿機及び排オゾン処理装

置等の補機類の容量の小型化が可能となり、機器費、維持管理費及び消費電力が低減すること

が見込まれた。 

そこで、オゾン発生器の台数と発生容量等についても検討を行った。既設発生器の導入時

は、オゾンの平均注入率を 2 mg/L、最大注入率 3 mg/Lとし、接触槽を 2槽運用から 3槽、4

槽へ段階的に稼働することを考慮したため、10kgO3/hの発生器を順次 4台設置した。しかし、

これまでの運転実績では平均注入率 1 mg/L、最大注入率 2.55 mg/Lであり、また、導入時の

想定より低い注入率での運転状況が多くなっていた。その結果、最大注入率を変更せず、設置

台数を 4台から 3台に変更する方が、工事費、消費電力量や維持管理上においても優位である

ため、13.4kgO3/hの発生器を 3台設置することを決定した。 

なお、新設オゾン処理設備を導入した際の水処理性については、数値流体力学（CFD）での

シミュレーションを行い、オゾン吸収効率や槽内の溶存オゾン濃度分布等が既設オゾン処理設

備を運用している場合と同等であることを確認している 3)。 

これらの検討から高濃度オゾン発生器と低風量型散気ディスクを組み合わせ、発生容量を増

量した 3台の発生器を導入することに決定した。表-1に既設・新設オゾン処理設備の仕様

を、図-2の左に既設、右に新設発生器を示す。 

 

 既設オゾン処理設備 新設オゾン処理設備 

オゾン発生器 円筒多管無声放電方式・4台 円筒多管無声放電方式・3台 

原料ガス 乾燥空気（露点－60℃以下） 乾燥空気（露点－60℃以下） 

放電管 ガラス系放電管 ガラス系放電管 

発生容量 10.0kgO3/h（1台当たり） 13.4kgO3/h（1台当たり） 

発生濃度 20g/㎥(N)（1台当たり） 40g/㎥(N)（1台当たり） 

ブロワ 空気原料・520㎥/h・0.108MPa 空気原料・358㎥/h・0.18MPa 

散気装置 セラミック散気筒 低風量型散気ディスク 

気液接触方式 上下迂流 3段向流接触方式 上下迂流 3段向流接触方式 

接触時間 約 10分 約 10分 

排オゾン処理装置 マンガン触媒＋活性炭(4台) マンガン触媒＋活性炭(3台) 

表-1 既設・新設オゾン処理設備の主な仕様 



4 更新工事中の課題と対応 

 

4-1 工事施工の課題の検討 

 

更新工事の施工にあたっては、本来であれば施工リスクや経済性を考慮し、Ⅲ系オゾン処理

設備を全停止して行うことが望ましい。しかし、Ⅲ系オゾン処理設備を全停止させる場合、必

要給水量の確保が難しくなるため、既設のオゾン処理設備を稼働させながら施工することが求

められる。そこで、新たに新設オゾン処理設備のみ制御を行う新共通制御盤の設置を行った後、

既設設備の共通制御盤も稼働させながら発生器の更新を稼働期間が長い設備より順に 1 台毎に

施工し、残りの設備で運用を行うこととした。 

ただし、新設・既設設備を併用運転する場合、発生オゾン濃度・風量・圧力などの機器仕様

が異なるため、更新工事中にオゾンの注入を適切に行うための運用方法について検討した。 

 

4-2 新設・既設設備併用運転時の対応 

 

新設オゾン処理設備が稼働を開始している状態での更新工事中のオゾン処理設備全体の運用

概略図を図-3に示す。新設設備の稼働後は、新設・既設それぞれの系統で単独運用ができる仮

設配管の設置を行うようにした。これにより既設のオゾンヘッダ管も流用しながら互いのオゾ

ン処理設備に影響を及ぼすことなく設備の更新を行うことが可能となった。なお、このときの

オゾン注入率は、新設・既設共用で比率設定器にて新設・既設設備それぞれの処理水量を設定

することで、共に適切なオゾンの注入を行うことができる。 

しかし、このような運用を行う中で機器故障時のバックアップ体制について課題が生じるこ

ととなった。施工前の故障停止時は、オゾンヘッダ管にて各発生器が接続されているため、自

動でバックアップされていたが、更新工事中は新設・既設設備がそれぞれ単独でオゾン接触槽・

排オゾン処理装置へと接続されているため、新設・既設設備間を自動でバックアップすること

が不可能であった。  

図-2 既設・新設オゾン発生器 



そこで更新工事中はオゾン化空気配管を既設ヘッダ管へ接続したままとし、新設の排オゾン

ヘッダ管は既設ヘッダ管と仮設の連絡管で接続した。これにより新設である 2 号のオゾン発生

器が故障した場合、①のバルブを開、②③のバルブを閉とすれば、既設のオゾン発生器から新

設オゾン処理設備系統へのオゾンの注入が可能となる。同様に新設の排オゾン処理装置が故障

した場合、④のバルブを開とすれば新設と既設の排オゾンヘッダ管が連絡され、新設オゾン処

理設備で発生した排オゾンを既設の排オゾン処理装置で処理することができる。このような配

管の接続により、故障時のバックアップ体制を整えることができた。 

 

5 おわりに 

 

 オゾン処理設備の更新にあたり、高濃度オゾン発生器及び低風量型散気装置を導入すること

で既設オゾン処理設備よりも機器費、維持管理費及び消費電力が低減される機器が導入される

こととなった。本工事は、既設オゾン処理設備の運用を継続させながら更新工事を実施してい

るため、課題の抽出と解決を図りながら更新工事を進め、令和 4 年度の完成を目指している。

また、故障時にも処理水量を減量することがないようバックアップ体制の確立を行い、慎重に

施工している。今後更新を迎える他の高度浄水処理設備の更新についても安全に施工できるよ

う、本工事での教訓を活かしていきたいと考える。 

【参考文献】 

1)花元ら：猪名川浄水場オゾン処理システムの技術的特徴,第 44 回全国水道研究発表会,p234-236(1993) 2)小椋ら：オゾン処

理設備の更新の考え方について,第 25 回日本オゾン協会年次講演会講演集,p97-100(2016) 3)小椋ら：オゾン処理設備の更新

に向けた既存接触槽への高濃度オゾン発生器の導入可能性調査,第 27 回日本オゾン協会年次講演会講演集,p41-44(2018) 

図-3 更新工事中のオゾン処理設備の運用概略図 

 



猪名川浄水場における返送水質改善手法の開発にむけた調査研究 

 

 阪神水道企業団 ○浅堀 悠介  西澤 浩司 

 メタウォーター株式会社  村田 直樹 

 

1. はじめに 

 阪神水道企業団では、沈澱汚泥の脱水ろ液（以下「脱離水」という。）や濃縮槽上澄水、

ろ過池洗浄排水など、浄水処理に伴い発生する排水の全量を着水井へ返送するクローズ

ドシステムを採用しており、返送水のうち半量程度が浮上分離設備 1）による処理を経て

返送されている。しかし、脱離水や濃縮槽上澄水にはアンモニア態窒素や溶解性マンガ

ン（以下、それぞれ「NH3-N」「溶解性Mn」という。）等の溶解性物質が淀川原水と比較

して多く含まれていることが分かっており 2)、それらの返送による浄水処理等への影響が

懸念されている。 

 現在、猪名川浄水場では浮上分離設備が更新時期を迎えており、排水処理の見直し検

討の一つとして、新たな排水処理方式の開発検討を進めている。そこで、当企業団では

メタウォーター㈱との共同研究により、令和 2年度から生物酸化や化学酸化を用いた前処

理設備と膜ろ過設備の複合システムを用いて、猪名川浄水場返送水への適用性調査を開

始した。 

 本報では、⑴基礎調査として、猪名川浄水場の返送水を処理対象とした場合の膜ろ過

特性の確認調査、続いて ⑵膜ろ過の前段に生物酸化等を活用した前処理設備を導入した

システムを適用した場合の水処理性・運転性について、調査を行ったので報告する。 

2. 処理対象水（実験原水）の水質状況 

 本実験調査に用いる処理対象水の水質に

ついて、調査開始から令和 3年 7月末まで

の測定結果を表-1に示す。処理対象水は、

排水の中でも特に溶解性・不溶解性物質共

に負荷の高いことが示唆されている脱離水

2)を用いた。脱離水の性質として、浄水原

水（淀川河川水）と比較すると全期間を通

して負荷が非常に高いことや、同じ脱離水

でも排出元設備の稼働状況により大きく水

質が変動することなどが挙げられる。 

3. 処理対象水に対する膜ろ過性確認調査 

(1) 実験方法 

 本調査に用いた実験プラントについて、

フロー図及び設備仕様を図-1、表-2にそれ

ぞれ示す。脱離水を処理対象水として、セ

ラミック膜による全量ろ過（デッドエンド

方式）を行った。また、一定のろ過時間毎

に物理洗浄を実施した。実験条件は表-3の

通りである。なお、調査初期には凝集剤

（硫酸アルミニウム）注入の有無による比

較調査を 2系列で並行して行った。 

 

表-1 処理対象水（脱離水）の水質 

図-1 膜ろ過実験フロー 

R2.10～R3.7

平均値
（n=37）

最大値 最小値

水温 ℃ 17.5 29.5 6.2 5.1～30.3

濁度 度 86 212 7 6.8

色度※ 度 139 345 20 14

pH - 7.75 8.21 6.73 7.4

NH3-N mg/L 8.5 21.6 0.3 0.03

TOC mg/L 33.0 133.7 7.6 2.0

E260 5mmﾌﾛｰｾﾙ 0.15 0.31 0.08 0.034

総Mn mg/L 13.7 30.6 2.3 0.021

溶解性Mn mg/L 13.2 33.6 0.5 -

※見かけの色度（参考値）

浄水原水データは令和2年度における猪名川浄水場原水の年間平均値

水質項目 単位

処理対象水（脱離水）
【参考】

浄水原水



(2) 凝集剤注入有無による比較調査結果 

 調査初期に 2 系列の膜ろ過装置を使用し、凝集

剤注入有無における膜差圧挙動の比較調査を行っ

た。物理洗浄間隔毎（バッチ間）の膜差圧を図-2

に、物理洗浄直後の膜差圧を図-3 に示す。結果と

して、脱離水に対して凝集剤を注入しても膜差圧

挙動に大きな違いは確認できなかった。これは、

脱離水が浄水処理過程で既に荷電中和が完了した

汚泥から発生する排水であるため、凝集剤を注入

しても凝集効果が発現しなかったからと考えられ

る。なお、膜ろ過水質も同等であったことから、

以降は凝集剤無注入にて調査を行うこととした。 

(3) 膜ろ過連続通水結果 

 図-4 に、装置稼働開始から令和 3 年 5 月にかけての連続運転結果を示す。なお、脱離

水の排出元設備運用の関係上、装置運転は基本的に平日のみとした。結果より、令和 2年

12 月までの期間については、凝集剤なしの条件下で 3 ヶ月程度の安定運転が可能である

ことを確認した。しかし、令和 3年 1月以降、急激な膜差圧上昇が確認された。この原因

について調査したところ、同期間に脱離水水質（TOC 等）が悪化し、処理負荷が増加し

ていることが分かった。この遠因として、本事象の発生から 1ヶ月程度前より淀川水源上

流部にて急激に藻類（珪藻類）数が増加 3）しており、この藻類が増加した河川水が浄水

場に流入後、浄水処理及び排水処理工程を経た上で、脱離水水質に影響を与えたものと

考えられる。藻類の増加時期と TOC のピークには 1～2 ヶ月程度の差があり、淀川水源

にて藻類が減少した後の時期においても膜差圧への影響は続いていた。また、令和 3年 4

月以降、TOC 値は低下したものの、依然膜差圧上昇が高い傾向が継続していた。同時期

においては淀川水源上流において黄色鞭毛藻類が増加しており、この影響を受けたもの

表-2 膜ろ過設備の仕様 

表-3 膜ろ過処理 実験条件 

膜ろ過面積 0.4m2/1系列

系列数 3系列

処理水量 2m3/日（3系列の合計）

使用膜

ケーシング収納型

セラミック膜

（公称孔径：0.1µm）

構成
内圧式モノリス型

（外径φ30×1000mmL）

膜ろ過流束（m/日） 1.44

物理洗浄間隔（時間） 2.5

凝集剤なし：バッチ間当り約 7kPa増加 
凝集剤なし：1日当り約 1.3kPa増加 
凝集剤あり：1日当り約 1.7kPa増加 

図-2 物理洗浄間隔毎の膜差圧挙動比較 図-3 洗浄直後毎の膜差圧挙動比較 

：関連設備停止による長期装置停止期間 

図-4 膜差圧の変動と淀川水源上流部の藻類発生状況 



と考えられる。なお、藻類発生期間における浄水処理への影響は特に確認されていない。 

 以上のことから、脱離水を対象とした場合の膜ろ過適用性について、平常時は適用可

能ではあるものの、淀川河川での藻類増加時には膜差圧へ大きな影響を与えることが確

認され、洗浄方法等について対策の検討が必要であることが示唆された。 

4. 生物酸化システムを前処理に用いた膜ろ過システム適用性調査 

(1) 実験方法 

前処理設備として、膜ろ過前段に生物処理と粉末活性炭吸着の効果を備えた生物処

理・粉末活性炭吸着槽（以下「生物処理槽」という。）を導入したシステム（以下「ハイ

ブリッド膜ろ過システム」という。）の、水処理性及び運転性の調査を行った。本調査の

実験フローを図-5 に示す。処理対象水に、生物処理槽内の濃度が一定となるよう粉末活

性炭を注入し、生物処理槽にて一定時間滞留後に汚泥沈降槽を通過させ、その上澄水を

対象に膜ろ過を行う。膜ろ過洗浄排水や沈降槽の沈降汚泥は生物処理槽へ返送/循環して

おり、所定の濃縮率により濃縮している。濃縮率の調整は、汚泥系外排出量の変更によ

り行った。 

(2) 運転条件 

運転条件を表-4に示す。RUN1では、実

施設化時のコスト低減の観点から、試験的

に生物処理槽内で曝気を実施しない方式に

より調査を行った。RUN2以降からは曝気

を実施し、RUN3以降においては曝気量の

増加を行うと共に、膜差圧抑制の観点から

生物処理槽の濃縮率について大幅な見直し

（低減）を行った。 

(3) 調査結果 

  i) 運転性調査結果 

 実験期間における膜差圧の推移を図-6に

示す。3.で示した膜ろ過連続通水結果と同

様、冬季に藻類発生に起因すると考えられ

る膜差圧の急激な増加が確認された。な

お、前段工程の生物処理槽水が非常に高濁

度であることから、後段に沈降槽を設置し

ているものの、3.の結果より大きな膜差圧

の増加が確認された。RUN3以降は、膜ろ

過流入水濁度の低下及び脱離水中の藻類減

少に起因し、RUN-1,2 と比較して膜差圧

の上昇は緩やかとなっている。RUN-3 の

条件下では 1.5 ヶ月程度の連続運転が可能

であり、薬品洗浄は年 8回程度行う必要が

あると想定される。ただし、ろ過継続時間

が 1時間未満であることや、状況により大

きく変動する原水性状に対応するため、今

後は化学的強化逆洗（CEB）を用いた検

討を行うなど、運転性のさらなる改善が必

要と考えられる。 

図-5 ハイブリッド膜ろ過システム 

     を用いた実験フロー 

表-4 運転条件 

図-6 ハイブリッド膜ろ過システム 

     における膜差圧の変動 

RUN-1 RUN-2 RUN-3

生物処理槽内粉炭 濃度

曝気風量
（生物処理槽容量：100L）

- 2～5L/min 10L/min

生物処理槽内滞留時間

濃縮率 ＞100倍 100倍 10倍

膜ろ過流束 1.44m/d

300mg/L

4時間



  ii) 水処理性調査結果 

 各条件における水処理性について、結果を表-5 に示す。濁度・色度は、全条件にて対

処理対象水比 90%以上の除去率となっており、膜ろ過流入水が非常に高濁度である生物

処理槽水であっても極めて良好に除去可能であることが確認された。NH3-N 及び溶解性

Mn について、RUN-1 では処理性が確認されず、特に溶解性 Mn については処理対象水

よりも逆に増加する傾向が確認された。これは、生物処理槽及び沈降槽に沈降した汚泥

の嫌気化により、汚泥中の不溶解性マンガンが還元され再溶出したものと考えられる。

RUN-2 では生物効果の発現とマンガンの再溶出防止を目的とし、生物処理槽にて曝気を

開始した。最適風量検討のため、徐々に曝気風量を増加したものの処理性は発現せず、

RUN-3 ではより曝気量を増加したところ、両項目について比較的良好な処理性の発現が

確認された。水温の上昇も一因として考えられるが、処理性安定後に 2週間程度曝気停止

状態としたところ、顕著に処理性が低下したことから生物処理性の発現及び維持のため

には十分な曝気量の確保が重要であることが確認された。 

 以上より、運転性及び処理性の両面について、RUN-3 の条件にて比較的良好な結果が

確認された。今後は RUN-3 の条件を基本形とし、より効率的な運転条件について検討を

進める予定である。 

5. まとめ 

 猪名川浄水場の脱離水を処理対象としてセラミック膜ろ過を適用した結果、凝集剤を

添加せずとも安定した膜ろ過が可能であった。ただし、水源での藻類発生等に起因する

と考えられる処理負荷増加時には、膜差圧への大きな影響が見られた。この対策として、

処理対象水が休日には排出されない運用の特性を活用した洗浄方法等も含め、改善の検

討を進めていく。 

 また、水処理性については十分な曝気を行うことで、ターゲットとする NH3-N につい

ては 80%以上、溶解性 Mn については平均して 30%程度の除去率を確認できた。ただし、

低水温期については処理性を確認できておらず、今後継続調査を行う必要がある。 

 以上より、猪名川浄水場における返送水質改善手法としてハイブリッド膜ろ過システ

ムの可能性が示唆された。今後は、運転性・処理性の両面に加えコスト面なども含めた

トータル的な観点から、より効率的な運転条件等について追求し、実施設化に向けた検

討を進める。 

【参考文献・引用データ】  

1)花元他：浮上分離装置による場内回収水の水質改善、第 42回全国水道研究発表会講演集、pp.253-255、1991.  

2)浅堀他：猪名川浄水場における新たな返送水質改善手法の開発に向けた調査研究―水質面から見た排水処理の

現状調査―、令和２年度水道研究発表会講演集、pp.198-199、2020.   

3)滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 瀬田川プランクトン調査結果より 

 HP: https://www.lberi.jp/setagawa_plankton 

表-5 水処理性の結果 

平均値 除去率 平均値 除去率 平均値 除去率

n数 -

水温 ℃

濁度 度 110 0.03 100% 116 0.04 100% 40 0.09 100%

色度※ 度 146 5.0 97% 240 6.0 97% 65 4.8 93%

TOC mg/L 22.1 15.6 29% 81.4 58.8 28% 12.3 8.8 29%

NH3-N mg/L 7.9 6.2 21% 15.0 14.9 1% 5.0 1.2 76%

溶解性Mn mg/L 9.5 9.5 0% 24.2 23.9 1% 9.4 5.9 37%

※見かけの色度（参考値）

9 11

12.3　（6.9～19.5） 25.1　（18.1～29.5）

運転条件 RUN-1 RUN-2

処理対象水
平均

膜ろ過水

14.0　（6.2～22.0）

15

水質項目 単位
処理対象水

平均

膜ろ過水

RUN-3

処理対象水
平均

膜ろ過水



水安全計画におけるろ過池冬季目標残留塩素濃度低減に伴う水質調査のまとめ 
 
 

滋賀県企業庁 
〇安本勇太 島田桃衣 門野薫 瀧口喜三男 

 
１．はじめに 
 滋賀県企業庁が所轄する 3 浄水場のうち琵琶湖北湖を水源としている馬渕浄水場と

吉川浄水場について今回の調査を実施する。図 1の浄水場の管路図に示す通り浄水池か

ら直接配水池に送水される管路と、一旦調整池に送水されてから配水池へ送水される管

路が存在する。浄水場の近辺と遠方で残留塩素濃度に大きな差が出ることから、平成 30

年度から、調整池の追加塩素注入装置（以下「追塩装置」という）を稼働し、順次残留

塩素濃度の平準化を実施している。追塩装置は次亜塩素酸ナトリウムの劣化防止と設備

の維持管理上通年稼働させる必要があり、冬季は残留塩素の消費が少ないため、残留塩

素管理を見直す必要があった。そのため吉川浄水場ろ過水の残留塩素濃度を通年の当庁

管理基準である 0.55 mg/L よりも低い 0.40 mg/L に設定し、追塩装置の運転継続をした

上で、ろ過水残留塩素を下げたことで懸念されるマンガン障害の調査を実施した 1)。令

和 2 年度は馬渕浄水場においても冬季のろ過水残留塩素濃度の低減を計画し、マンガン

砂の性能低下によるろ過水のマンガン濃度の上昇およびそれに伴う色度等の水質への

影響について両

浄水場共に調査

を実施し、ろ過水

の傾向について

調査した。今回は

この 2 年間の結

果のまとめを報

告する。なお、両

浄水場のマンガ

ン砂は、原水より

供給されたマン

ガンにより自然

に形成されたも

のである。 

 

２．水安全計画による管理 

図 1 浄水場の管路図 



 当庁では独自の水質基準とし

て、厚生労働省が定める水質基準

（色度 5度、マンガン及びその化合

物 50 µg/L）よりも厳しい管理基準

を水安全計画により制定している
3)。当庁の管理基準は水道維持管理

指針 2)を参考にしており、昨年度の

実績を基にろ過水の管理方法を立

案した 1),3)。日々の水質管理は色度

を基準に実施しており、水質異常で

ある判断の目安を色度 0.4 度とし

た。また、マンガン測定の際には、

管理濃度を 5 µg/L とした。 
 

３．調査方法 

令和元年度および令和 2 年度のろ

過水の残留塩素低減実施期間はそれ

ぞれ令和元年 12 月 1 日から令和 2 年

3 月 15 日、令和 2 年 12 月 21 日から

令和 3年 2月 29 日の期間（以下、「低

減期間」という）であった。ろ過水残留塩素濃度は図 3 のとおり吉川浄水場では一度に

0.40mg/L まで低減させ、馬渕浄水場では図 2 および図 6 のとおり段階的に低減させた。マ

ンガンの測定頻度については、令和元年度の吉川浄水場は週 4、5 回、令和 2 年度の馬渕浄

水場は週 3回、吉川浄水場は週 2 回実施し、採水時には色度や残留塩素濃度を確認した。色

度の測定は Water Analyzer 6000（日本電色製）、マンガンの測定は ICP-MS の iCAP Q（サー

モフィッシャーサイエンティフィック製）を用い、マンガンの検量線濃度範囲を 0.1 µg/L

から 5.0 µg/L に設定した。 

 

４．結果および考察 

4.1 吉川浄水場 

 吉川浄水場の令和元年度および

令和 2 年度冬季のろ過水残留塩素

濃度のモニタリング結果を図 3に示

す。低減期間終了後も含め、ほとん

ど逸脱がなく、およそ目標値通りに

残留塩素が管理できていることを
図３ 吉川浄水場ろ過水残留塩素濃度の推移 

図２ 冬季ろ過池管理のフローチャート 



確認した。 

低減期間中のろ過水色度の測定結

果を図 4 に示す。低減期間中は両年

度共に低い水準で安定しており、残

留塩素濃度の低減による色度の変化

は見られなかった。この結果は低減

期間外での測定結果とほとんど差が

なかった。 

ろ過水マンガンの測定結果を図 5

に示す。令和元年度においては低減

期間中にマンガン濃度の上昇がみら

れたものの、管理基準値の 5.0µg/L

よりも十分低い値であった。また、

低減期間終了後は再びマンガン濃度

が低下し安定して推移していること

も確認されたことから、マンガン砂

への再吸着が示唆された。一方、令

和 2 年度はマンガン濃度の上昇は見

られず安定して推移していた。色度

およびマンガン濃度が令和 2 年度の

方が安定して推移していたのは、マ

ンガン砂にマンガンが蓄積されマンガン除去性が増加したためだと考えられる。 

 
4.2 馬渕浄水場 

馬渕浄水場の令和 2 年度冬季のろ

過水残留塩素濃度のモニタリング結果

を図 6 に示す。比較として同年度の吉

川浄水場のデータも併せて表示してい

る。吉川浄水場の場合と同様におよそ

目標値通りに残留塩素が管理できてい

ることを確認した。 
低減期間中のろ過水色度の測定結果

を図 7 に示す。色度の推移についても

同様に低減期間内外を問わず安定して推移していることを確認した。 
ろ過水マンガンの測定結果を図 8 に示す。吉川浄水場の場合とは異なり、馬渕浄水場の場

図５ 吉川浄水場ろ過水マンガンの推移 

図 2ろ過水残留塩素濃度の推移 

図６ 令和 2年度各浄水場ろ過水残留塩素濃度の推移 

図４ 吉川浄水場ろ過水色度の推移 



合 1 月半ばから 2 月にかけてマン

ガン濃度が増加する結果となっ

た。このマンガン濃度が増加した

期間は残留塩素濃度を 0.50 mg/L

以下に設定している期間と重なっ

ており、残留塩素濃度の低減によ

りマンガン砂からの溶出が示唆さ

れたが、マンガン濃度は当庁が定

める管理基準値を超過することは

なかった。また、低減期間終了後

は再びマンガン濃度が低下し安

定して推移していることも確認

されたことから、マンガン砂への

再吸着が示唆された。マンガンの

動向を探るため原水および凝集

処理水のマンガン測定も実施し

たが、凝集処理水とろ過水および

原水とろ過水のマンガン濃度に

相関は見られなかった。このこと

より、ろ過水のマンガン濃度の増

減は沈殿池および水源の状態に

依存せず、ろ過水の残留塩素濃度

に影響すると考えられる。 
 
５．おわりに 
 吉川・馬渕両浄水場においてろ過水残留塩素管理基準を低減させたが、マンガン砂の性能

低下による水質異常は見られず運用できることが確認された。今回の結果を基に、令和 3 年

度においては馬渕浄水場においても冬季に残留塩素濃度を一度に 0.40 mg/L まで低減させ

て運用する方針である。また、水安全計画において冬季ろ過水管理方法（図 2 フローチャー

ト）を付属書として掲載させ、運用のマニュアル化を行う予定である。 
 
【参考文献】  

1) 安本他：吉川浄水場ろ過水の目標残留塩素濃度の低下に伴う水質調査、令和 2 年度水道

研究発表会講演集 P.202-203（2020） 
2) 日本水道協会：水道維持管理指針 2016（2017）P.367-368 
3) 滋賀県企業庁：滋賀県営水道水安全計画 2013（最終改訂 2019） 

図８ 令和 2年度各浄水場ろ過水マンガンの推移 

図７ 令和 2年度各浄水場ろ過水色度の推移 



水口浄水場での消毒副生成物低減に向けた取り組み 
 

滋賀県企業庁 
〇島田桃衣 熊﨑起弥 門野薫 

 
 
１．はじめに 
 当庁の浄水場のうち野洲川を水源とする水口浄水場では，夏期の原水水質悪化時に浄水

の消毒副生成物濃度が特異的に上昇するため，水質に応じた対応が求められてきた．以前よ

り野洲川や流入河川の調査および原水の消毒副生成物生成能調査を行い，水質計器による

連続測定で原水の水質に応じた浄水処理を行っている．あわせて浄水の消毒副生成物調査

により，浄水処理の効果を確認してきた．本年度は，実際に水質が悪化した時の導水施設で

の原水および浄水についての水質調査を行ったので，その経過と効果について報告する． 
 
 
２．水口浄水場の概要 
 水口浄水場の平均導水量は約 1050 ㎥/hr，平均送水量は約 23,000 ㎥/day，処理方式は

PAC による凝集沈殿+急速ろ過である．処理フローを Fig.１に示す．導水施設から浄水池末

端までは導水量により約 11.6 時間から約 17 時間程度必要である．導水施設では粉末活性

炭注入設備を有し，消毒副生成物対策のほ

か，農繁期の臭気対策や油臭事故対策のため

に整備されている．消毒副生成物対策では，

夏期の原水水質悪化時に粉末活性炭注入を

行い，滋賀県営水道水安全計画により水質基

準よりも厳しく設定した独自の管理基準で

運用している（Table 1）i．なお，連絡管により当庁の他の浄水場から浄水の相互融通が可

能である． 

 
Fig. 1 水口浄水場の処理フロー 

 
 
 
 

Table 1 当庁での管理基準 

 管理基準 mg/L 水質基準 mg/L 

ジクロロ酢酸 0.01 0.03 

トリクロロ酢酸 0.01 0.03 

クロロホルム 0.012 0.06 



３．これまでの取り組み 
 原水は夏期の雨天時に水質が悪化し，浄水の消毒副生成物濃度が特異的に上昇する．消毒

副生成物低減に向けて，平常時は前塩素を停止して中間塩素処理を基本とした．2018 年 7
月から導水施設において原水の紫外線吸光度 UV-αVIS（UV 吸光度を濁度で補正した値）

を消毒副生成物の代替指標として用いて浄水処理を行っている．対応としては原水の水温

が 20℃以上において，UV-αVIS が 0.140 を超え 0.120 を下回るまで粉末活性炭注入を

20mg-dry/L で行うこと，0.660 を超えると当庁の浄水処理では対応できない恐れがあった

ため，取水量を低減あるいは取水停止して当庁の他の浄水場から連絡管により浄水の融通

を受けることとしたii．Table 2 に示すように，水温が 15℃以上であり UV-αVIS が 0.140 
を超えた期間を水質悪化期間として水質調査をし，2018 年 7 月から#1 として順番に番号で

管理をしている． 
また，消毒副生成物のうち当庁

で主にリスクの高い物質はクロ

ロホルム，ジクロロ酢酸，トリク

ロロ酢酸であるが，これらの測定

結果から生成量が互いに高い相

関にあったためクロロホルムを

モニタリングに使用した． 
 

  
４．本年度の取り組み内容と結果 
4.1 調査試料 
 浄水については，2018 年 7 月から引き続き 2021 年 8 月まで調査を行った．水質悪化期

間#1 から#69 において，6 時間毎または 8 時間毎に採水を行い，クロロホルムを測定した． 
原水については，2021 年 4 月から 2021 年 8 月にあたる#48 から#69 について，導水施

設に設置されている株式会社エヌケーエス製の自動採水機 LYSAM-P 型を用いて 3 時間間

隔で採水した．前処理として孔径 1.0μm の GF/B ガラス繊維ろ紙でろ過したものを調査試

料とした． 
 

4.2 対象物質および分析方法 
 浄水のクロロホルムの測定にはパージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析計に

よる一斉分析法を用いた． 
原水は，三次元励起－蛍光マトリクス（Excitation-Emission Matrix：EEM）測定によ

り，励起波長 Ex 260 nm / 蛍光波長 Em 435 nm（ピーク①）および Ex 340 nm / Em 435 
nm（ピーク②）の蛍光ピークをフルボ酸・フミン酸様物質として用いた．スペクトル取得

の際に精製水によるブランク補正，吸収スペクトルから内部遮蔽効果の補正を行った．蛍光

Table 2 当庁での浄水管理 

 原水水温 期間開始 期間終了 

水質悪化期間 
（調査対象） 15℃以上 UV-αVIS が

0.140 超 30 時間後 

粉末活性炭 
注入期間 20℃以上 UV-αVIS が

0.140 超 
UV-αVIS が

0.120 未満 



強度は 10µg/L 硫酸キニーネ溶液の Ex 350 nm / Em 455 nm の蛍光強度を 10 QSU として

規格化した．採水に使用した LYSAM-P 型では，ポリ容器・室温保存・開放系となるため，

採水直後に試料回収ができない場合を考慮して同条件により原水における１週間後の経時

変化を EEM 測定から得られるフルボ酸・フミン酸様物質のピーク①およびピーク②に大き

な変化がないことにより確認している． 
また，UV-αVIS および水温は水質計器による連続測定であるため，基本的に正時におけ

るデータを使用した．ただし，水温については導水施設において計器が導入されていないた

め，水口浄水場内の原水の水温計による測定値で代用した． 
 
4.3 結果 
 #48 から#69 の原水について UV-αVIS と

EEM 測定によるフルボ酸・フミン酸様物質

（ピーク①）の蛍光強度との関係を Fig.2 に

示す．UV-αVIS は 0.4 付近まででピーク①の

蛍光強度と相関を示した．これより，水質悪化

の指標として UV-αVIS を使用していること

が妥当であることが示された． 
 そこで，導水施設から浄水池末端までの到

達時間を導水流量により計算し，クロロホルム測定対象とした浄水にあたる原水の水質測

定値を確認した．導水流量は瞬時で変化するためそれぞれの期間ごとの平均値を使用し，最

も近い時刻での測定値を使用した． #48 から#55 において粉末活性炭が 3mg-dry/L 注入さ

れていた時のピーク①とクロロホルムの関係は Fig.3 のとおりとなった．なお，粉末活性炭

を 3mg-dry/L注入していたのは 4月中旬から 7月初旬にかけての農繁期の土臭対策である．

この期間は盛夏でないこともありクロロホルムの生成が管理基準値を超えていなかった．

ピーク①とクロロホルムには相関が見られ，粉末活性炭で除去される以上に負荷源となる

有機物が相当量含まれることが考えられた． 
 #56から#69において消毒副生成物対策として粉末活性炭を 20mg-dry/L 注入していた期

間についてのピーク①とクロロホルムの関係を Fig.4 に示す．ほとんどが管理基準値を超過

Fig.2 UV-αVISとピーク①の関係 
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Fig.4 ピーク①とクロロホルムの関係 
（粉末活性炭 20mg-dry/L 注入） 

0
0.004
0.008
0.012
0.016
0.02

0 20 40 60 80

ク
ロ

ロ
ホ
ル
ム

/m
g/

L

蛍光強度/QSU

Fig.3 ピーク①とクロロホルムの関係 
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していないため粉末活性炭注入が有効であったことがわかる．クロロホルムがピーク①と

の相関にないことから，粉末活性炭全てが存在する有機物に寄与しておらず，粉末活性炭の

注入率を低減できる可能性が示唆された． 
水質悪化期間#48 から#69 のうち粉末活性

炭が注入されていなかった時のピーク①とク

ロロホルムの関係を Fig.5 に示す．当庁の指

標 UV-αVIS を満たさなければ水質悪化期間

ではないと判断して粉末活性炭は停止してい

るが，Fig.3 や Fig.4 と比較してピーク①の蛍

光強度は弱いにも関わらず管理基準値を超え

る事象が見られた．管理基準値を超過した点

では原水の水温が関係していることが示唆された． 
 
 
５．今後の課題 
 これまで，粉末活性炭注入制御として導水施設における原水の UV-αVIS を指標として

用いてきたが，より正確な制御のために連続測定計器として蛍光分光光度計による指標の

決定が必要となる． 
 また，蛍光分光光度計により測定される正確な有機物の濃度に加えて，導水施設における

原水水温も制御の最適化として重要である．水温による消毒副生成物生成量を把握し，水温

と蛍光強度による２指標で活性炭注入が行えるように整えていくことが必要である．今後

は，より適切な活性炭の注入により活性炭の削減に貢献できる調査を実施していく． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考文献 
i 滋賀県企業庁：滋賀県営水道水安全計画，2013 年 3 月制定（2019 年 3 月最終改訂） 
ii 大方正倫ほか : ハロ酢酸の低減に向けた浄水処理制御方法の設定と実運用，Journal of EICA,第 21 巻，pp.73-80 
(2016) 
 
謝辞 EEM 測定では，会計年度任用職員の池田卓也氏に多大なご協力をいただきました．記して感謝申し上げます． 

                                                   

Fig.5 ピーク①とクロロホルムの関係 
（粉末活性炭なし） 
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１． はじめに 

本市では、「湖都大津・新水道ビジョン」の基本方針の一つとして「安全で安心な湖都大津の水道 ― すべ

てのお客様がいつでもどこでも安心して、おいしく飲める水道を未来につなぎます」を掲げ、水質管理の充実と

強化を推進している。 

中でも具体的な取り組みの一つである「水質を維持するための水道管洗浄作業」では、濁水発生の未然防止と

水質維持向上対策の方法として、通常は排泥管や消火栓からの放水による洗浄作業を実施している。しかし、一

部の地区（石山内畑町）において、この洗浄作業実施直後においても濁水が何度も繰り返し発生した。 

このことから、アイスピグ（特殊材料）を活用した特殊洗浄工法により濁水の原因となる管内の夾雑物を除去

し安心で安全な給水の確保を図ったので、事例研究として報告する。 

２． 現場（管路）の状況 

（１）対象地区（石山内畑町）の特徴 

山間地に位置し、計画給水人口 100 人で配水池以降の配管延長約 420ｍで水道整備を行ったが、人口減少が

進み、現在は約 30 人となっている。このため、管内流速の低下により水が滞留するほか、対象配水管の経年

により、濁水の発生が課題となっている。（図１）参照。 

（２）管路の状況 

①材質 ： ダクタイル鋳鉄管 

②口径・延長 ： 呼び径 100 及び 75 延長約 420ｍ 

③布設年 ： 1979 年（昭和 54 年）布設 約 40 年経過 

（図 1） 

 

図 1 洗浄対象管路 

 

特殊洗浄工法を用いた配水管の洗浄 
 

 

○林 春己（大津市企業局）     金銅 崇皓（藤野興業㈱） 

 



３． 特殊洗浄工法による洗浄 

（１）工法採用 

アイスピグは氷（固形物）で管内を洗浄する技術で、管内面の汚れを擦り取るとともに管外へ運搬する能

力を有し、経年化が進んでいる管路でも安全性が高く、口径の変化や曲がりにも対応可能であることから、

当該工法を採用した。 

（２）作業状況 

作業状況については、写真 1 から写真 3 のとおり。また、洗浄作業の前後に管内カメラを挿入し、管内状

況の確認も行った。 

  

 

 

 

 

写真 1 ｱｲｽﾋﾟｸﾞ注入状況           写真 2 ｱｲｽﾋﾟｸﾞ回収状況          写真 3  回収したｱｲｽﾋﾟｸﾞ 

４． 洗浄結果 

 ①洗浄状況確認 ： 実施前後に管内カメラを挿入し状況確認を実施（平成 29 年度）。洗浄 1年後の確認でも異

常なし（平成 30 年度）。2 年後は確認なし。3 年後となる令和 2 年度に管内カメラ挿入した結果、異常なし

であった。 

 ②洗浄時間 ： これまでは夜間に実施し、職員 2 名 2 班体制で 6～7 時間要した作業を今回の工法では、昼間

時間帯で、約 4時間で完了した。確認のため職員 2 名要。 

③効果 ： 通常の放水洗浄で排除できなかった夾雑物を取り除くことにより、お客様に安心して水道を使用

していただくことはもとより、働き方改革の観点からも効率的効果的な工法である。また、これまでは今

回のようなケースの配管は更新してきたが、延命化させることでも大きな効果はある。 

５．将来展望 

今後も引き続き経過観察を実施し、結果を数値化することで、今後の維持管理の参考とする。特殊洗浄後の管

路の計画的な洗管作業の計画や管路更新計画の資料とする所存である。 

６．おわりに 

安全、安心な給水を将来的にも持続させることは、すべての水道事業者の使命であることから、皆様の事業体

でも今回の事例が参考になれば幸いである。 

７．謝意 

 最後に本事例研究に協力いただきました関係の皆様に感謝を申し上げ、事例研究の報告とする。 

 

特殊洗浄工法を用いた配水管の洗浄 
 



旧規格消火栓用補修弁の点検整備における一考察 

 

              岩渕 成吾（豊中市上下水道局）  矢野 章吾（豊中市上下水道局） 

山中 伸一（豊中市上下水道局） 〇池上 聡宣（豊中市上下水道局） 

 

１．はじめに 

平成 30 年（2018 年）の水道法改正にともない、水道施設を良好な状態に保つため点検を含む施設の維持・

修繕を行うことや水道施設の適正な管理のための水道施設台帳の作成、保管が義務付けられた。 

そのようななか、旧規格消火栓用補修弁の埋込みボルト腐食による漏水や消火栓を含む補修弁の弁箱上部

が離脱し物損事故等に至る事故が全国的に発生し問題となっている。本市においても、物損事故等には至っ

ていないものの、旧規格の補修弁における漏水事故が発生しており、計画的な点検・整備が喫緊の課題とな

っていた。 

 

２．本市施設概要と旧規格補修弁 

本市は令和 2年度（2020 年度）末時点におい

て給水人口 400,948 人に対し、総延長 813,575

ｍの管路(うち基幹管路 75,424ｍ)で配水を行

っており、その管路付属施設として仕切弁

16,307 基、空気弁 265 基、消火栓 5,622 基等が

設置されている。 

管路施設が老朽化するなか、地域水道ビジョ

ンである「第 2次とよなか水未来構想」に基づ

き、仕切弁や空気弁等については施設の重要度

により定めた周期で点検を行うとともに、劣化

状況に応じた適切な整備を行う等、効率的かつ

合理的な点検整備を進めている。それとは別

に、消火栓については補修弁も含め消防局(市)

が点検を行い、不具合等が確認されれば上下水道局(局)が修繕・整備を

実施し、その費用は市の一般会計から繰り入れられるものとなってい

る。 

問題となる補修弁は、「JWWA B 126 水道用補修弁」旧規格のものであ

り、本市では平成 11 年度（1999 年度）以前に設置した補修弁が対象で

ある。この旧規格の補修弁は、弁箱上下を接合するボルト材質が現状

SUS(ステンレス鋼)に対し、SS(一般構造用圧延鋼)や埋込みボルトで径

が細く SS と比較し腐食により脆性破壊しやすい SCM(クロムモリブデ

ン鋼)が使用されているものがあった(図 1参照)。平成 29 年（2017 年）に本市で発生した補修弁漏水(写真

1 参照)も、ボルト径が細い SCM 埋込みボルトであり、弁箱上下を接合するボルト 5 本中 3 本が破断してい

た。このように今後もボルト腐食による漏水や補修弁の離脱事故が発生する可能性があり、特に消火活動や

消火栓点検、洗管作業における消火栓操作時に、補修弁ボルトに外力が作用するため、離脱事故が発生する

リスクを有している。離脱事故が発生すると消火栓を操作している職員や市民が人的被害にあう可能性が

あるため、早急な対策が必要であった。 

本市において、対象となる消火栓用補修弁は配水本管に 140 基、配水支管に 3,775 基の計 3,915 基が設

補修弁拡大図 

腐食 

漏⽔ 

補修弁 離脱 

図 1 補修弁接合部のボルト腐食 

写真 1 本市における補修弁漏水 



置されており、全消火栓用補修弁の約 7割に該当する。この莫大な数の補修弁を短期間で整備することは困

難である。また、消火栓に係る財源は一般会計からの繰り入れであるため、データとエビデンスに裏付けさ

れた事業の有効性・効率性等を客観に示す必要があった。 

そのため、現地調査によりボルト形状や劣化状況を把握するとともに、管路の重要度等も含めリスク評価

を行い、優先順位を明確にすることで、効率的かつ合理的に整備を進めるものとした。 

 

３．補修弁調査とリスク評価 

 平成 11 年度（1999 年度）以前に設置された市内一円の補修弁について、鏡や触診等にてボルト形状の確

認調査を実施した。調査効率を考え、このうち、「第 2次とよなか水未来構想」の目標年度である令和 9 年

度（2027 年度）までの幹線整備予定路線および平成 30 年度（2018 年度）から令和 4 年度（2022 年度）の

新配水管整備事業（第 7期）で更新が予定されている路線については、現地調査対象外とした。また、弁室

内の土砂による埋没状況等でボルト形状を確認できない補修弁も存在したが、同一工事にて施工された補

修弁については、局が一括購入し施工業者に支給していたことからボルト形状も同じと判断した。なお、ボ

ルト径を短時間で判断できるように独自の調査キット（写真 2 参照）を作成する等の工夫を重ねほぼ 1 年

で調査を終えた。 

調査の結果、ボルト形状は TypeⅠの六角穴付埋込み細ボルト、TypeⅡの埋込み細ボルト、TypeⅢのナッ

ト付細ボルト、TypeⅣの埋込み太ボルト、TypeⅤのナット付太ボルト、更に

TypeⅥのボルトなし、TypeⅦのその他の 7種類に整理することができた。ま

た、ボルト形状ごとに漏水、離脱危険度が高いものから順に危険度 Aから危

険度Ｅとし、更新予定路線や補修弁の代わりに仕切弁が設置されているもの

等については危険度無と設定した(表 1 参照)。 

TypeⅠはボルト径が細く、SCM が多く使われている埋込みボルトで、全国

的にも漏水・離脱事故履歴が多いため最も危険度が高く、危険度 Aとした。

TypeⅠ
六角⽳付
埋込み
細ボルト
(M12)

TypeⅡ
埋込み
細ボルト
(M12)

TypeⅢ
ナット付
細ボルト
(M12)

TypeⅣ
埋込み
太ボルト
(M16)

TypeⅤ
ナット付
太ボルト
(M16)

TypeⅥ
ボルトなし

TypeⅦ
その他

更新予定
現地無等

確認
できず

A
危険度

B
危険度

C
危険度

D
危険度

E
危険度

 高     低
A

影響度
高

AA
2基

(0.05％)

BA
26基

(0.66％)

CA
2基

(0.05％)

DA
39基

(1.00％)

EA
9基

(0.23％)

12基
(0.31％)

20基
(0.51％)

30基
(0.77％)

ブロック内
幹線

φ200以上

B
影響度
中

AB
13基

(0.33％)

BB
133基

(3.40％)

CB
1基

(0.03％)

DB
191基

(4.88％)

EB
31基

(0.79％)

φ150以下
C

影響度
低

AC
106基
(2.71％)

BC
697基

(17.80％)

CC
73基

(1.86％)

DC
1,066基

(27.23％)

EC
305基

(7.79％)

配水支管
合計

B・C
影響度
中・低

AB・AC
119基
(3.04％)

BB・BC
830基

(21.20％)

CB・CC
74基

(1.89％)

DB・DC
1,257基

(32.11％)

EB・EC
336基

(8.58％)

396基
(10.11％)

406基
(10.37％)

357基
(9.12％)

配水本管
(系統幹線)
φ350以上

ボルトタイプ

ボルトナット形状
イメージ図

危険度
－

危険度
無

危険度
不明

配水
支管

396基
(10.11％)

406基
(10.37％)

357基
(9.12％)

 

表 1 補修弁ボルト形状と調査結果 

写真 2 ボルト径調査キット 

M16 サイズ 

M12 サイズ 
M16 ナット 



なお、本市で発生した漏水もこの TypeⅠであった。また TypeⅡもボルト断面積やねじ切り部の接触面積を

考えると構造的に漏水、離脱危険度が比較的高く、危険度 Bとした。逆に TypeⅢは TypeⅡに比べてボルト

長が長くナットによる締付固定効果が期待できるため、漏水、離脱危険度は危険度 Cとした。TypeⅣや Type

Ⅴはボルト断面積やねじ切り部の接触面積が大きいことから、漏水、離脱危険度は比較的低いと考えられる

ためそれぞれ危険度 D、危険度 Eとした。 

 対象補修弁 3,915 基に対し、特に危険度の高い TypeⅠは配水本管（口径φ350mm 以上）で 2 基 0.05％、

配水支管(口径φ300mm 以下)で 119 基 3.04％、次に危険度の高い TypeⅡは配水本管で 26 箇所 0.66％、配

水支管で 830 箇所、21.20％であった。 

また、配水本管の漏水、断水となれば配水支管に比べて影響を及ぼす範囲は大きくなるため、影響度は口

径によって設定する必要がある。したがって影響度をφ350mm 以上の配水本管と配水支管の内φ200mm 以上

のブロック内幹線、それ以外のφ150mm 以下の配水支管に区分した。その危険度と影響度によりマトリック

ス法を用いたリスク評価を行っ

た。その結果、配水本管では、

TypeⅠと TypeⅡ、配水支管では

TypeⅠにおけるリスクが高いた

め、整備優先順位が高いと位置

付けた（表 2参照）。また、整備

費用等も考慮し、配水本管 Type

Ⅲや配水支管の TypeⅡ、TypeⅢ

は、早急な整備は行わないもの

の要監視と位置付けた。ただし、

定期的な点検を行い、漏水やぐ

らつき等が確認され始めた段階

で、整備対象に加えるものとし

た。 

 

４．対策方針 

リスク評価により定めた優先順位を基本として 10 年で整備を行う。対策工法としては「フランジ補強金

具工法」、「補修弁接合部補強金具工法」、「ステンレスロングボルト補強工法」、「補修弁更新」がある(表 3

参照)。 

「フランジ補強金具工法」は耐震性を有している補強工法ではあるが、消火栓室内は狭いうえ、本市では

補修弁の下フランジ部が床板に近接しているため、試験施工を試みたが掘削せずに施工することは困難で

あった。 

「補修弁接合部補強金具工法」は補修弁接合部や補修弁上フランジと補修弁接合部を挟み補強する工法

である。消火栓室の壁からある程度の幅があれば掘削せずに施工できる可能性があるため、経済性、施工性

に優れた工法である。 

「ステンレスロングボルト補強工法」は補修弁の上下フランジの既設ボルトを外し、ステンレス製ロング

ボルトを既設ボルトの穴に貫通させて補強する工法であり、掘削をともなう中では最も経済的な工法であ

る。本市の補修弁漏水においては、この「ステンレスロングボルト補強工法」で修繕を行った（写真 3 参

照）。 

整備方針としては、対象補修弁が設置されている管路は耐震管が少なく、耐震性を有する補強金具を使っ

て施工することまでは行わないものとした。そして、迅速に数多くの補修弁が整備できるように、掘削せず

表 2 整備対象補修弁 
優先順位 評価 配水管 ボルト形状 整備方針

1 AA 配⽔本管φ350以上(系統幹線) TypeⅠ 2
BA 配⽔本管φ350以上(系統幹線) TypeⅡ 26
AB 配⽔支管φ200以上（ブロック内幹線） TypeⅠ 13

3 AC 配⽔支管φ150以下 TypeⅠ 106
CA 配⽔本管φ350以上(系統幹線) TypeⅢ 2
BB 配⽔支管φ200以上（ブロック内幹線） TypeⅡ 133
BC 配⽔支管φ150以下 TypeⅡ 697
CB 配⽔支管φ200以上（ブロック内幹線） TypeⅢ 1
CC 配⽔支管φ150以下 TypeⅢ 73
DA 配⽔本管φ350以上(系統幹線) TypeⅣ 39
EA 配⽔本管φ350以上(系統幹線) TypeⅤ 9
DB 配⽔支管φ200以上（ブロック内幹線） TypeⅣ 191
EB 配⽔支管φ200以上（ブロック内幹線） TypeⅤ 31
DC 配⽔支管φ150以下 TypeⅣ 1,066
EC 配⽔支管φ150以下 TypeⅤ 305

配⽔本管φ350以上(系統幹線) 不明 再調査
配⽔支管φ200以上（ブロック内幹線） 不明
配⽔支管φ150以上 不明

不明 ︖
30

357 要監視

基数

5

1,715 監視
6

147 整備2

4 832 要監視



に施工できる可能性があり、経済性、施工性に優れた「補修弁接合部補強金具工法」を最初の 2年で可能な

限り先行して整備を行う。その後、8年間で費用の平準化を図りつつ、掘削をともなう中では最も経済的な

「ステンレスロングボルト補強工法」にて整備を行う。この

整備方針をリスク評価結果も踏まえ、消防局や市財政部に説

明、協議を行い、理解を得たことから令和 3年度より整備を

実施している。 

あわせて、水道施設台帳としても利用している水道 GIS を

活用し、属性データに「補修弁メーカー」、「製造年度」、「ボ

ルト形状」、「ボルトサイズ」等を追加することで、今後の補

修弁の適正管理を行うものとした。なお、埋没等でボルト形

状を確認できなかった補修弁については、近傍での掘削をと

もなう工事に併せ、確認、整備を行うものとしている。 

 

５．まとめ 

旧規格の補修弁ボルト腐食による事故予防対策として、現地調査により把握したボルト形状を基にリス

ク評価を実施し優先順位を定めた。その結果、市の財政運営が厳しいなかでも効率的で合理的な整備方針を

定めることができた。埋設環境によりボルト形状やボルト径が確認できていない補修弁や、消火栓用補修弁

だけでなく、空気弁用補修弁の一部も整備対象になるため、引き続き現地調査でボルト形状等を把握したう

えで整備を進めていきたいと考える。 

今後も水道施設の老朽化にともない、新たな劣化事象が発生する可能性があるが、無計画に整備するので

はなく、対象施設の性状把握、適正評価が結果的に合理的で効率的な点検整備に直結することを念頭におい

て、今後の維持管理を進める必要があると考える。 

表 3 対策工法比較表 

対策工
フランジ

補強⾦具工法
補修弁接合部
補強⾦具工法

ステンレスロングボルト
補強工法

補修弁
更新

対
策
工

イ
メ
ー
ジ
図

補強構造

補修弁上下のフランジ部を挟
む形で補強する工法。

補修弁接合部を直接補強す
る工法。

補修弁上下のフランジ部のボ
ルトを抜き、新たにステンレ
ス製のロングボルトにて挟み
補強する工法。

断⽔した上で、補修弁自体
を更新する工法。

施工性

弁室の床板と補修弁下部フラ
ンジが近接するため、掘削と
弁室の築造替が必要。

弁室の壁からある程度幅が
あれば、掘削せずに施工可
能。

弁室の床板と補修弁下部フラ
ンジが近接するため、掘削と
弁室の築造替が必要。既設ボ
ルト穴の通り調整がやや困
難。

断⽔工事となるため、地元
調整や洗管作業等が必要。
幹線やブロック内幹線等で
は断⽔が困難。

耐震性 〇 × × ×
経済性 × ◎ 〇 △
評 価 △ ◎ ◎※掘削する場合 〇

写真 3 ステンレスロングボルト補強工法 



幹線事故対応マニュアルの作成 
 

森山 祐則（豊中市上下水道局） 中川 裕義（豊中市上下水道局） 

池永 正文（豊中市上下水道局） 西澤 義晃（豊中市上下水道局） 

○立花 心 （豊中市上下水道局） 

 

１．はじめに 

 本市では、今後も増加する施設の老朽化や水需要の減少など、長期的な課題の対応を踏まえて、平成 29 年

度（2017 年度）に「豊中市水道施設整備計画」を策定するとともに、基幹管路及び基幹構造物の耐震化や系

統間のバックアップ化、配水小ブロック化などの事業を進めてきた。 

しかし、老朽管は現在も多数存在しており、漏水等の事故はいつ起きるかわからない状況にある。幹線レ

ベルでは平成 30 年度（2018 年度）にφ500 ㎜の管路で断水を要する漏水事故があった。特に幹線管路で事

故が起きた場合、広範囲に出水不良や濁水等の影響が生じることが容易に想定される。 

本市の幹線管路は各系統から複数箇所からのバックアップが可能であり、影響を小さくするには適切な方

法を選択しなければならない。また、緊急時には局職員が連携して対応する必要があり、共通の認識を持っ

ておくことが重要と考える。 

そこで、幹線管路において、事故による断水が必要となった場合の、バックアップを含めた断水作業の手

順とその作業による水圧変動や濁水等の影響について検討を行った。検討結果をもとに幹線管路を区間分け

し、区間ごと、時間帯別に必要な対応方法について「幹線事故対応マニュアル」（以下「マニュアル」）とし

て整理した。 

２．豊中市の現状 

 令和 2 年度末（2020 年度末）時点で、給水人口 400,948

人、一日最大給水量 133,462m3/日、管路総延長は、

813,575m（内基幹管路は 75,424m）で、管路耐震適合率

は管路全体で 33.8％、基幹管路に限っては 68.4％に達し

ている。一方で、敷設後 40 年以上経過している管路の総

延長は 221,291m で 27.2％、基幹管路に限ると 37,379m

で 49.6％となっている。 

市内へは 6 か所の配水池と、大阪広域水道企業団（以下

「企業団」）の管路から直接分岐によって配水し、配水系統

ごとに大ブロックを整備し水運用を行っている（図 1）。緊

急時には系統間の連絡管や幹線管路のループ化により被

害の最小化が図れるよう、管網整備を進めてきた。 

また、管路の維持管理は直営堅持の方針のもと夜間や休

日についても、職員により漏水事故や給水の問合せに対応

している。 

幹線管路で夜間や休日に事故があった場合において、断

水可否やバックアップの方法などを速やかに判断する必

要があるため、「マニュアル」を整理することで、突発的な

事故対応に活用できるものと考える。 図 1 豊中市配水系統図 



３．マニュアル化する内容の検討 

 基幹管路で漏水事故が起きた場合を想定し、断水可否及び、影響の最小化が図れる断水作業の方法を検討

する。ここでいう断水可否とは、圧力変動により出水不良となる給水箇所がない場合、「断水可」とし、出

水不良となる給水箇所がある場合、「断水不可」とする。濁水については排水すれば順次解消するという考

えのもと断水可否の判断では考慮しないものとする。 

まず、基幹管路を区間分けし区間ごとに断水の方法を検討する。区間分けは、配水池からの幹線が６系

統、「企業団」から直送の幹線が 1 系統、配水池への送水管が４系統あるため、それぞれの系統でバルブご

とに 1 つの区間とした。 

次に、時間帯により各系統に配水量の差があることに加え、水運用が異なることもあり、1 日を 3 つの時

間帯に分類することとした。時間帯の分類は、系統ごとに 1 時間当たりの配水量をもとに分類する。配水

量が時間最大配水量の時間帯（以下「ピーク時」）、配水量が少ない深夜の時間帯（以下「深夜」）、そのどち

らでもない配水量が中程度の時間帯（以下「日中」）とした。 

それぞれの時間帯で K 値（時間係数）を設定し、GIS を用いて管網解析を行った。この解析結果をもと

に全 139 区間で時間帯別の、断水可否、必要なバックアップの方法、出水不良や濁水などの影響について

検討を行った。 

４．マニュアル化のための整理 

検討結果を「マニュアル」として整理するために、区間の基本情報、解析結果をまとめた「断水情報」

（図 2）とバックアップを含めた区間の断水作業の手順を記載した「断水手順」（図 3）の 2 枚を A3 版で全

区間作成した。 

  
図 2 断水情報                 図 3 断水手順 

区間の位置図

操作バルブの管理番号

備考欄
（留意点など）

区間番号 断水情報

基

本

情

報

解

析

結

果

・断水区間の住所

・管口径
・断水区間の延⾧

・管内水量
・最大流量

・地盤高
・断水消火栓情報

・ブロック流入点
・時間帯種別

・断水可否

（5パターンに分類）
・バックアップ

・断水影響ブロック
・濁水影響ブロック

区間番号

断水手順 通水手順

幹線管路の系統図

断水区間
バルブ配置図

時間帯別流量



基本情報として、断水時に必要となる情報をあらかじめ記載しておき緊急時に迅速な対応ができるように

する。時間帯種別の項目は、「ピーク時」、「日中」、「深夜」の時間が系統ごとに異なるため、どの時間がそ

れぞれの時間帯にあたるかを記載した。また、解析によって影響が出る範囲を記載しておくことで、現地で

の対応や広報に活用できると想定している。備考欄には、バックアップ方法、水圧低下が予想される地域に

ついて、操作するバルブの注意事項などを留意点として記入した。 

断水可否の項目ではバックアップができない場合など、出水不良となる給水箇所がある場合、「断水不

可」とし、それ以外は水圧低下や濁水の有無に関わらず水が出る場合は「断水可」とした。その上でバック

アップの要否と濁水の有無から以下の 5 パターン（表 1）に分類することとした。分類した結果は市域全体

図において色分け表示し、断水可否を迅速に判断できるようにした。ここでは、濁水はバックアップを含め

た断水作業により、通常のピーク時と比較して、管内流速が、流向が同じ場合は 0.2m/s 以上、流向が逆転

する場合は 0.1m/s 以上で濁水のリスクとした。 

断水可否の判定の結果（表2）、139 区間のうち全時間帯で断水不可の区間が 6 区間あった。この 6 区間

については、いずれも断水範囲に含まれる給水箇所が限定的であるため、事前に調整を行ってから断水作業

を行うか、必要に応じて応急給水等を行うことで対応が可能と想定している。 

「断水手順」にはバックアップを含めた断水作業の手順、操作するバルブの管理番号等を記載している。

番号は GIS 上で記録しているほか、幹線のバルブについては弁室に番号、口径を書いた札を入れて管理し

ており、事務所と現地でのやりとりに活用する。参考資料としてバルブの写真帳も作成中である。 

５．「マニュアル」を活用した対策工事 

「マニュアル」作成の際、緊急時の影響の最小化を図るために必要となるバルブや管路の整備についても

検討した。ここでは検討結果を反映した対策工事を今年度（2021 年度）に実施予定である新田北分岐系統

のうち１区間について例として挙げることとする。 

新田北分岐系統は「企業団」の送水管から直接分岐している幹線管路で 5 ブロック、約 6 万人に給水し

ており、中北部系統の新田幹線と連絡管でつながっている。新田北分岐系統の主なバルブ配置やブロック流

入点等の配置を模式図で表したものを図 4 に示す。 

例として挙げる「区間 3-5」（図 4 の二重線部）は口径 φ600mm、区間延長 1200m、時間最大流量が「ピ

ーク時」で 950 ㎥/h の区間である。バックアップをせずに断水作業を行うと東豊中、上野坂、泉丘ブロッ

クが断水となるため、新田幹線から連絡管のバルブを開にし、新田北分岐系統へバックアップを行う。東豊

中ブロックと上野坂ブロックの流入点については区間内にあるため、断水する場合はそれぞれのブロックの

バックアップ（流入点の切り替え作業）をする必要がある。 

バックアップを含めた断水作業の影響を検討した結果、断水可否の分類は「ピーク時」と「日中」ではパ

ターン①、「深夜」はパターン②とした。主な影響としては、東豊中ブロックは通常、減圧しているブロッ

クであるため、バックアップ流入点への切り替えに伴い無減圧状態となり、水圧が上昇する。また、流入点

が通常時と大きく異なるため、ブロック内で流速の上昇や逆流により広範囲で濁水の発生が想定される。 

   表2 断水可否の判定結果 

表 1 断水可否のパターン   ピーク時 日中 深夜 

パターン① バックアップすれば断水可能だが濁水が発生する  パターン① 70 63 33 

パターン② バックアップすれば断水可能で濁水は発生しない  パターン② 9 21 49 

パターン③ バックアップせずに断水可能だが濁水が発生する  パターン③ 23 17 9 

パターン④ バックアップせずに断水可能で濁水は発生しない  パターン④ 24 32 42 

パターン⑤ 断水を回避する方法がない  パターン⑤ 13 6 6 

（単位：区間） 



そこで東豊中、上野坂ブロックの流入点上流側に不断水式仕切弁の設置工事を実施することとした。新た

に設置したバルブを閉めることで、東豊中、上野坂ブロック流入点の切り替えが不要となる。それにより東

豊中ブロックの減圧状態を保持しながら、2 つのブロックへの安定した供給も可能となり、断水までに必要

な操作の軽減、時間短縮につながると想定している。 

新田

配水場

上新田

ブロック

新千里南町

ブロック上野坂

ブロック

東豊中

ブロック

泉丘

ブロック

連絡管

「企業団」

送水管

中北部系統

野畑幹線

中北部系統

新田幹線

新田北分岐系統

新

田

北

分

岐

上

新

田

分

岐
旭丘

ブロック

新田

配水場

上新田

ブロック

新千里南町

ブロック上野坂

ブロック

東豊中

ブロック

泉丘

ブロック

連絡管

「企業団」

送水管

中北部系統

野畑幹線

中北部系統

新田幹線

新田北分岐系統

新

田

北

分

岐

上

新

田

分

岐
旭丘

ブロック

新田

配水場

上新田

ブロック

新千里南町

ブロック上野坂

ブロック

東豊中

ブロック

泉丘

ブロック

連絡管

「企業団」

送水管

中北部系統

野畑幹線

中北部系統

新田幹線

新田北分岐系統

新

田

北

分

岐

上

新

田

分

岐
旭丘

ブロック

新田

配水場

上新田

ブロック

新千里南町

ブロック上野坂

ブロック

東豊中

ブロック

泉丘

ブロック

連絡管

「企業団」

送水管

中北部系統

野畑幹線

中北部系統

新田幹線

新田北分岐系統

新

田

北

分

岐

上

新

田

分

岐
旭丘

ブロック

新設予定

バルブ

ブロック流入点 バックアップ流入点 ブロック境界 流向主なバルブ（塗りつぶしは閉）凡例

① ②

③ ④

「区間3-5」

漏水箇所

漏水箇所

図 4 新田北分岐系統模式図 

６．「マニュアル」の共有 

バックアップの方法や断水手順について計画、浄水、維持部門で意見の集約を行った。その際、過去に幹

線を断水した事例や想定している水運用が可能かどうか、別の方法はあるかなどの意見交換や、区間ごとの

注意点などを話し合った。また、実際に「マニュアル」を用いた訓練の提案などの意見があった。 

７．おわりに 

今回のマニュアル作成では幹線管路において断水を必要とする緊急事態を想定し、区間ごとに断水が可能

な時間帯、最適なバックアップの方法、断水作業の手順とその影響について検討し、断水に必要な基本情報

と共に整理することで、緊急時に備えた参考資料を作成することができた。また、計画、浄水、維持部門で

意見の集約を行ったことで、緊急時の対応について共通の認識を持つことができた。 

今後は「マニュアル」を用いた訓練を行うなど、実効性を高めるとともに、改良や編集を重ねていく予定

である。また、「マニュアル」作成時に抽出された管路の改善点は今後の整備計画に反映していきたいと考

えている。 



 

 

 

配水管赤水対策としての計画洗管 
    

舞鶴市上下水道部  神田 秀之 

KOHDA Hideyuki 

 

１．はじめに 

舞鶴市水道では、たびたび発生する赤水の対応に苦慮している。年間を通して苦情があ

るが、特に春先から夏期にかけて増加傾向となる。態様としては、目に見えて色度または

濁度が高い赤水そのものもあるが、翌日に浴槽の底に残留して気付くような錆粉、錆粒の

混入苦情も多い。 

苦情や問い合わせが集中するとその対応に相当の時間や手間を取られるだけでなく、水

道に対する信頼性を損なうため、平成 27年度から事後対策だけではなく予防対策として「計

画洗管」を開始した。これにより線的または面的に赤水または錆粉の発生を抑止している。 

開始から 7 年が経過し一定の抑止効果が認められることから、この取り組みの経過と現

状について報告する。 

 

２．赤水発生の状況と原因推定 

１）態様：赤水に関する苦情通報の態様には概ね２種類のパターンがある。 

① 水道水に色が付き、使用時に「水が茶色い」または「黄色い」と言われるもの 

あるいは通常の使用時にはわからないが、浴槽などに溜めたときに気付くもの 

   ※こうした赤水の大半は一時的な濁りの混入であり、30 分～1 時間程度の水栓排水

で解消することが多く、料金減免で対応している。 

② 浴槽などの湯水を抜いたあとに、底面に錆の粉や粒が残るもの 

   まれに特定の管路で発生した赤水が線的または面的に広がることもあるが、大半は

単独・短時間で散発的に発生する。 

２）時期：概ね 5 月から 9 月にかけて多発したが、近年、時期に関係なく発生する事例が

増加。 

３）場所：比較的赤水の発生が頻発する系統、地域が多いが、比較的新しいライニング管

路でも発生することがある。  

４）原因推定： 

当市の水源は大半を由良川から取水しており、塩水遡上という特徴的な問題があるため、

原水の塩素イオン濃度との関係について別途 

比較調査を実施した。またランゲリア指数 

（腐食性）に影響する水温 変化と苦情発生 

件数との関係についても比較調査を行なった 

が、相関性は認められなかった。従って物理 

的または化学的な因果関係は不明であるが、 

主因は内面無ライニング鉄管・鋼管の存在、 

誘因はランゲリア指数の低下（腐食性の増加） 

であろうと考えている。 
※舞鶴市の水道水質は概ね、pH7.2、アルカリ度 20mg/L、 

カルシウム硬度 20mg/L、ランゲリア指数－2.1の、 

腐食性の強い軟水である（平成 23年 10 月 19～20日 

採水検体）                【閉塞が進んだ無ﾗｲﾆﾝｸﾞ DIP-A内面】 

    よって無ライニング鉄管・鋼管の錆の発達    

した部分から供給される錆粉が管網全体に供給・蓄積され、時間的または面的に連続性

のない、散発的な赤水発生を引き起こしているものと推測している。   
※無ライニング鉄管延長約 35km/全配水管延長 628km≒5.5％残存 



 

 

 

３．予防的対策「計画洗管」の概要 

  計画洗管を始める契機は、配水管由来と思われる赤水苦情が年々増加傾向になり平成

26 年に年間二百数十件に達したことにあった。特に夏期が多く概ね平日休日を均して 3

件/日、多いときには 20 件以上の電話が集中することがあり、需要家の安心と信頼の向

上はもとより、その対策に要する労力と精神的な負担の軽減が急務となった。 

そこで頻繁に濁水が発生する管路について、その頻度に応じて毎月 1 回実施、1 年～3

年毎に実施など、洗管頻度を決め適宜修整しながら取り組んできた。 

 

 １）洗管方法 

  ・排水装置・消火栓を使用した、排水による管内洗浄 

 

 ２）洗管流速 

  ・周辺・上流側への影響を考慮しつつ可能な限り 1m/secを目指す 

  ・最低 0.5m/secを目途とする 

   ※平常は流速の極めて小さい管路が多く、周辺への影響が大きいため、概ね 0.5m/sec

と設定することが多い 

 

３）洗管時期、作業時間と規模 

 ・濁水苦情が多くなる前に先手を打つため、4月～6月に集中的に実施 

   その他に、毎月実施管路や年 2回実施管路などがある 

・住宅地であれば昼間とし、13時～17時の間＝4時間以内 

   事業所など営業に配慮が必要な管路は夜間とし、23時～5時の間＝6時間以内 

   長延長で時間内に収まらないときは複数回に分割して施工 

  ・洗管規模（延長）は管内容積と、濁水が無くなるまでの管内水の入れ替わり回数の

推定によって決定する 

   よって、仮に夜間作業で対象管路がφ150㎜、濁水が無くなるまでの管内水量の入れ

替わり回数を 5回と仮定すると、 

流速 0.5m/secとなる排水流量が 31.8㎥/ｈ⇒ 消火栓１栓で 32㎥/ｈ排水として 

6時間で洗管可能な延長は約 2170ｍとなる。 

      （2170m管内容積 38㎥/排水量 32㎥/h）＊5回≒6h 

 実際には安全率として 10回入れ替わりを想定しこの 1/2規模で計画することが多い。 

 

４）作業計画と準備 

  ・作業は職員 2～3名を 1班として 

（適宜増員）その中から班長を選 

任し計画を立案する 

・水理解析により洗管を要する管 

路とその周辺の影響範囲を把握 

し、事業所や公共施設等との調 

整、使用者への戸別ビラ配布を 

行う 

  ・夜間作業の場合は万一計画範囲 

外まで濁水が拡散した場合や、 

計画時間外まで延びた場合等に 

備えて、事務所要員として給水 

作業班、電話受付班が自宅待機。 

                                        【夜間洗管排水の状況】 



 

 

 

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03

4 月 12 14 21 16 14 0 1 2 7 26 32 30 28 24 26 26
5 月 13 36 25 42 7 22 8 10 19 28 30 32 35 28 31 28
6 月 34 45 11 16 65 24 1 7 20 30 30 24 19 18 22 22
7 月 46 26 4 7 51 12 5 3 13 19 15 20 7 17 13 12
8 月 37 18 6 5 16 8 9 2 19 19 16 16 17 12 16 15
9 月 20 23 5 5 8 9 15 0 15 18 12 11 11 12 13 11
10 月 8 30 1 8 10 7 8 21 17 12 13 12 15 13
11 月 9 22 3 1 7 3 2 3 5 7 2 2 2 1
12 月 13 1 2 1 2 2 2 6 14 14 12 13 14 13
1 月 8 24 0 7 2 2 0 6 4 6 3 1 1 0
2 月 9 9 0 4 0 2 4 7 15 12 12 11 13 14
3 月 28 9 3 1 3 0 3 8 9 6 12 2 0 1
合 計 237 257 81 113 185 91 58 24 144 204 192 187 158 156 163 114

月
濁水通報（自然発生件数） 洗管箇所数

４．計画洗管の経過と効果 

１）苦情件数と洗管回数の推移  ※H27から計画洗管開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 ・洗管は毎年実施するところと、隔年実施など状況に応じて変えている 

 ・毎月簡便に実施している管路が 12～14ヵ所あるため特に計画して実施するのは 

4～6月の約 40～50ヵ所、概ね 30km 

 

２）濁水件数の変化 

 ① 経年変化（H26～R3） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②経年詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

・H30の 6～7月に特異な濁水が発生した（中口径管路で発生し影響件数が多くなった）が、

回帰直線のとおり概ね全体としては減少傾向となっている 

   

３）洗管に係る経費と損失の概要 

R3年度の計画洗管に係る実績数値は以下のとおり 

  ・対象管路延長 26km/36ヵ所 

    ・昼間作業者 43人・時間＋夜間作業者 118人・時間 ⇒ 時間単価換算約 50万円 

  ・計画～実行に要した期間 70日間 

  ・排水量約 1,700㎥ ⇒ 給水原価換算約 23万円 

   総配水量に占める割合 1,700/10,955,523(R2)＝0.0155％ 

   よって有収率、有効率の指標数値にはほとんど影響しない範囲の数量となっている 

 

５．全管路洗管の検討 

当然ながら、計画対象外のノーマークの管路で赤水苦情が寄せられることもある。そう

した管路は状況に応じて洗管計画に追加しているが再現予測が難しいため、洗管計画（範

囲・頻度決定）には流動的な要素が多く、「当たり外れ」の不確実性が常につきまとう。 

そこで不確実性を排除するために全配水管路を巡回洗管した場合、どの程度の手間と費用

がかかるかを試算し、その現実性を検討してみた。紙幅の都合上詳細な計算過程は省略す

るが、概ね以下のとおりとなった。 

 

１）全管路洗管の試算 

・夜間 6時間以内での作業延長の上限を 2km（現状 R3年度実績 0.72km/回）と仮定して 

314回の洗管が必要 ⇒ 314回/年間平日 245日＝1.28年 概ね 1年 4カ月を要する 

・必要となる人員工数 ⇒ 洗管 5時間を 2人で実施するものとして 3,140人・h 

 これを仮に 10人で分担すると、314h/人/16月 ⇒ 20h/人・毎月 

・洗管に要する排水量 ⇒ 必要排水量ΣQd＝89,960㎥ 

・洗管排水による有収率への影響推算 ⇒ 有収率を 0.8％押し下げる 

・洗管排水に係る費用推算 ⇒ 労務費約 800万円＋排水損失約 1,200万円 

 

２)評価 

 時間的に難しい大口径管路を除外するとしても、大口需要家を含む事業所・使用者との

調整や洗管作業に要する膨大な時間のため、実現は困難が予想される。したがってその労

力と費用を、管路布設替更新等に振り向ける方が効果的である。 

 

６．まとめ 

計画洗管は濁水苦情の低減に寄与し、赤水対策として有効に機能しているものと言える。

もちろん単純に洗管による効果のみではなく、漏水事故はもちろん濁水発生の多い管路も

優先して更新してきた相乗効果もある。 

洗管作業を行うと副次的な効果として、閉塞管路の発見・把握ができるため、これを管

路更新の優先順位付け資料として活用している。また仕切弁及び消火栓の開閉による内面

掃除と動作確認を行なうこともできる。 

さらに職員の減断水等作業計画立案能力の向上、実際のバルブ操作、ポンプ所等施設の

理解、遠隔監視トレンドデータの理解等の実地訓練・研修を兼ねる作業としても重要な位

置を占めている。そこで今後も対象管路を精査しながら、計画洗管の継続が必要と考えて

いる。 

併せて、夾雑物堆積や水の滞留が生じにくい、あるいは洗管排水がしやすい管路構成や

小ブロック構成の研究と整備を進めていきたい。 



高精度な水道管路の老朽度評価方法の開発

株式会社クボタ 

川原  聡 

１．はじめに 

水道は市民生活になくてはならないインフラだが、老朽化した管路の割合

は年々増加している。予算や人手不足といった課題からすべての管路を更新

することは困難であり、優先的に更新する管路を選定することが必要である。 

クボタでは効果を最大化させる管路更新計画を支援すべく、長年培ってき

た知見に加え、AI を活用した新しい老朽度評価方法を構築したので報告す

る。 

２．新しい老朽度評価方法の開発

（１）新しい老朽度評価モデルの特徴と概要

新しい老朽度評価モデルの 3 つの特徴を下記に示す。

①50 年間にわたって収集した約 6,000 件の調査データをもとに、AI を活

用して鉄管の新しい老朽度評価モデルを構築した。

②老朽度の予測精度が大幅に改善できた。

③管路毎の予測漏水件数（件 /年 /km）から、更新による効果を定量的に評

価できた。

新しい老朽度評価方法として構築した漏水リスクモデルは以下の 4 つ

のモデルを基に作成した。

＜埋設環境モデル＞

約 6,000 件の腐食調査データ及び埋設環境データを基に、土質と土壌比

抵抗値から腐食速度に有意な差のある４つの埋設環境分類を設定した。

 ＜ラグタイムモデル＞

外面塗装の防護期間であるラグタイムをデータ解析に導入した。

＜腐食深さ予測モデル＞

任意の腐食深さに至る埋設期間を予測するモデルを構築した。



 ＜漏水リスクモデル＞

図１に示す漏水リスクモデルを埋設環境分類ごとに作成した。

図１ 埋設環境分類ごとの漏水リスクモデル

（管厚 7.5 ㎜の場合の例）

（２）精度の検証

事業体から入手した実際の管路データおよび漏水事故履歴を用い、従来

の方法または新しい方法で漏水事故の予測精度比較を行った。8 事業体で

の精度比較結果を表１に示す。 

更新することで何件の漏水件数が残るか試算を行ったが、新しい方法は

大幅に漏水事故件数を削減できることがわかった。 

表１ 精度の検証結果 

更新無

1 A事業体 14件 9件 3件 〇 6件 1件 〇
2 B事業体 27件 21件 18件 〇 14件 11件 〇
3 C事業体 22件 12件 7件 〇 5件 2件 〇
4 D事業体 13件 8件 6件 〇 5件 4件 〇
5 E事業体 4件 2件 0件 〇 0件 0件 △
6 F事業体 15件 6件 5件 〇 6件 2件 〇
7 G事業体 5件 2件 0件 〇 0件 0件 △
8 H事業体 57件 52件 37件 〇 46件 25件 〇

157件 112件 76件 〇 82件 45件 〇

評価

合計

※ 評価基準 〇：発生する漏水件数が従来の方法より少ない
△： 〃  と同数

水道
事業体

残る漏水件数
10%更新後 20%更新後

ー 従来の
方法

新しい
方法 評価 従来の

方法
新しい
方法



３．新しい老朽度評価の活用方法

 漏水リスクを色分けしたマップを図２に示す。このマップにより、以下の

ような活用が可能となる。

・漏水リスクが高い管路が視覚的に分かる。

・漏水リスクから換算した予測漏水件数が表示可能で、将来の漏水件数を予

測できる。

・漏水件数を予測できるため、更新の効果を定量的に評価できる。

・将来の漏水リスクも示すことができ、予測漏水件数が高い管路から優先的

に更新することで将来発生する漏水事故件数を抑えることができる。

図２ 管路の予測漏水件数（件 /年 /km）による色分け結果例

４．今後の取り組み

今後は以下の開発を進め、効果を最大化させる管路更新計画の策定に貢献し

ていきたいと考える。 

・塩化ビニル管や鋼管など、鉄管以外の老朽度評価精度の向上

・HR（自然災害への耐性）、水理･水質、重要度評価のそれぞれの項目での精

度向上

・AI を活用した総合評価による最適な管路の更新優先順位を導き出す技術

の開発



図３ 今後の取り組み内容

図４ 管路の総合評価適用による効果例

５．まとめ 

これまで積み上げてきた膨大な調査データを用い、高精度な新しい老朽度

評価方法を開発した。 

今後は、他管種の老朽度、HR（自然災害への耐性）、水理・水質、重要度の

評価技術の精度を向上させるとともに、AI を用いた総合評価を開発し、限ら

れた予算の中で効果を最大化させる管路更新計画の策定に貢献していく。 

鉄管以外の他管種の老朽度評価精度の向上と
HR、水理･水質、重要度の評価精度の向上



１．はじめに 

水道設備の維持管理や修繕を進める中で、漏水事故発生頻度の高い箇所として水管

橋や橋梁橋梁添架鋼管の分岐部がある。この部分に対する漏水予防対策の共同研究を

京都市上下水道局と行った。従来の汎用修繕材料では覆うことができず、専用材料の

検討を要するなど修繕復旧に時間が掛かる課題を解決する修繕材料（以下、漏水予防

用金具）を開発できたことにより、漏水発生時の早期対応に加え、あらかじめ設置す

ることで未然に漏水を予防が可能となる。今回報告する漏水予防用金具により本管の

断水リスク低減や送水機能の健全維持に寄与できると考える。以下に開発内容の詳細

を報告する。 

２．修繕方法の検討 

図-1 のように、空気弁が設置されている鋼製 T字管の分岐根元部分から、漏水が発

生する例が多くある。この部分は複雑な分岐根元の形状に加えて、溶接の凹凸など特

殊な環境が想定されるため、汎用の修繕修材が適用され難い。過去の修繕方法は、外

周に鋼製材を溶接設置して覆い込む方法などで対応している。この方法は材料と工事

準備など、費用と日数が必要となる。漏水状況は様々で、にじみ出るようなものから

噴き出しが発生するものまである。これらの原因は溶接部周辺の腐食と推測し、部分

的な当て板や塗装などによる局部補修では再発の懸念があることから、確実なメカニ

カル式で覆う方法を検討する方向とした。以上を踏まえて開発したものが、図-2 に示

す漏水予防用金具である。

水管橋分岐部の漏水予防対策について 

  大成機工株式会社

○久津輪 薫

図-1 漏水例 図-2 漏水予防用金具



３．漏水予防用金具

３－1．特長 

・事前設置により、将来的な漏水を防ぐことが可能 

・本管を通水したまま分岐管の補強が可能 

・金具をボルト・ナットで締め付けるだけの構造のため、本管との溶接が不要 

・分岐根元のみに設置するため、軽量かつコンパクト 

・緊急時の漏水補修材としても利用可能 

３－２．構造 

漏水予防用金具の構造を図-3 に示す。主に「割本体」「U 形状バンド」「固定部材」

の３つの部品で構成。割本体はボルト締結であり、U 形状バンドで割本体と本管を締

付固定することにより、本管へ溶接することなく取付可能。また、固定部材により分

岐管から先のフランジ接合の離脱を防止する構造。 

止水構造は図-4 に示すように、２片の割本体にそれぞれ内蔵されているパッキン

により、分岐管胴部から分岐管根元周辺の間を密閉、分岐管根元の溶接部から余裕を

とった範囲をカバーしている。

３－３．仕様

・本管サイズ：350,400,450,500 

・分岐管サイズ：75 

・使用圧力：0.75MPa  

図-3 金具構造 図-4 止水構造



４．施工事例 

４－１．施工条件 

1975 年施工の本管 SP400mm、分岐 SP75mm の補修弁付き空気弁配管部。漏水は無い

が、分岐根元溶接部の外観に錆があり、漏水未然予防目的として施工。施工者 1 名、

施工補助者 1名（金具や工具の受け渡しなど）。地上 6m に位置しており、足場設置を

行い作業実施。 

４－２．施工結果 

製品一式を地上 6m に無理なく持ち運びを行い、作業時間 60 分にて取付け完了。 

５．おわりに 

施工事例のような、重量物の運搬が難しい現場状況でも対応できた。今後、様々な

現場状況への対応実績を積み上げ、改善点を抽出したいと考える。また対応サイズに

ついても拡充し対応範囲を広げて行きたい。今回紹介した漏水予防用金具が、水道設

備の維持管理における一助としてお役に立てれば幸いである。

写真-1 現場状況 写真-2 施工前

写真-3 作業状況 写真-4 施工完了



上町断層帯地震の断層変位に対する水道局施設のリスク評価と対策 
 
 

大阪市水道局 ○松本 侑士  

  吉澤 源太郎 

梅野 博司  

 

1. はじめに 

 近年、地震時において断層が変位し、断層横断部に埋設されていた管路が集中的に損壊すると

いう新たな破壊モードが顕在化している 1)。現在の国内の水道施設耐震設計の考え方のなかでは、

断層変位を受ける管路等に対する対応の必要性については触れられてきたものの、その設計手法

および対策工法が基準化されておらず、試行的に個別設計の段階に留まっているのが現状である。

一方、上町断層帯地震の断層変位に対する調査研究が徐々に進展し、その全容が明らかになりつ

つある。また、ひとたび断層変位が生じれば、インフラの応急復旧すら難しいほど致命的な被害

が生じる可能性もあることから、一部のライフライン事業者では、それぞれ断層変位リスクを設

定し、設計上の想定内外力として、具体的な対策を講じ始めている 2)。 

そこで、大阪市の最大想定地震動である上町断層帯地震に対して、これまで未考慮であった断

層変位に対する水道局施設のリスク評価を行い、その対策をまとめた検討成果を報告する。 

 

2. 上町断層の断層変位量と影響区間の設定 

 上町断層は、日本の都市の中でも稀な大都市の都心市部直下を通過する断層である。活断層調

査はこれまで多数実施されており、様々な活

断層分布が存在している。国内の公的機関が

公開されているものだけでも、①活断層図

（国土地理院）、②活断層データベース（産

業技術総合研究所 地質調査総合センター）、

③活断層詳細デジタルマップ（東京大学出版

会）がある。本市では、断層線が最も多く示

され、かつ最新の地質調査の結果が最も反映

されている②活断層データベース（図-1）を

用いることとし、断層変位の影響範囲を最大

で見込むことで、設計上安全側の選択をする

こととした。 

また、断層変位リスクを検討するうえで、

断層線がインフラ構造物の埋設されている

表層部まで到達するかが、地震対策上の大き

な要素となる。平成７年に大阪市で実施した

反射法探査の結果（図-2）からは、現時点で

は地表から 600ｍ以深まで到達している。こ

の点については、大阪地盤の地質・活断層研

究の有識者に意見参酌を行い、堆積する海成

粘土層を含む堆積層が非常に分厚いため、次

の地震時においても、地表から 100～200ｍ

以深までに留まる可能性が極めて高いこと

から、地表到達リスクは無いものと整理した。 

上町断層帯地震の断層運動は「逆断層」

に分類され、変位タイプは「撓曲」である 4)。 図-1 設計想定上の上町断層帯の断層線 



上町断層地震の断層変位の

推計については、次の２つの検

討事例が知られている。 

(1) 文部科学省地震調査推進

本部の検討事例 4) 

・ １回の活動で３ｍ程度の上

下変位発生を推定 

・ 断層線に対して直角方向へ

撓曲に変形する範囲（以下、

「撓曲幅」）は約６kmと推定 

(2) 京阪電鉄の中之島線整備

にあわせて実施された断

層変位の推計事例 5） 

・ １回の活動で４m程度の

上下変位発生を推定 

・ 撓曲幅は 600m と推定 

両者を比較したとき、断層変

位の被害想定として大きいも

のは(2)である。そのため、設

計上安全側の選択をするとい

う視点から、(2)の推計結果を耐震設計で用いる断層変位ハザードの想定外力とした。 

 ここで、断層変位は撓曲幅に均

等に発生するものではなく、断層

線に近づくほど、地盤変位やひず

みが増加する（図-3）。そのため

シビアな想定である断層線付近

のものを用いる方が、より地震

対策上の安全側となるため、設

計外力としては、断層線直近に

発生する最大ひずみ（水平方向）

0.7％と最大変位（鉛直方向）２

ｍ／100ｍ区間を設定した。 

 また、断層変位の発生区間は、

図-1 に示す断層線の場所に確実

に発生するとは限らず、地表地盤の土質性状等に左右されるため不確実である。この課題に対し

て、土木学会地震工学委員会では、過去の地震発生前後における想定と実際の断層線の位置を比

較し、想定の断層線から 300m 以内は出現リスクが高いことを明らかにしている 6）。そのため、

耐震設計上考慮する断層変位リスクの影響区間は、想定の断層線から 300ｍ離れた区間と設定し

た。 

 

3. 水道局施設の損壊リスクに対する評価 
 大阪市水道局の管路及び浄配水場のほとんどは地下に埋設されているため、少なくとも断層線

を横断する管路、並びに断層線上及び近傍に位置する浄配水場については、断層変位に伴う損壊

を受ける可能性がある。一方、大阪市内においては、少なくとも地表から 100ｍ以深までは撓曲

変形の断層変位しか被害を受けないとみなすことができる（図-4）。 

現時点において、水道局が保有する管路及び浄配水場施設は、構造物を支える杭基礎も含めて、

すべて 100ｍ以浅の埋設に留まっている。よって、基本的には、撓曲変形タイプの断層変位に対

図-2 反射法地震探査による上町断層線の調査結果図 3） 

次の地震時に
伸びるリスク
のある

60~70°

現在の
断層線

2m変位

600m区間で 0.4%(2.4m) の圧縮ひずみ

4m変位

（最大）断層線直近100m区間で 0.7%(0.73m) の圧縮ひずみ

（平均）

60～70°

P 波速度（m/s） 

図-3 大阪市内の上町断層帯地震の断層変位モデル 



浅い部分

深い部分

埋設深さ
100m以内

東側

西側

撓曲構造内

広範囲で軸圧縮変形

断層面横断部

局所的に曲げ変形

鉛直変位：4m

鉛直変位：4m埋設深さ
100m超え

60~70°

ダクタイル鋳鉄管 溶接鋼管

してのみリスク評価を行えばよいことになる。 

撓曲変形の特性は、地

層が切断され局所的に大

きな地盤変形が起こるの

ではなく、広い範囲で緩

やかに地盤の変形が起こ

るというものであるため、

浄配水場施設のような、

その地点にスポット的に

立地している「点状構造

物」については、基本的

に損壊のリスクは考えら

れない。しかしながら、

線状に形成され拡がりをもつ埋設管路やシールドトンネルなどの「線状構造物」に対しては、特

に断層を横断するものにおいて、ひずみが蓄積され、軸方向に圧縮や引っ張り、直角方向にズレ

を生じさせる外力が働く。よって、断層変位に対する水道局施設の損壊リスクは、断層を横断す

る埋設管路などの線状の埋設構造物に対して高く、それ以外の点状構造物は、基本的に考慮しな

くても問題ないと整理した。 

 

4. 断層横断管路の要求性能 

4.1 ダクタイル鋳鉄管の要求性能 

 耐震型ダクタイル鉄

管は、継手が伸縮する

ため、管路が圧縮状態

となる場合、引張状態

となる場合のいずれの

断層変位にも追従可能

な管路を設計すること

ができる。しかしなが

ら、撓曲変形を受ける

管路は、圧縮方向の変

位を受けるため、主と

して管体を圧し潰すよ

うな大きな軸力が発生するとともに、継手部では、大きな屈曲が発生する。そこで、日本ダクタ

イル鉄管協会が示す耐震性能 1の基準 7）に準拠する形で、表-1 の性能を満たすこととした。 

4.2 鋼管の要求性能 

 鋼管は，一様伸びが 20％以上あり、５％以上の圧縮ひずみに対しても亀裂が生じない優

れた変形特性を有している。断層を横断する鋼管は、日本水道鋼管協会が示す耐震性能 3の基

準 8）に準拠する形で、部分的に塑性化しても漏水が発生しない限界状態である性能を満たすこ

ととした。さらに、上町断層帯の断層変位は最大で 0.7％であり、鋼管の座屈開始歪み５％より

も小さいことから、鋼管を用いる場合は、原則、特別な対策は要しないことと位置付けた（表-1）。 

 

5. 断層横断管路の設計手法（ダクタイル鋳鉄管） 
 上町断層帯の断層線（図-1）を横断し、かつ断層線から 300m 範囲内に入る横断管路について

は、上町断層帯地震時の撓曲変形による断層変位（図-3）を吸収し、表-1 に示した性能を満た

すために必要な対策を講じることが設計の基本的な考え方となる。 

 いま、管路設計の実務的にイメージしやすい 1 スパンの 50ｍピッチでみた場合、断層横断管

表-1 断層変位に対する管路の設計照査値 7），8) 

図-4 埋設深さと断層変位の変形タイプの関係 



路の耐震設計の目標は、『50ｍ区間で 1.0ｍの上下変位

と 0.36ｍ（0.7％）の地盤圧縮に耐える管路構造とす

ること』と置き換えることができる。ダクタイル鋳鉄

管の伸縮性については、直管のみが有する性質であり、

その伸縮許容量は、管長の±１％9)に留まるため、撓

曲変形の地盤圧縮に対しては、上下変位への対策を上

回る措置が必要となる。 

口径 600mm の管路設計を例にすれば、管 1 本（直管

1 本あたりの長さ６ｍ）あたりの許容伸縮量が 0.06ｍ

であるため、50ｍ区間で継手を６個配置できれば、0.36

ｍ(0.7％)の地盤圧縮に追従可能という計算である。 

 一方、①異形管を設置する場合、②管路の屈曲部・

分岐部・末端部・バルブ部で発生する不平均力への対

策として直管継手にライナを設置する場合は、伸縮機

能が活用できなくなる。その際は、1）埋設ルートの直

線化、2）保護コンクリート設置（ライナ設置個所を縮

小）、3）継輪の配置を行いながら、地盤圧縮に追従可

能な管割付としていくことが設計手順となる（図-5）。 

 
6. まとめ 

 本報告は、上町断層帯地震の断層変位に対する水道局施設のマクロ的なリスク評価と対策の枠

組みを示したものである。従来明確でなかった上町断層の断層変位の標準モデルを例示し、設計

外力を導き出すことができた。そして、浄配水場施設や埋設管路等の損壊リスクに対する変位へ

の安全性評価を行い、その対策を図る設計基準の整備までの一連の道筋をまとめることができた。 

 ただし、今回設定した断層変位モデルは、現時点で解析的に想定できた外力に基づいて組み立

てたものであるが、現時点では想定が難しい残余のリスクも存在している。引き続き最新の研究

動向をフォローしながら、適宜手法を見直し、危機耐性に優れた設計基準を確立していきたい。 
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図-5 断層横断管路の設計手順 



東大阪市水走配水場における 

マイクロ水力発電の導入事例 

１．はじめに 

東大阪市は河内平野のほぼ中央に位置し、西は大阪市、南は八尾市、北は大東市と接し、東は生

駒山地を境に奈良県と接している。また、大阪市、堺市に次いで府下 3 番目の人口を抱える中核市

である。水道事業については昭和 7 年に当時の布施町にて給水を開始し、その後拡張を重ね、現在

の給水人口は約 50 万人、年間総配水量は約 5,600 万 m3 の規模である。水源の大部分は大阪広域水

道企業団(以下企業団)から受水し、自己水源は約 1%(生駒山系の湧水)となっている。 

当市では、地球温暖化対策として「2050 年ゼロカーボンシティ」を表明し、脱炭素の取り組みを

進めている。水道事業における省エネルギー対策として、ポンプのインバータ制御や高効率モータ

の採用、電灯の LED 化等を積極的に実施している。一方、再生可能エネルギー発電として配水池上

部にパネルを設置した太陽光発電は実施しているが、小水力発電の導入については水圧の確保や設

置場所、コスト面等課題が多く、実現には至っていなかった。

 本稿では、民間活力を利用して当市の水走配水場に導入したマイクロ水力発電システムの設置場

所の選定や特長について報告する。

２．マイクロ水力発電システムの概要 

（１） 設置場所の選定 

当市の水道水は企業団より水走配水場、池島配水場、上小阪配水場、菱屋西配水場及び中石切受

水中継ポンプ場の５施設で受水している。その中で水走配水場は昭和 41 年に竣工し現在は市内全

ての水道施設を監視・制御している唯一の有人施設であり、特別高圧受電施設として安定給水を行

っており当市の中核的な配水場となっている。また、同配水場は企業団の大口径送水管路(φ1800mm)

から分岐した受水管(φ1350mm)を場内へ引き込んでいる。当市と同様に多くの大阪府の水道事業体

は企業団の送水管路から受水をしており、加圧施設等を通じて東大阪市よりさらに遠方となる大阪

府最南端の岬町まで圧送している（北は大阪府北端の豊能郡能勢町まで）。つまり大阪府南部の泉州

地域まで送るために必要なエネルギーは、手前に位置する水走配水場では余剰エネルギーが発生し

ている状況となっている。 

 このような現況のもと、安定した水圧・水量・発電設備設置スペース及び余剰エネルギー有効利

用等の一定条件をクリアした施設として水走配水場をマイクロ水力発電設備の設置場所に選定し、

水運用シミュレーションによる検討や試掘調査、関係機関との調整等を行い、最終的に設置可能と

○鈴木 隆雄（東大阪市上下水道局）



東大阪市水走配水場における 

マイクロ水力発電の導入事例 

判断した。なお、発電設備設置スペースの課題に対しては、場内配管が輻輳することからスペース

確保に苦慮したが、既設配水池の一部を機能停止し、その上部を発電設備の設置スペースに活用す

ることで課題の解決に至った。この結果、当事業は余剰水圧を利用した再生可能エネルギー発電に、

水需要の減少を見据えた施設ダウンサイジングを組み合わせた事例となった。 

図１に水走配水場内略図を、図２に発電設備概要図を示す。 

     図１ 水走配水場内略図       図２ 発電設備概要図 

（２） マイクロ水力発電の特長 

 水走配水場で導入したマイクロ水力発電の特長を以下に示す。また、写真１に発電設備を示す。 

 水需要の減少により廃止しても問題ないと判断された配水池を

機能停止して活用した（上部に発電設備を設置）。 

 57.5kW クラス発電機１台での発電（最大使用水量 700 ㎥/h 年

間発電量：約 48 万 kWh 一般家庭の 145 軒相当）。 

 発電設備と既設受水設備を併用して配水池への受水を行う。 

 水圧（落差）を利用するため、太陽光発電、風力発電とは違い天

候に左右されず、常に一定の発電が出来る事から、高い発電効率

(95％以上)を求めることが出来る。 

 発電による売電収入の一部を還元金として当市が雑収入を得る。 

 発電事業者が設置費用負担、土地利用料（行政財産使用料）の支払い及び運用を行うことで、

費用・運用に係る市・職員の負担を発生させずに導入が可能となった。 

３．おわりに 

 民間活力を利用し新たな市の負担もなくマイクロ水力発電設備の導入ができ環境負荷の低減が図

れた。現在の実績でも想定以上に効率的に発電できており今後は本設備を応用した災害による長時

間停電時の補助電源への切り替えや二次電池使用による市民への給電サービス等も可能と思われる。 

写真１ 発電設備 



 
 

自己水源の有効性再評価について 

-阪神水道の費用制度見直しに伴う自己水源コストの整理- 

 
 神⼾市⽔道局 岸本 隆志 

 
１．はじめに 

 神⼾市の⾃⼰⽔源は千苅・布引・烏原の３貯⽔池をはじめ、市内の⼩河川及び湧⽔からな
っている。現在神⼾市⽔道全体の⽔源確保量は約 87 万 m3/⽇であり、その約４分の３を⽤
⽔供給事業体である阪神⽔道企業団（以下、「阪神⽔道」）からの受⽔（約 63.8 万 m3/⽇）
に依存し、⾃⼰⽔源は 20 万 m3/⽇とおよそ２割しかない。 
 配⽔量の動向については、平成 22 年度から減少の⼀途を辿っており、現在は⽇平均配⽔
量 50.2 万 m3/⽇である。これは、⾃⼰⽔源に依存していない地域は阪神⽔道からの受⽔の
みで賄える状況にあり、⽔量の観点からであれば
阪神⽔道を軸に、⾃⼰⽔源を統廃合できる。 
 ⼀⽅で、近年は全国的に洪⽔や⼟砂災害を引き
起こす原因となる⼤⾬や、ゲリラ豪⾬の頻度が増
加しているという報告がある。さらに、今後予想
される南海トラフ地震では地震対策はもちろん津
波対策も求められ、これら多様化する⾃然災害へ
のリスクを分散する観点からいえば、⾃⼰⽔源を
有効活⽤すべきである。 
 このような背景の中、令和２年度より阪神⽔道の受⽔費の費⽤構成が⼀部変更されたこ
とや、今後の施設規模⾒直し等により、構成市の費⽤負担⽅法を協議していくことを受け、
⾃⼰⽔源を定量的に評価できる機会と捉え、各⽔源の浄⽔にかかるコストを精査したため
報告する。 
 
２．シミュレーションの方法 –固定費と変動費の分類- 

（１）阪神水道の固定費・変動費 

阪神⽔道への受⽔費についてはまず、その費⽤負担制度について少し触れることとする。
阪神⽔道は、事業運営に必要な費⽤を、本市含む５つの構成市が要求する配分⽔量（⼀⽇最
⼤給⽔量）に応じて受⽔費（分賦⾦）で負担する制度としている。この受⽔費の費⽤構成に
ついて、令和元年度以前は、実績受⽔量に関係なく定額負担（以下、「責任⽔量制」）であっ
たが、令和２年度より、定額負担分と実績受⽔量に応じて⽀払う変動費の区分が新たに追加
され、固定費と変動費の２部制の体系になっている。固定費の⽔道⽔１⽴⽶あたりの単価は、
定額負担分を全体要求受⽔量と本市要求受⽔量との割合から算出され、51.06 円/m3 であ
り、変動費は薬品費や動⼒費などの供給量の変動に関係する費⽬が抽出され、9.62 円/m3

図 1 神戸市の水源確保量 



 
 

である。そして、この固定費と変動費の考え⽅を⾃⼰⽔源に関しても同様に分類した。 
（２）自己水源の固定費・変動費 

 ⾃⼰⽔源については、浄⽔コストに該当するものを、「⽔道⽔を１m3 作るのに必要な⽔
道施設」と定義し、⽔道施設のうち、貯⽔施設、取⽔施設、導⽔施設、浄⽔施設をそれとし
た。そして、勘定科⽬の営業費⽤のうち、原⽔費・浄⽔費・減価償却費から、上記施設に関
連する費⽤を抽出した（図２参照）。以下に、費⽤抽出の具体例を２例列挙する。 
 営業費⽤の内訳は、原⽔費・浄⽔費のほかに配⽔費・給⽔費などがあるが、本市の場合、
⽔道施設でいうところの「送⽔施設」の費⽬への置き換えが曖昧となり、浄⽔費と配⽔費の
内訳に「送⽔施設」に関連する費⽤が計上されていた。本稿の浄⽔コストの定義には「送⽔
施設」は含まれないため、これに関する費
⽤は除外した。 
 本市では、⽔質検査機関を有しており、
給⽔栓での検査はもちろん、浄⽔場の原⽔
及び浄⽔、各⽤⽔供給事業からの受⽔点等
で検査を⾏っている。このうち、浄⽔コス
トとして、浄⽔場の原⽔及び浄⽔にかかる
検査費⽤が該当するものとした。具体的に
は、年間を通じて⾏った⽔質検査（受託分
は除く）の検体数のうち、各浄⽔場の原⽔及び浄⽔の検体数を抽出し、総検体数との割合を
求め、検査機関の⼈件費や物件費等の総費⽤からそれぞれコストを算出した。 
 そして、上記のように抽出した浄⽔コストにかかる費⽤を、浄⽔処理量に影響される費⽤
は変動費、影響されない費⽤は固定費として分類した。 
 
３．シミュレーションの条件 

 シミュレーションでは、全体⽔量を 50 万 m3/⽇の固定値とし、⾃⼰⽔源の⽔量（割合）
を変えて、阪神⽔道の受⽔量がそれと対になるよう設定した。なお、シミュレーションを⾏
った浄⽔場は、⾃⼰⽔源に依存していない地域に関連した３浄⽔場とし、それ以外は固定値
としている。 
ケース１：奥平野浄水場（６万 m3/日） 

 奥平野浄⽔場は、昭和 58 年度に急速ろ過⽅式の浄⽔施設に改築され、浄⽔された⽔は、
浄⽔場内の配⽔池で阪神⽔道の⽔とブレンドされている。責任⽔量制の際は市全体配⽔量
の落ち込みもあり、浄⽔場の稼働⽇数が年間の 1/3 程度で、修繕にかかる投資も最低限と
していたため、現在では機械・計装設備を中⼼に機能劣化しているほか、⽔源⽔質の影響か
ら、施設能⼒相当の浄⽔量が確保できない状況である。この⽔源であるが、本浄⽔場は、布
引・烏原２貯⽔池と、湧⽔の計３箇所から導⽔し処理を⾏ってきたが、近年カビ臭等により
浄⽔処理が困難となったため、貯⽔池を 1 箇所予備⽔源とし、残り２箇所で導⽔している。

図 2 自己水源 -浄水コスト該当費目- 



 
 

また、湧⽔についても、原⽔⽔質を考慮した薬品を使⽤していることや、ポンプで導⽔して
いるため、⼀定変動費を要する。 

以上のことから、⽔源含む浄⽔場を廃⽌し阪神⽔道の受⽔量を増量した場合（ケース 1-
1）と、⽔源のうち湧⽔を廃⽌し浄⽔設備を更新した場合（ケース 1-2）でシミュレーショ
ン⽐較を⾏い、⾃⼰⽔源の評価を⾏った。 
ケース２：上ヶ原浄水場（７万 m3/日） 

 上ヶ原浄⽔場は、⼤正６年より供⽤開始しており、浄⽔場下流の送⽔施設で阪神⽔道とブ
レンドされている。本浄⽔場は、令和３年度より経年化による再整備を⾏い、原⽔のカビ臭
を考慮して、⾼度処理設備である粒状活性炭設備を新たに処理フローに導⼊し、安定的な上
⽔⽔質の確保を図る。再整備にあたっては PFI ⽅
式を採⽤しているため、設計・施⼯費⽤の減価償
却費を定額で計上し、浄⽔量を⼀定変動させるこ
とでシミュレーションを⾏った。 
ケース３：千苅浄水場（10 万８千 m3/日） 

 千苅浄⽔場は、阪神⽔道に依存していない地域
へ送⽔し、その地域の下流に位置する配⽔池で阪
神⽔道とブレンドされるため、ブレンド量を変動
させてシミュレーションを⾏った。 
 
４．シミュレーション結果 

ケース１：奥平野浄水場 

ケース 1-1,2 の結果を図４に⽰す。1-2 については、ろ過速度最⼩での年間⽔量(1-2a)と最
⼤導⽔量での年間⽔量(1-2b)の２パターンで算出している。ケース 1-1 で本浄⽔場の固定
費が計上されているのは、布引・烏原貯⽔池は本市所管の利⽔ダムであるため、浄⽔場を
停⽌したとしても、これらの維持管理等は引き続き⾏う必要があり、減価償却費や維持管

理費等の固定費がゼロになることはないためである。ケース 1-2 と 1-1 の費⽤⽐較の結
果、1-2a は総費⽤が 1-1 に⽐べ増加し、1-2b はそれが減少した。これは、変動費の差額を
年間⽔量で乗した費⽤が、設備更新の減価償却費等の固定費増分を上回ったからである。 

図 3 浄水場位置概略図 

図 4 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果 –奥平野- 



 
 

ケース２：上ヶ原浄水場 

 上ヶ原浄⽔場再整備にあたっては、位置エネルギーを最⼤限有効活⽤できるというコン
セプトがある。これは、⽔源であるダムから導⽔―浄⽔―送⽔施設へ⽔を運ぶ過程で最低限
の動⼒のみで浄⽔することで、例えば、広域停電時は阪神⽔道に⽐べ送⽔効率が有利な本浄
⽔場の稼働を確実に維持し、送⽔施設への維持に必要な⽔量を確保することができる。その
ため、変動単価については阪神⽔道に⽐べ約 24％経済的となる⾒込みであり、平常時でも
有効に機能する浄⽔場であるから、⾃⼰⽔源量をより多くすることで、総費⽤を抑えること
ができる。本浄⽔場の場合、２万 m3/⽇増量することで年間約 53 百万の費⽤差が⽣じるこ
とが分かった。 
ケース３：千苅浄水場 

 千苅浄⽔場は、上ヶ原浄⽔場と同じく導⽔―浄⽔までは⾃然流下で運⽤しており、変動単
価は阪神⽔道に⽐べ約 22％経済的であり、ブレンド量を１万 m3/⽇増量することで、浄⽔
コストは年間約 27 百万の費⽤差が⽣じることが分かった。 
 
５．まとめ 

 全体配⽔量を 50.0 万 m3/⽇で固定し、
３つの⾃⼰浄⽔場の⽔量を変動させ⽐較し
た結果（右図５）、変動単価が安い⾃⼰⽔源
を多く取⽔し浄⽔することで受⽔費も含め
た総費⽤の低減が図れることが分かった。
また、奥平野浄⽔場のように、⼀定投資を
⾏う場合でも、投資の減価償却費<変動費
の差額となるようであれば、定量的なメリ
ットが⽣じることも判明した。 
 以上の結果を踏まえ本市では、今後平常
時においても⾃⼰⽔源を有効利⽤した総費
⽤の低減が図れる⽔運⽤をベースとしていくが、⼀⽅で、経年化した基幹的な送⽔施設の更
⽣を順次計画している。更⽣の際は、⽔源配分を変えざるを得ないため、その場合の⽔源配
分はもちろん、総費⽤も算出し今後の本市の財政計画等に反映していきたい。 
 
６．おわりに 

 ⽔需要の減少や多様化する⾃然災害への対策を考えるにあたっては、規模の⼩さな⽔源
の統廃合・存続の判断を迫られるケースが増えてくると想定される。本稿では、⾃⼰⽔源の
浄⽔にかかる固定費・変動費を抽出し、スケールの⼤きい⽔源（阪神⽔道）と⽐較すること
で定量的な有効性を確認したため、同様に検討している事業体において、判断の⼀助になれ
ば幸いである。 

図 5 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝまとめ 



阪神水道企業団における広報戦略 
○坂本 和己（阪神水道企業団） 大野 克彦（阪神水道企業団） 

 毛笠 共幸（阪神水道企業団） 
 
1 はじめに 
 阪神水道企業団（以下「企業団」という。）では、供給エリアに対して約 8 割の水道用水
を供給している現状から、構成市だけでなく、構成市の水道利用者全てに対して積極的な情
報の受・発信を行う必要がある。そのために、これまでの広報・PR活動を発展させ、今後
の広報活動の指針として、その目的及び施策等を定めた「阪神水道企業団広報戦略」（以下
「広報戦略」という。）を、「経営戦略 2020」に掲げる推進施策（アクションプラン）の一
つとして 2020 年より策定し、実施していくところである。 
 本稿では、広報戦略の実施内容及び課題並びに今後の取組について報告する。 
 
2 企業団の考える広報戦略 
 企業団では、2018 年 3 月に「水道供給ビジョン 2017」を策定し、「安全な水の安定供給
の持続」という基本理念の下、水道用水供給事業の運営を進めている。 
これからも構成市水道部局と強く連携し、水道水の供給を適切に進めていくためには、構

成市水道部局をはじめ構成市の水道利用者全てに対して情報を確実に提供し、十分な説明
責任を果たすことで、企業団事業への理解、信頼を得ることが重要である。 
そして企業団が発信した情報をより多くの方に享受してもらうためには、企業団に対す

る認知度の向上は欠かせないものである。 
このように水道利用者に対し、危機管理や経営状況等についての説明責任と、認知度の向

上という広報における目的のため、これまでの広報・PR活動を発展させていく必要がある。 
そこで今後の広報活動の指針として、情報の見える化４方針（図-1）などの施策を定めた

「広報戦略」を策定し、実施していくこととした。 
 そうすることで、企業団のみならず、阪神地域全体を俯瞰した地域の水道事業の最適化に
も繋げていく。 
 次項からは、情報の見える化４方針に基づいた、企業団の広報活動について報告する。 

 図-1 情報の見える化 4方針 

①企業団の認知度、理解度の向上

・ウェブサイトのリニューアル

・「-経営レポート-」の活用

・尼崎浄水場イベントの実施

②構成市と連携した広報

・構成市主催のイベント、出前講座へ
の参加

・構成市の広報紙への掲載

③危機管理に関する情報発信

・ウェブサイトの活用（訓練・耐震化
情報の掲載）

・災害や事故時の情報発信

④職員の意識向上

・企業団グループウェアの充実

・職員が「広報パーソン」としてイベ
ントに参加

情報の見える化
４方針



 
3 情報の見える化 4方針 
① 企業団の認知度、理解度の向上 
企業団では、認知度及び理解度向上を図る広報活動として、毎年尼崎浄水場特別開放イベ

ントを、水道週間に合わせて開催している。このイベントでは、尼崎市との共催で実施して
おり、企業団の広報活動の中では最も規模の大きいもので、例年多くの方に参加していただ
いている。 
イベント内容は、浄水場を一日開放し、水の処理工程を体験してもらう水の実験教室、給

水車を用いた応急給水体験など、大人から子どもまで楽しめるものとしている。本イベント
は、水処理の仕組みや、企業団の事業並びに水道事業の社会的貢献とその重要性について、
水道利用者から理解と関心を持って頂ける貴重な機会であるとともに、市民と接する機会
の少ない企業団職員にとっても、貴重な広報活動の場となっている。 
またイベントのみならず、小学生の社会見学としても尼崎浄水場の見学を受け入れてお

り、例年多くの小学校が訪れている。（表-1） 
 しかし、現在は新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントへの参加や施設見学

が難しい状況下にある。このような状況を契機として、場所や時間を選ばずに水道事業への
関心や理解を促進できるような、尼崎浄水場の施設見学動画を 2021年度中に作成する予定
であり、広報戦略に掲げたこれまでの広報・PR 活動の発展の一手法として取り組む。 

 
➁ 構成市と連携した広報 
 企業団では、構成市と連携した広報活動にも取り組んでいる。特に構成市の主催するイベ
ントについては、直接市民と接する貴重な機会であることから積極的に参加し、構成市と連
携を図りつつ、阪神間の水道事業への理解に努めて
いる。 
主な活動としては、阪神間水道事業体広報連携企

画（以下「カーナ」という。）があり、構成市と企業
団が連携して安心で良質な水道水を供給している
ことについて、広く市民に周知することを目的とし
て、2011年度から活動している。 
これまでの活動では、神戸市営地下鉄などの公共

施設へのポスターの配布や、阪神電車での広告掲
載、YouTube での動画配信やカーナカード（図-2）
の配布などを行ってきた。 

表-1 施設見学者推移 

図-2 カーナカード 

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数
2015 8 3,884 34 3,180 11 88 53 7,152
2016 5 1,775 33 3,211 27 373 65 5,359
2017 6 2,162 35 3,669 25 413 66 6,244
2018 13 1,344 40 3,877 16 278 69 5,499
2019 4 2,079 36 4,201 7 77 47 6,357
平均 7 2,249 36 3,628 17 246 60 6,122

年度
一般市民 小学生 その他 合計



カーナカードは各事業所での配布だけでなく、尼崎浄水場開放イベントの際にも配布され
るなど、企業団の広報物としても活用している。 
 またその他にも、神戸市の奥平野浄水場・尼崎市の神崎浄水場のイベントへの企業団ブー
スの出展や、尼崎市などが開催している「みんなのサマーセミナー」への参加、「ウォータ
ーニュースあまがさき」等の構成市の広報紙への掲載などを行っている。 
 
③ 危機管理に関する情報発信 
 企業団の危機管理の取組は、地震等の災害対策から水質事故等への対応など幅広く行っ
ている。「安全な水の安定供給の持続」のためにも、あらゆる危機的事象を想定した対策を
実施しており、これらの情報を構成市から水道利用者まで発信している。 
災害対策においては企業団 HP 上に耐震化への取組や南海トラフ巨大地震への対策、事

業継続計画（地震編）や危機管理対策の訓練について発信している。 
 また、水質事故等への対応についても、構成５市との水質異常を想定した広報訓練を行っ
ている。水質異常が発生した場合の構成市への情報提供及び連絡調整を、各市の広報担当者
とメール等で行い、実際に水質異常があった際の危機対応をスムーズに進められるよう取
り組んでいる。 
 
④ 企業団職員の意識向上 
 企業団職員の広報活動への意識向上の手段として、昨年度より企業団グループウェア内
に新たに広報用のサイトを設け、イベントや危機管理の訓練、工事の記録映像などを写真や
映像を用いて発信している。 
また、尼崎浄水場の開放イベントでは、採用 2年目までの職員をはじめとし、多くの職員

がイベントに参加している。（図-3） 
しかし、昨年度からの新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、イベ
ント等の広報活動が中止となって
いることから、広報の担い手となる
職員個々が十分なパフォーマンス
を発揮する機会が減っている。 
職員の意識低下を防ぐためにも

情報発信の場となる共有サイトを
整備するとともに、広報活動にかか
るアイデアを募集するなど、共有サ
イトを活用しながら、職員個々の意
識向上を図っていく。 
 
 
 
 
 

図-3 企業団職員イベント対応の様子 



４ 広報活動の振り返りと課題 
 広報戦略の策定以前より、企業団は経営状況や危機管理など幅広い分野において情報発
信に取り組んできた。また、構成市との連携についてもイベントやカーナの活動などを通じ
て強化してきた。 
 しかしながら、イベント時に実施したアンケートの結果などを踏まえると、企業団への認
知度及び理解度はまだまだ低いと言える。 
図-4 にあるように、企業団を知っている

と回答したのは全体の５割、事業について
理解していると回答したのは全体の３割
しかいなかった。 
企業団における広報活動の目的である、

企業団事業に関して、説明責任を十分に果
たし、水道利用者から理解、信頼を得るた
めには、これらの向上は大きな課題であ
る。 
 また、従来の企業団の情報発信について
は、企業団 HP などを用いた一方的なものであるので、相互発信できる
ような取組についても検討していかなければならない。 
 
５ これからの広報活動 
 本稿では、広報戦略に則り企業団が実施してきた広報活動について紹介してきた。 
広報戦略は、おおむね 3か年（2020 年度～2022 年度）で推進する内容を取りまとめたもの
で、随時見直しを図りながら、実施していくものである。 
ただ、先述したように企業団の理解度及び認知度の向上や、情報発信の方法についてはま

だ多くの課題がある。 
 それら課題の解決に向け、尼崎浄水場施設見学動画のような時と場所を選ばず、多くの人
に関心を促せられるような取組についても着手し、理解度及び認知度の向上を図るととも
に、情報発信の手法として SNS 等の相互発信のツールの活用についても検討しているとこ
ろである。 
 特に危機管理に関しては、災害等による被害状況をより一層迅速に伝えられるだけでな
く、水道利用者から情報収集を行うことができるなど、双方向での情報が得られることによ
る対応が可能となる。 
また危機管理だけでなく、広報活動全般において SNS の活用はこれから主流となってく

ると考えられるため、SNS を通して得た情報の扱いや、構成市との連携等について慎重に
検討しながら、適切な運用を実施できるよう計画していく。 
 このように直面する課題に関しては様々な視点から解決を図りつつ、従来の活動につい
ても随時見直しを図りながらより良いものとなるよう改善し、より一層多くの方に伝わる
広報活動を推進していきたい。 

29.4%

25.2%

42.0%

3.3%
企業団を知っているか

名前と事業を知ってい
た
名前だけは知っていた

知らなかった

無回答

図-4 アンケート結果 



令和 3 年度日本水道協会水道イノベーション大賞受賞 

スマホアプリ「すいりん」の取組について 

 

堺市上下水道局 郷田 秀章 ○ 

鴻谷 由紀   

 

１．はじめに 

水道事業では料金収入の減少や施設の老朽化、職員数の減少等の課題があり、さらなる安全安心

な利用者サービスの維持・向上と業務効率化が求められている。 

本市では、ICT の活用による業務の効率化をはじめ、利用者の利便性を向上させるためのキャッ

シュレス化を推進してきた。令和元年 5 月から「LINE Pay」「Pay B」「楽天銀行コンビニ支払サー

ビス」3 社のモバイル決済をスタートし、令和 2 年 1 月からは「PayPay」、同年 6 月から「ゆうち

ょ Pay」「auPay」の利用が可能となり、令和 3 年 6 月からはクレジット決済をスタートさせ、利用

者サービスの向上に取り組んでいる。 

 

２．導入の経過 

（１） 実証実験 

令和元年 7～8月、本市水道料金等管理システム開発・運用業務受注者とスマホアプリ実証実験を

職員対象に行った。開発中のスマホアプリを使用し、利用開始や休止の申込み、使用水量の履歴閲

覧の 2 つの機能をテストしアンケート結果や要望をまとめ、実用化に向けての課題を整理した。ま

た、スマホアプリの実用化に向けては、ペーパーレス決済機能が利便性や効率化の面で不可欠であ

ることを確認した。 

（２） 納入通知書の電子化 

令和元年 12月、ペーパーレス決済の実現に向けて、上記受注者と収納代行業者からスマホアプリ

へバーコードを送付する「PAYSLE」と連携してはどうかという提案があった。 

地方自治法第 231 条及び地方自治法施行令第 154 条第 3 項に規定されている「納入の通知」は、

原則「書面」で行うこととされていたが、令和元年 5 月公布の情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律（デジタル手続法）第 3条第 11項及び第 9条の規定により、水道料金及び下水道使

用料の納入通知を電磁的記録（電子メール、アプリによる通知など）にてスマホアプリへの送付が

可能となった。 

（３） クラウドサービス 

 スマホアプリを使用するにあたり、水道料金等管理システムの一部の個人情報をクラウドサービ

スに掲載する必要があり、局内をはじめ、本市の ICT イノベーション推進室や市政情報課と連携し

て、クラウドサービスの採用ルールや要件を確認した。また、堺市個人情報保護審議会において、

有識者の審議を受け、クラウドサービスの利用の承認を得ることができた。 

（４） 運用開始 

令和 3 年 2 月からスマホアプリ「すいりん」の運用を開始した。当初の機能は、2 年間の水量及

び料金履歴表示（図 1）、納入通知書等の電子化（図 2）である。水量等の確認から支払いまでスマ

ホアプリでできる取組みは地方自治体初となった。支払方法は、モバイル決済（PayPay（残高払い））

（図 3）及び先述の PAYSLEを利用したコンビニ店頭払い（セブンイレブン、ミニストップ、セイコ 

ーマート： 現金払いのみ）でスタートした。また、令和 3年 6月から、利用休止、市内転居での利

用休止・開始受付機能（図 4）を追加し、同月に開始したクレジット決済の受付をすいりんからの申

込みのみとすることで、受付、申請書郵送、データ入力業務等に係る委託料を抑制した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ペーパーレスの効果 

 すいりんを活用することでペーパーレス化した主な郵送書類及び直近の年間数量は（表 1）のと

おりである。給水契約者の 10％（34,400件）がすいりんを利用した場合の効果試算額は年額 422万

円であり、5 年かけてすいりん利用者が 15％（51,600 件）に達した場合の累積効果試算額は 1,960

万円である。すいりん利用者が増加することで、ペーパーレスによる効果額のさらなる増加が見込

める。 

 

４．導入後の声 

2 年間の水量及び料金履歴表示については便利だという反応がある一方、履歴をパソコンで印刷

できるようにデータをダウンロードできるようにしてほしいといった要望や、ひとつの ID で複数

の契約内容を管理できないかといった要望もあった。 

また、ローソン、ファミリーマートの利用や、楽天ペイ、ｄ払いといったモバイル決済の取扱い

店舗の増加についても要望があった。取扱店舗や決済の拡大については、収納代行業者と調整を進

めている。 

 

５．おわりに 

 令和 3年 10月執筆時点で、すいりん利用者は 15,471件を超えた。同月から開始したクレジット

決済の申請手続きをすいりんを経由したオンライン申込みに限定したことで、今後さらに登録者数

が増加すると見込まれる。 

本年度末にすいりん利用者を給水契約者の 10％（34,400件）にすることを目標とし、目標達成の

ため、今秋に全戸配布を予定している上下水道事業広報紙への掲載や、民間クレジット事業者等と

連携した登録促進事業などを実施し、求められる機能を追加することで、便利で使いやすく魅力的

なスマホアプリとなるよう進化させていきたい。 

表 1 郵送書類年間印刷数 

図 1 料金履歴表示 図 2 電子納入通知書 

R2帳票印刷実績

ご使用水量のお知らせ（検針票） 1,922,730

納入通知書 525,316

口座開始のお知らせ 19,961

未納通知書・再振替のお願い 148,846

検満取替通知書 37,197

過誤納・充当のお知らせ 3,349

図 3 モバイル決済 図 4 各種申請機能 



 最後に、堺市上下水道局では、イノベーティブな変革を生み出すため、すべての職員が様々な新

しい取組にチャレンジしている。ICT 技術の急速な進化や新型コロナウイルス感染症等による昨今

の社会の大きな変革を従来の常識や慣習を打破するチャンスと捉え、DX（デジタルトランスフォー

メーション）の推進によって、更なる利用者サービスや生産性の向上、業務の効率化に繋げていく。 



 

工業用水道スマート化によるデータの利活用策 

 

 神戸市水道局 ○金尾 至 竹田 勝 

 新明正也 

はじめに 

（１）水道スマート化とは 

（公財）水道技術研究センターでは、水道事業のスマート化に関する調査研究を行って

いる。水道スマート化とは、水道スマートメーターを用いることで、オンラインでの検針

値の確認、漏水・断水などの早期発見、時間毎水量情報を活用したポンプ運転省力化な

ど、水道運営管理の高度化を図ることであると定義されている。 

 

（２）神戸市工業用水道事業の概要 

 本市工業用水道事業においては、2017（H29）年度より 2019（R01）年度末までスマート

メーター実証実験を行い、データの蓄積や見える化が、工業用水道事業運営の効率化に寄

与することを確認した。本市工業用水道の料金体系は、責任水量制を採用しており、従前

より超過流量積算を行うため、一定時間（1秒）ごとに瞬時流量を計測できるメーターと

水量を積算する計器盤を設置していた。計器盤に電源が供給されていることや、スマート

メーターの有用性確認結果を踏まえ、2020（令和２）年より計器盤の機能を強化し、いわ

ゆるスマートメーターの役割を持たせることで、スマート化の取り組みを進めている。 

 

     

図 実証実験概要                図 工業用水計器盤 

 

（３）本市でのスマート化取組状況 

 2021（令和３）年度上期末時点で、全 71ユーザーの受水場所に設置している計器盤の

うち 61箇所の機能強化が完了している。同年度末には全計器盤の機能強化が完了予定。 

機能強化の具体的な内容は、実証実験の結果から使用する回線を LTEに決定し、計器盤

の演算結果を LTE回線網でサーバーへ送信する仕組みの構築である。10分ごとに水量デー

タをサーバーへ送信している。以下、スマート化により得られた、データの利活用の実践

事例および今後の構想を示す。 

 

 

１．各ユーザーの使用水量の見える化 

 工業用水道事業の運営にあたっては、各ユーザーの使用状況の確認が必要となる場合が



 

ある。スマート化を推進するまで、各ユーザーの使用状況は、従前より導入されている計器

盤のデータを現地で確認していた。 

 スマート化を進めたことにより、各拠点での使用水量を水道局職員の事務処理用パソコ

ンで確認できるようになった。使用水量は、全ユーザーの最新値、全ユーザー当日の水量積

算値、各ユーザーの１時間毎の値、各ユーザーのグラフでの水量表示と、さまざまな形式で

確認が可能となっている。 

    

   

 図 Water Flow Remote Monitor画面イメージ 

 

 

２．調定・請求業務の省力化 

本市工業用水道の料金調定に当たっては、水量確定のため、従前は各ユーザーへ毎月末検

針値の報告を要求していた。各ユーザーから報告された検針値を、水道局職員が料金調定シ

ステムへ手入力し、調定を上げ、納付書を各ユーザーへ郵送していた。 

 

 

図 スマート化推進前の調定業務イメージ 

 

 計器盤にスマートメーターの役割を持たせるようにすることで、各ユーザーからの検針

値報告は不要となった。また、職員が担っていた検針値入力は、LTE通信網を利用して送

信された csvデータを、新たに開発した料金システムに取り込めるようにした。 

最新値  当日積算値  

１時間毎値  グラフ  



 

 

 

図 スマート化推進後の業務イメージ 

 

 結果として、ユーザーの検針工数、水道局職員によるシステム入力工数削減に寄与できた。

また、検針値報告時のミス、水量データ入力時のミスをなくすことができた。 

 

 

３．工業用水管路全体での水量可視化（今後の構想） 

 本市工業用水管路は老朽化が進んでいるが、更新工事を実施しながら、維持管理に努めて

いる。維持管理にあたっては、各ユーザーの使用状況を勘案しながらの工事・作業が求めら

れる。従前、各ユーザーの使用状況は、現地に設置されている計器盤のデータを随時確認し

ていた。（プリントアウトされた積算使用水量（日・月積算）、１秒毎の瞬時流量データ） 

     
図 計器盤データの確認 

  

計器盤のこの部分に SD

カードが入っており、

データを取り出すこと

ができる。 



 

図 神戸市工業用水道 管路図 

先に述べたとおり、スマート化の推進によって各ユーザーの使用水量を随時確認できる

状況ではあるが、ユーザー毎という部分的な水量データの把握となっている。図にある管路

ごとの使用状況の把握が、維持管理にあたり必要となっている。 

現時点では全てのユーザーのスマート化は完了していないが、2021 年 9 月に発生した給

水拠点での濁水の際、このシステムによって濁水発生直前に急な水量変化や流速変化させ

る要因となったと思われる動きの確認に有効であった。 

 また、更なるデータ利活用に向けて、今年度末には全体及び管路ごとのリアルタイム配水

量やピークタイムの可視化などの機能追加を行う予定である。。 

 機能追加後は、管路維持だけでなく、水使用のピークシフトを目論む新たな料金体系構築

検討、ユーザーごとの水量使用トレンドを踏まえたポンプ運転・浄水場運営など、幅広い活

用の可能性を研究していく。 

 

 

おわりに 

 工業用水道事業においては、スマート化による利活用策の検討・実施を進めることができ

ており、事業運営管理の効率化を図りつつある。また、実証実験に協力いただいた一部のユ

ーザーからは、「水道局だけでなく我々にもデータを提供してほしい」旨の要望が上がって

きている。そのため、ユーザーの要望を吟味し、ユーザーポータルサイト作成、オンライン

によるデータの見せ方等の検討を進め、ユーザーサービスの向上を行う予定である。 

一方で、工業用水道と上水道では、計器盤と電源の有無や機器価格が与える影響には大き

な違いがあり、上水道の全てのメーターをスマートメーターとするには莫大な費用が必要

となることは水道事業体共通の課題である。 

そのため、上水道においては、まずはスマートメーター先行導入が有効であると考えられ

る用途や目的を限定した形で検討していきたい。 

今後、工業用水道スマート化で得られた知見を、上水道事業のスマートメーター導入に向

けた課題の解決や、新たなスマート化で得られた情報の活用手法の開発に積極的に取り組

んでいく。 



 
神戸市内における２つの水道事業の統合例について 

（六甲山上水道事業の統合） 

 
神⼾市⽔道局  
髙田 浩太郎 

 

１．はじめに 

 本市では，市域の中央に位置する六甲山系により南北に二分され，瀬⼾内海に⾯する市街地と六甲
山系北側の北神地域から成っている。本市の水道の特徴は，六甲山系の起伏に富んだ土地の高低差を
利用した自然流下での送配水システムであり，127箇所の配水池を運用して，日量約50万m3/日の
給水を行っている。また，大きな川や湖に恵まれていないため，水源確保量の約４分の３以上を琵琶
湖・淀川水系を水源とする阪神水道企業団（用水供給事業者）からの受水に依存している。 
このような地域的特徴があるなか，これまで，本市は２つの水道事業を行っていた。１つは，神⼾

市水道事業で，市域の中心部を給水区域として1900年より給水を開始し，その後，市域の拡張にあ
わせて区域を広げ，これまで７回の拡張事業を実施してきている。もう１つが，標高約900mに位置
する六甲山上地区を給水区域とする六甲⼭上⽔道事業で，独⾃の⽔源・浄⽔場を持ち，神⼾市⽔道事
業とは別の料金体系で水道事業を行っていた。 
神⼾市⽔道事業における六甲山系北側に位置する北神地区では，市街地からの阪神水道企業団の水

が送水できず，自己水源の千苅系統のみしか送水できない区域が一部存在している。よって，バック
アップを確保するため市街地から阪神水道企業団の水を送水できるように施設整備を計画的に行って
きた。その施設整備において，六甲山上に阪神水道企業団の水も送水できることとなり，六甲山上も
含めて一体的な水の運用管理が可能となったことから，今回の施設整備に併せて六甲山上水道事業を
廃⽌し，神⼾市⽔道事業との事業統合に至った。 
 

２．六甲山上水道事業及び神戸市水道事業の位置づけについて 

  明治の後期に最初の開発がなされた六甲山は，昭和4年に六甲山上への道路が開通されてから
次第に別荘，保養所，観光施設が増え，登山も盛んになってきた。昭和31年５月に六甲山一帯が
瀬⼾内海国⽴公園に指定されたため，六甲山上に水道を布設する計画をたて，「簡易水道」として
昭和37年４月から給水を開始した。その後の山上の発展はめざましく，観光・福利厚生施設の増
加に伴って水需要も急激に増加したため，昭和42年には新たに水源を求め，第1回拡張工事を実
施するとともに既存施設の増強を行い，一日最大給水量を750m3から日量1,370m3へ倍増させ
た。 
さらに，急激な経済成⻑を受けて，六甲山上の開発も急速に進み，安定した水供給の必要性が高

まってきたことや原水の水質汚濁にも対応するため，神⼾市の北神地区における北神水道事業から
受水からできるように高揚程ポンプ設備や揚水管を整備することを計画し，昭和47年4月に「六
甲山上水道事業」として知事認可を取得し，日最大給水量を4,520m3に変更した。 
一方，昭和40年代の神⼾市水道事業は，第5回拡張事業に着手したところであり，神⼾市の⻄

側の開発造成や埋立地への整備など，更なる拡張工事を進めていた。当時は，北区の千苅系統を水



源とする北神地区も神⼾市⽔道事業とは別水道事業（北神水道事業）であったが，その後の神⼾市
水道事業の拡張工事で市街地から北神地区へ送水できる施設が完成し，市街地と一体管理ができる
ことから，平成７年度の第7回拡張事業で北神⽔道事業と神⼾市⽔道事業とで事業統合を行っ
た。 
六甲山上においても，神⼾市⽔道事業の⽔源である千苅浄⽔場系統から受水していたこともあ

り，六甲山上水道事業と神⼾市⽔道事業の統合は検討課題であった。しかし，神⼾市⽔道事業の標
高で最も高い箇所が約400mに対して六甲山は約900mの山間部に位置していることや，神⼾市の
水源の大部分を占める阪神水道企業団の水が六甲山上に送水することができず市街地も含めて一体
的な水の運用管理ができないことなどから，神⼾市の中でも特別な位置づけとしており，事業統合
には至っていなかった。 

 
図Ⅰ 六甲山上水道事業の位置付け 

 
表Ⅰ 六甲山上水道事業の沿革及び直近の神戸市水道事業 

事業名 
認可年
月日 

目標年度 
計画給水人

口 
計画1日 
最大給水量 

水源 

六
甲
山
上
水
道
事
業 

創設 
（簡易水道事業） 

S35.7.8 S46 3,000人 750m3 生田川 

第1回拡張事業 
（簡易水道事業） 

S42.4.8 S52 3,800人 1,370m3 奥山川 
生田川 

上水道拡張事業 
（水道事業認可） 

S46.3.31 S52 6,000人 4,520m3 奥山川 
千苅受水・隧道湧水 

神⼾市⽔道事業 H31.3.28 H37 1,531,640人 582,800m3 

千苅・上ヶ原 
奥平野・本山 
阪神水道企業団 
兵庫県営水道 

                   
 



３．六甲山上水道事業と神戸市水道事業の統合について 

 （１）送水施設の整備 
 基幹的な送水施設は，災害・事故時に市⺠⽣活に与える影響が⼤きいため，バックアップ施設を整
備しておく必要がある。神⼾市水道事業の六甲山北側の北神地区において，自己水源である千苅浄水
場系統の⽔しか送⽔できない区域が⼀部存在しており，神⼾市では平成25年度から，北神地区の再
整備を順次進めていた。具体的には，送
水系統を分けるために，基幹送水施設を
連絡するための送水管の整備やポンプ場
を新設する等の工事を進めてきた。 
 そして，令和２年度末に完了した送水
管の新設やポンプ場の築造に伴い，北神
地区だけでなく，六甲山上にも市街地と
同様に，阪神水道企業団の水が送水でき
るようになることから，六甲山上水道事
業の事業認可において，水源種別の区分
を変更し，阪神水道企業団の水源を追加
する必要が生じた。六甲山上に阪神水道
企業団の水も送水できるようになること
で，全市で一体的な水運用が可能となる
ため，この度，六甲山上水道事業を廃止
し，神⼾市⽔道事業と事業統合する事に
至った。 
  
 
（２）料金統一について  

 これまでの六甲山は，別荘や保養所といった避暑地としての利用が主であったことから，市街地の
負荷率約9割に対して，六甲山の負荷率は約7割と低く，また1年を通して水道水を利用している
利用者の割合は全利用者の半数程度となっている。その特異性から，六甲山の水道料金は市街地と異
なる料金構造となり，基本料金は，市街地と比較して高くなる構造としていた。今回，水道事業の統
合により水道料金を統一することによる影響を考慮する必要はあるが，神⼾市では「六甲⼭スマート
シティ構想」を令和2年度に掲げており，保養所等の遊休資産施設を活用し，ITベンチャー・クリ
エイター等のオフィスを誘致する動きがあり，全市的に六甲山を活性化するよう動き始めている。六
甲山上の水道料金を市街地と同一料金となり且つ水道料金が以前より安くなることで，六甲山スマー
トシティ構想による山上への事業者誘致の促進には大きく寄与できると考えている。 

 

 

 

 

 

図Ⅱ 北神地区の送水再整備事業 



表Ⅱ 市街地と六甲山の比較（R１年度） 

項目 
給水人口 

(人) 

平均給水量 

（m3/日） 

最大給水量 

（m3/日） 

給水戸数 

（戸） 

負荷率 

（％） 

市街地 1,515,628 508,949 545,497 810,529 93.3 

六甲山 897 1,086 1,569 401 69.2 

         

 

図Ⅲ 料金制度の比較 

 

（３）その他 
 ①厚生労働省や市議会との調整 
  事業統合を実現するためには，厚労省・兵庫県との協議や，条例改正等の手続きは必要不可欠で
ある。厚労省の「水道事業等の認可等の手引き」（R1.9）に従い，事業統合に関する「届出」の手
続きを進めた。厚労省との協議は，滞りなく事務手続きが完了して，令和３年２月に「届出」を提
出した。また，兵庫県に対しては，知事認可の六甲山上水道事業の廃止に関する説明を行い，厚労
省への提出と併せて兵庫県にも六甲山上水道事業の「廃止届」を提出した。また，事業統合に伴う
神⼾市⽔道事業の設置条例等を改正する必要があり，令和３年2月の市議会に上程し可決され
た。 

 ②地元への周知 
六甲山上の水道使用者に対しては，水道料金が変わることもあり，十分な周知が必要である。令

和2年10月頃から区役所を通じて，地元団体等に説明し，令和3年3月・5月の検針票とともに
ビラの投函または郵送により住⺠への周知を行った。その結果，問合せも１件と少なく円滑に移行
することができた。 

 

４．まとめ 

 このように約60年近く続いた六甲山上水道事業は，神⼾市⽔道事業と統合され1市1水道を実現
することができた。また，神⼾市全体の⽔道システムも⼀体的に管理できるようになった。六甲山上
は，神⼾市にとって重要な地域の一つであり事業統合後も安定給水を図るとともに，水道料金が市街
地と同等なったことで六甲山の活性化が促進されることを期待したい。 

基本料金

口径 料金
20mm以下 880円
25mm 1,700円
40mm 4,500円
50mm 8,800円
75mm 21,700円

使用水量 単価
〜10m3 基本料金に含む
11〜20m3 145円/㎥
21〜30m3 155円/㎥
31〜100m3 215円/㎥
101 m3~ 250円/㎥

従量料金

使用水量 単価

〜20m3 145円/㎥

21〜30m3 155円/㎥
31〜100m3 215円/㎥
101 m3〜 250円/㎥

口径20mm以下 口径25mm以上

＋

現在

統合後
【一般用】

（１か月・金額は税抜）

基本料金 従量料金

口径 料金
20mm以下 1,100円

使用水量 単価
〜10m3 基本料金に含む
11〜30m3 160円/㎥
31〜60m3 235円/㎥
61〜100m3 265円/㎥
101〜300m3 290円/㎥
301〜1,000m3 330円/㎥
1,001m3〜 360円/㎥

＋【家事用】

174

159

10
8

50

家事用

保養所等
厚生施設

その他飲食店

ホテル等

未使用:52.9%

未使用:69.2%

図Ⅳ 六甲山上水道事業契約者 

の使用状況（R2年度） 



 

水需要予測見直しに伴う浄水場統廃合計画の改定 

１． はじめに 

今後、水需要は減少傾向になることが予想される中、大津市企業局では、平成 27 年度に「湖都大

津・新水道ビジョン」（以下「本市ビジョン」という。）を策定し、水道施設の更新・耐震化、浄水

場の統廃合、水道管のダウンサイジング等を盛り込んだ事業計画を推進している。しかし、浄水場

の統廃合は施設能力に影響することから、今後の水需要により廃止時期を慎重に検討する必要があ

る。 

本稿では、令和 2 年度に本市ビジョンの改訂を行い、水需要予測を見直した結果、浄水場統廃合

計画を改定したことから、廃止時期の設定方法や予備力の考え方について報告する。 

 

２． 浄水場統廃合計画について 

現在、本市には 6 つの浄水場（施設能力合計：185,500m3/日）があり、約 34 万市民に給水を行

っている。しかし、令和 2 年度の一日最大給水量（実績値）は 124,842m3/日であり、最大稼働率は

67％となっている。このため、本市ビジョンでは、表-1 のと

おり 6 つの浄水場のうち 3 つを廃止し、残る 3 つの浄水場

を核として耐震化等の強靭化を図ることで、水道システムの

再構築を推進している。また、3 つの浄水場を連絡管で結び、

相互融通機能を持たせることで、災害等においても応援給水

が可能となるシステムを目指している。 

 

３． 本市ビジョン改訂に伴う水需要予測の見直し 

本市ビジョン策定当初は、図-1 の

とおり、生活用原単位の減少が進み、

H26 実績の 243ℓ/人/日から 222ℓ/人/

日に大きく減少するものと予測して

いた。しかし、近年は横ばいの状況

が続いており、今後もほぼ横ばいで

推移するものとして予測を見直し

た。今回の改訂では、それらの影響

を加味し、一日最大給水量の予測を

上方修正した。 

大津市企業局 〇須藤 靖 

  杉田 徹 

中井 博之 

  

図－１　水需要予測の当初・見直し結果比較
【上段：一日最大給水量（左軸）　下段：生活用原単位（右軸）】
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浄水場名 現在施設能力 将来施設能力
比良 4,000 R3年度廃止
⼋屋⼾ 5,200 R12年度廃止
真野 45,000 45,000
柳が崎 45,000 45,000
膳所 48,800 R9年度廃止
新瀬田 37,500 37,500
合計 185,500 127,500

表－1　浄水場施設能力（当初計画）　（m3/日）



 

水需要予測見直しに伴う浄水場統廃合計画の改定 

４． 浄水場統廃合計画の改定 

（１）当初計画における浄水場廃止時期の設定 

浄水場の廃止時期については、表-2 の条件を

考慮して設定している。比良・八屋戸浄水場につ

いては、電気・機械設備の使用年数を 30 年とし、

建設から概ね 30 年後を廃止年度として設定し

た。また、膳所浄水場については、昭和 45 年に

建設されており、令和 12 年には 60 年経過する

ことから、統廃合に必要な浄水場連絡管等の整

備を行うことで令和 9 年度に設定した。なお、

図-2 のとおり、水需要予測の結果と比較し、各

浄水場の廃止時点の予備力が 20％程度確保で

きることを確認している。 

（２）膳所浄水場廃止時期の変更 

水需要予測見直しの結果、一日最大給水量の予測値を上方修正したため、図-２において 20％程

度であった予備力が八屋戸浄水場廃止時点で 10％程度となる。しかし、膳所浄水場は施設の老朽化

が進んでおり、廃止時期を大幅に遅らせると全面的な更新が必要となる。このことから、部分的な

更新等で対応可能な範囲として、令和 14 年度に

設定した。ただし、変更後についても、表-3 のと

おり膳所廃止時点の予備力が 12％程度しか確保

できないため、浄水場の相互融通機能の強化に

より対応することを検討した。 

（３）相互融通機能を考慮した浄水場予備力の設定 

浄水場の予備力については、水道施設設計指

針に記載されている計画浄水量の 25％程度を標

準としている。図-3 のとおり、浄水場連絡管を

常時運用でも使用できるように相互融通機能を

強化することで、全浄水場の予備力確保可能量

を活用し、必要量 25％を確保することとした。 

 

５． おわりに 

本稿において、浄水場統廃合計画の改定について報告したが、今回の見直しは現時点の水需要予

測によるものであり、コロナの影響など、さらに水需要が減らない場合の対応についても検討が必

要である。今後も事業環境の変化に対応しつつ、状況に合わせた計画の見直しを推進していきたい。 

【参考文献】水道施設設計指針 2012 年版（日本水道協会） 

①  浄水場統廃合に必要な施設整備（連絡管など）
②  電気・機械・土木施設の耐用年数（実使用年数）
③  廃止後の施設の予備力（施設能力/一日最大給水量）

表－2　浄水場廃止時期の設定に係る検討事項

【見直し計画】 （m3/日）
廃止翌年度 R4（比良） R13（⼋屋⼾） R15（膳所）
施設能力 181,500 176,300 127,500
予測値 122,089 115,761 114,311
予備力 49% 52% 12%

表－3　浄水場廃止翌年度における施設能力・予備力の比較

図－２　水需要予測結果と浄水場施設能力の比較
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膳所廃止

⼋屋⼾廃止

20％程度の予備力

10％程度の予備力

必要量(25％) 確保可能量(12％)

真野浄水場 45,000 9,000 4,800

柳が崎浄水場 45,000 9,000 4,800

新瀬田浄水場 37,500 7,500 4,000

合 計 127,500 25,500 13,600
※予備力は全浄水場で対応

図－３　相互融通機能強化による浄水場予備力の考え方　（m3/日）
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